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資料 1-2-1 みんなで取り組む防災活動促進条例 

平成 22年 10 月 15日条例第 49号 

改正 令和３年７月 12 日条例第 35 号 

本県は、これまで台風や地震、津波をはじめ、甚大な被害をもたらす災害に幾度となく見舞わ

れてきたが、将来においても、巨大地震や大津波による広域的な被害が懸念される。 

本県における防災の体制は、災害対策基本法及び同法に基づく地域防災計画により確立し、行

政が主体となって対策を推進してきたが、他方で、住民のなかには「防災は行政の役割」という

意識が醸成され、災害に対する備えや行動等に課題がある。また、急速な高齢化の進展により、

災害時に周囲からの支援を必要とする高齢者等が増加しつつある。 

このような現状を踏まえ、将来の災害に適切に対処するためには、行政による対策はもとより、

自らを災害から守る自助の意識を高めつつ、災害時の高齢者等への支援など地域を守る共助の気

運を醸成しながら、自助、共助に基づく防災活動を公助が支援していくことが不可欠である。過

去の教訓を次代に継承し、「自分の命を守りたい」、「家族を守りたい」、「地域を守りたい」という

主体的な自助や共助が発揮される社会の実現に向け、県を挙げて防災に取り組んでいくことが、

私たちに課せられている課題である。 

ここに私たちは、県民相互の協力の下、防災活動に取り組み、将来に向かって、安心して生活

することができる災害に強い地域社会を築いていくことを決意し、この条例を制定する。 

 

（目的） 

第１条 この条例は、災害から県民の生命及び財産を守るための防災の対策について、基本理念を

定め、県民、自主防災組織等、事業者及び県の責務並びに市町村の役割を明らかにするととも

に、県民、自主防災組織等及び事業者による防災活動並びに県の支援等の基本となる事項を定

めることにより、県民、自主防災組織等及び事業者の自発的な防災活動の促進を図り、もって

災害に強い地域社会づくりに寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 災害 災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号。以下「法」という。）第２条第１号に規定す

る災害をいう。 

(２) 防災 法第２条第２号に規定する防災をいう。 

(３) 自主防災組織等 自主防災組織（法第２条の２第２号に規定する自主防災組織をいう。）その

他地域において防災を目的として活動を行う組織をいう。 

(４) 避難行動要支援者 法第 49 条の 10第１項に規定する避難行動要支援者をいう。 

 

（基本理念） 

第３条 防災の対策は、県民が自らを災害から守る自助、地域において県民、自主防災組織等及び

事業者（以下「県民等」という。）が助け合う共助並びに県及び市町村が行う公助を基本としな

ければならない。 
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２ 防災の対策は、自助の意識を高揚しつつ、共助を尊重する社会的気運を醸成しながら、県民等、

市町村及び県が相互に連携し、及び協力して実施されなければならない。 

 

（県民の責務） 

第４条 県民は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、自助の主体と

して災害の発生に備える意識を高め、自ら防災活動を行うよう努めるものとする。 

 

（自主防災組織等及び事業者の責務） 

第５条 自主防災組織等は、基本理念にのっとり、地域における共助の担い手として防災活動を行

うよう努めるものとする。 

２ 事業者は、基本理念にのっとり、地域における共助の担い手として自ら災害の発生に備えるた

めの手段を講ずるとともに、地域における防災活動に参加するよう努めるものとする。 

 

（県の責務） 

第６条 県は、基本理念にのっとり、公助の担い手として防災に関する総合的かつ計画的な施策を

策定し、及び実施するとともに、県民等が行う防災活動の支援を行うものとする。 

 

（市町村の役割） 

第７条 市町村は、基本理念にのっとり、公助の担い手として防災に関する施策を推進するよう努

めるものとする。 

 

（災害への備え） 

第８条 県民は、防災に関する知識の習得のため、防災に関する講演会、研修会等に積極的に参加

するよう努めるものとする。 

２ 県民は、地域における防災訓練及び自主防災組織等の活動に積極的に参加するよう努めるもの

とする。 

３ 県民は、災害が発生した場合において必要とする生活物資並びに災害及び防災に関する必要な

情報を収集するための機器を備えておくよう努めるものとする。 

４ 県民は、所有し、又は居住する建築物の倒壊を防止するため、必要に応じて耐震診断を行い、

耐震改修その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 

５ 県民は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における避難の経路、方法及び場所並

びに家族との連絡の方法を確認しておくよう努めるものとする。 

 

第９条 自主防災組織等は、避難行動要支援者の避難の支援を円滑に行うため、市町村と連携しな

がら、あらかじめ地域における避難行動要支援者に関する情報を把握するとともに、支援体制

の整備に努めるものとする。 

 

第 10 条 事業者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における事業の継続又は早期

の復旧のための計画（以下「事業継続計画」という。）を作成しておくよう努めるものとする。 
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（災害時の行動） 

第 11 条 県民は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、自主的な避難、市町

村長が発令する避難情報に従った行動その他適切な行動をとるよう努めるものとする。 

 

第 12 条 自主防災組織等及び事業者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、

互いに連携しながら、地域における情報の収集及び伝達、避難の誘導、消火、人命救助、救護

その他災害の拡大の防止に努めるものとする。 

 

（県民等の防災活動への支援） 

第 13 条 県は、基本理念に関する県民等の理解を深め、かつ、県民等が行う防災活動を支援する

ため、次に掲げる施策を講ずるものとする。 

(１) 防災に関する正しい知識の習得のための教育を行うこと。 

(２) 防災活動に携わるボランティアの育成を図ること。 

(３) 地域における防災活動のリーダーの育成を図ること。 

(４) 事業者の事業継続計画の作成に関する助言を行うこと。 

(５) 県民等の防災活動に関する普及啓発及び表彰を行うこと。 

(６) 前各号に掲げるもののほか、県民等の自発的な防災活動に資する援助を行うこと。 

 

（避難行動要支援者の支援体制の整備に係る支援） 

第 14 条 県は、第９条に規定する支援体制の整備が円滑に行われるよう、法第 49条の 14 第１項

に規定する個別避難計画についての助言その他必要な支援を行うものとする。 

 

（実施状況の公表） 

第 15 条 知事は、毎年度、前２条に規定する施策の実施状況について、県民が利用しやすい方法

により公表するものとする。 

 

（財政上の措置） 

第 16 条 県は、県民等の防災活動への支援に係る施策を推進するために、必要な財政上の措置を

講ずるよう努めるものとする。 

 

附 則 

この条例は、平成 23 年４月１日から施行する。ただし、第 15 条の規定は、平成 23年度に実

施する施策から適用する。 

附 則（平成 26年３月 28日条例第 16号） 

この条例は、平成 26年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年７月 12日条例第 35号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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資料 1-5-1 平泉町防災会議条例 

制定 昭和 38 年 10 月１日 条例第 19 号 

最終改正 平成 14 年９月 24 日 条例第 21 号 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 16条第６項の規定に基づき、

平泉町防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。 

 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 平泉町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(２) 町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。 

(３) 水防法（昭和 24年法律第 193 号）第 25条の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審

議すること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、法律又はそれに基づく政令によりその権限に属する事務 

 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員 26名以内で組織する。 

２ 会長は、町長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 

(１) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 

(２) 岩手県の知事の部門の職員のうちから町長が任命する者 

(３) 岩手県警察の警察官のうちから町長が任命する者 

(４) 町長がその部内の職員のうちから指名する者 

(５) 町の教育委員会の教育長 

(６) 消防機関のうちから町長が任命する者 

(７) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者 

６ 前項第７号の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期

間とする。 

７ 前項の委員は、再任されることができる。 

 

（専門委員） 

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、岩手県の職員、町の職員、関係公共機関の職員、関係

地方関係公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 
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（補則） 

第５条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、

会長が防災会議にはかって定める。 

 

附 則（昭和 42年条例第 12号） 

この条例は、昭和 38年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 44年条例第 10号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和 44 年３月１日から適用する。 

附 則（昭和 62年条例第 20号） 

この条例は、昭和 63年１月１日から施行する。 

附 則（平成 12年条例第 26号） 

この条例は、平成 12年４月１日から施行する。 

附 則（平成 14年条例第 21号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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資料 1-8-1 本町における災害記録 

災害の種類 発生年月日 被害の概要 

豪雨 昭和 54 年８月６日 ⚫ 農作物被害 （607,955 千円） 

・冠水面積 753.3 ㌶ 

台風 昭和 56 年８月 24 日 ⚫ 農作物被害 （699,601 千円） 

・冠水面積 1,201.6 ㌶ 

⚫ 建物被害 

・床上浸水 15 棟・床下浸水 8棟 

⚫ 土木関係被害 （62,100 千円） 

・道路 13 箇所、河川４箇所 

⚫ 人的被害 

・死者１人 

集中豪雨 昭和 62 年８月 17 日～18 日 ⚫ 農作物被害 （509,656 千円） 

・冠水水面積 685 ㌶ 

⚫ 建物被害 

・床上浸水４棟・床下浸水８棟 

集中豪雨 昭和 62 年８月 21 日～22 日 ⚫ 農作物被害 （30,452 千円） 

・冠水面積 55㌶ 

集中豪雨 昭和 62 年８月 28 日～29 日 ⚫ 農作物被害 （191,574 千円） 

・冠水面積 346 ㌶ 

豪雨 昭和 63 年８月 29 日～31 日 ⚫ 農作物被害 （216,444 千円） 

・冠水面積 392 ㌶ 

台風 平成２年９月 20 日～22 日 ⚫ 農作物被害 （144,180 千円） 

・冠水面積 717 ㌶ 

⚫ 建物被害 

・床上浸水３棟 

台風 平成６年９月 30 日～ 

10 月１日 

⚫ 農作物被害 （11,712 千円） 

・冠水面積 142.9 ㌶ 

豪雨 平成７年８月５日～6 日 ⚫ 農作物被害 （521,750 千円） 

・冠水面積 700 ㌶ 

⚫ 土木関係被害 （95,000 千円） 

・道路 10 箇所、河川９箇所 

集中豪雨 平成 10 年７月 31 日～ 

８月２日 

８月 14 日、 

８月 26 日～31 日、９月 16 日 

⚫ 農作物被害 （27,480 千円） 

・冠水面積 338 ㌶ 

⚫ 土木関係被害 （151,500 円） 

・道路９箇所、河川５箇所、橋１箇所 

台風 平成 14 年７月 10 日～11 日 ⚫ 農作物被害 （128,651 千円） 

冠水面積 570 ㌶ 

⚫ 土木関係被害 （878,000 千円） 

・道路 17 箇所、河川 31箇所、 

橋梁流失１箇所 

被害総額 1,378,666 千円 

台風 平成 14 年 10 月１日～2 日 ⚫ 農作物被害 （8,660 千円） 

被害総額 23,050 千円 
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災害の種類 発生年月日 被害の概要 

地震 

（震度６弱） 

平成 15 年５月 26 日 ⚫ 住家被害 1,630 千円 

・一般住宅 14 棟、非住宅３棟 

⚫ 土木施設 97,400 千円 

・林地崩壊、道路決壊 13箇所 

被害総額 159,563 千円 

台風 平成 19 年９月７日 ⚫ 農作物被害 8,900 千円 

・冠水面積 

⚫ 公共土木施設 96,000 千円 

・道路９箇所、河川７箇所 

被害総額 104,900 千円 

豪雨 平成 19 年９月 16 日～18 日 ⚫ 農作物被害 21,200 千円 

被害総額 21,200 千円 

地震 

（震度５強） 

平成 20 年６月 14 日 ⚫ 農業用施設 3,000 千円 

・水路３箇所、用水機１箇所 

⚫ 公共土木施設 4,600 千円 

・道路 13 箇所 

被害総額 11,719 千円 

地震 

（震度５強） 

平成 20 年７月 24 日 ⚫ 住家被害 

・一般住宅２棟、非住宅２棟 

地震 

（震度５強） 

地震 

（震度 6弱） 

平成 23 年３月 11 日 

 

平成 23 年４月７日 

⚫ 人的被害 

・負傷者２人 

⚫ 建物土木施設等被害 

公共施設等被害額   1,360,094 千円 

農地農業用施設被害    18,000 千円 

文化財被害               450千円 

商工業等関係被害      54,280千円 

豪雨 平成 24 年５月３日～4 日 ⚫ 土木関係 

・地すべり３箇所 

被害総額 10,000 千円 

台風 令和元年 10 月 12 日～13 日 ⚫ 農業関係被害 

農作物被害（13,450 千円） 

農業施設被害（13,400 千円） 

⚫ 土木関係被害（37,200 千円） 

・道路 10 箇所、河川７箇所、水路２箇所 

⚫ 住家被害 

・一般住宅３棟、非住家３棟 
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資料 2-3-1 自主防災組織一覧表 

（令和６年１月１日現在） 

No. 自主防災組織名 結成年月日 世帯数 

１ 平泉町第２区自主防災会 平成 16年３月 11日 133 

２ 平泉町第 12区自主防災会 平成 16年 9 月 18 日 186 

３ 平泉町第 19区自主防災会 平成 17年 8 月 28 日  86 

４ 平泉町第 13区自主防災会 平成 17年 11月 12日 180 

５ 平泉町第 20区自主防災会 平成 19年 3 月 25 日  60 

６ 平泉町第９区自主防災会 平成 19年８月５日 102 

７ 平泉町第７区自主防災会 平成 19年 9 月 9 日 221 

８ 平泉町第 10区自主防災会 平成 19年 9 月 23 日 168 

９ 平泉町第 17区自主防災会 平成 20年 3 月 9 日  59 

10 平泉町第 18区自主防災会 平成 20年 3 月 16 日  58 

11 平泉町第８区自主防災会 平成 20年 3 月 23 日 217 

12 平泉町第 21区自主防災会 平成 20年 12月 7 日  86 

13 平泉町第 16区自主防災会 平成 21年 3 月 7 日  86 

14 平泉町第 14区自主防災会 平成 21年 4 月 25 日 91 

15 平泉町第１区自主防災会 平成 21年 4 月 28 日  65 

16 平泉町第 11区自主防災会 平成 21年 10月 10日 399 

17 平泉町第 15区自主防災会 平成 23年 1 月 3 日 142 

18 平泉町第 4 区自主防災会 平成 24年 3 月 1 日  35 

19 平泉町第 3 区自主防災会 平成 24年 4 月 1 日  70 

20 平泉町第 5 区自主防災会 平成 24年 4 月 1 日  49 

21 平泉町第 6 区自主防災会 令和 5 年 4月 9日 112 

 

 

 

  



第 1 章 資料編 

 

10 

 

資
料
編 

第 

１ 

章 

資料 2-6-1 浸水想定区域内等に位置する要配慮者利用施設 

（令和 6年３月現在） 

№ 区域 区分 施設名 所在地 

１ 浸水想定区域

内 

社会福祉施設 社会福祉法人幸得会たけとんぼ 

 

平泉町平泉字樋渡 49-２ 

２ 学校 平泉町立平泉中学校 

 

平泉町平泉字倉町 23 

３ 病院 ひらいずみ内科クリニック 

 

平泉町平泉字志羅山３-６ 

４ 平泉歯科診療所 

 

平泉町平泉字志羅山 11-４ 

５ ささき歯科 

 

平泉町平泉字志羅山 136-４ 

６ 老人福祉施設 いこいの泉 

 

平泉町平泉字鈴沢 64-１ 

７ 有料老人ホーム 高齢者グループホームいこいの

杜 

平泉町平泉字樋の沢 25-１ 

８ 土砂災害警戒 

区域内 

社会福祉施設 グループホーム平泉 平泉町平泉字日照田 133-２ 

 

 

浸水想定区域内等に位置する要配慮者利用施設位置図 
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資料 2-6-2 新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所運営ガイドライン 
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資料 2-12-1 防火対象物の現況 

防火対象物（消防法第８条） 

（令和 5年４月１日現在） 

業態別 数 

（１） 
イ 劇場、映画館、演芸場、観覧場 １ 

ロ 公会堂、集会場 ６ 

（２） 

イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類 ０ 

ロ 遊技場、ダンスホール ０ 

ハ 風俗営業等の規制にかかる店舗等 ０ 

ニ カラオケボックス ０ 

（３） 
イ 待合、料理店の類 － 

ロ 飲食店 ８ 

（４）  百貨店、マーケット、その他の物品販売業者を営む店舗又は展示場 ８ 

（５） 
イ 旅館、ホテル、宿泊所 10 

ロ 寄宿舎、下宿、共同住宅 15 

（６） 

イ 病院、診療所、助産所 １ 

ロ 児童福祉施設 ６ 

ハ 幼稚園、盲学校、聾学校、養護学校 ８ 

ニ 特別支援学校 ０ 

（７）  小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校 ７ 

（８）  図書館、博物館、美術館の類 ４ 

（９） 
イ 公衆浴場、サウナ浴場の類 － 

ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 １ 

（10）  車両の停車場、船舶又は航空機の発着場 １ 

（11）  神社、寺院、教会の類 ６ 

（12） 
イ 工場、作業場 43 

ロ 映画スタジオ、テレビスタジオ － 

（13） 
イ 自動車車庫、駐車場 ０ 

ロ 飛行機、回転翼航空機の格納庫 － 

（14） イ 倉庫 29 

（15） ロ 前各号に該当しない事業場 41 

（16） 
イ （１）～（４）、（５）イ、（６）、（９）イが存する複合用途防火対象物 23 

ロ 上記以外の複合用途防火対象物 11 

（16）の２  地下街 － 

（17）  重要文化財、重要民俗資料、史跡等の建造物 ５ 

（18）  延長 50メートル以上のアーケード － 

合計 234 
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資料 2-16-1 ため池一覧（防災重点農業用ため池） 

№ ため池名称 所在地 備考 

１ 松の沢堤 平泉町平泉字広滝 182  

２ 御堂沢溜池 平泉町平泉字山岸 113  

３ 花立溜池 平泉町平泉字花立 72  

４ 丸森堤 平泉町長島字赤羽根 35  

５ 丸森下溜池 平泉町長島字赤羽根 34  

６ 大堤溜池 平泉町長島字竜ケ坂 106  

７ 茶畑堤 平泉町長島字石合 2  

８ 土網溜池 平泉町長島字竜ケ坂 73  

９ 大平溜池 平泉町長島字束稲 73  

10 女石上溜池 平泉町長島字前林 61  

11 女石下溜池 平泉町長島字前林 62  

12 西風溜池 平泉町長島字西風 21  

13 長森溜池 平泉町長島字大規田 28  

14 小金沢堤（上） 平泉町平泉字小金沢 87-59  

15 大平堤 平泉町平泉字大平 171  

16 中舘堤 平泉町長島字滝ノ沢 86  

17 小堤 平泉町長島字竜ケ坂 16  

18 土平沢堤（上） 平泉町長島字下長根 22  

19 土平沢堤（下） 平泉町長島字下長根 24  

20 新田堤 平泉町長島字赤羽根 22-1  

21 七曲堤 平泉町長島字新田 47-1  
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資料 2-16-1・2 重要水防箇所・重要河川箇所表 
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資料 2-18-1 急傾斜地崩壊危険箇所 

警戒区域（急傾斜地の崩壊）                    （令和 4 年 12 月現在） 

No. 箇所番号 箇所名 都・市 区・町・村 字 告示番号 告示年月日 

１ 163A2001 衣関 西磐井郡 平泉町 平泉字衣関 岩手県告示第 925 号 H21.12.11 

２ 172A2001 柳御所 西磐井郡 平泉町 平泉字柳御所 岩手県告示第 925 号 H21.12.11 

３ 172A2002 花立 西磐井郡 平泉町 平泉字花立 岩手県告示第 925 号 H21.12.11 

４ 172A2003 花立－１ 西磐井郡 平泉町 平泉字花立 岩手県告示第 925 号 H21.12.11 

５ 172A2007 樋ノ沢 西磐井郡 平泉町 平泉字樋ノ沢 岩手県告示第 925 号 H21.12.11 

６ 172A2008 大平－５ 西磐井郡 平泉町 平泉字大平 岩手県告示第 925 号 H21.12.11 

７ 172A2004 大沢 西磐井郡 平泉町 平泉字大沢 岩手県告示第 137 号 H25.3.5 

８ 172A2005 大沢－１ 西磐井郡 平泉町 平泉字大沢 岩手県告示第 137 号 H25.3.5 

９ 172A2006 片岡 西磐井郡 平泉町 平泉字片岡 岩手県告示第 137 号 H25.3.5 

10 172B2001 西郷 西磐井郡 平泉町 平泉字西郷 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

11 172B2002 広滝 西磐井郡 平泉町 平泉字広滝 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

12 172B2003 広滝－１ 西磐井郡 平泉町 平泉字広滝 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

13 172B2004 広滝－２ 西磐井郡 平泉町 平泉字広滝 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

14 172B2005 広滝－３ 西磐井郡 平泉町 平泉字広滝 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

15 172B2006 広滝－４ 西磐井郡 平泉町 平泉字広滝 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

16 172B2007 広滝－５ 西磐井郡 平泉町 平泉字広滝 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

17 172B2008 広滝－６ 西磐井郡 平泉町 平泉字広滝 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

18 172B2009 広滝－７ 西磐井郡 平泉町 平泉字広滝 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

19 172B2010 馬場 西磐井郡 平泉町 平泉字馬場 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

20 172B2011 馬場－１ 西磐井郡 平泉町 平泉字馬場 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

21 172B2012 馬場－２ 西磐井郡 平泉町 平泉字馬場 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

22 172B2013 馬場－３ 西磐井郡 平泉町 平泉字馬場 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

23 172B2014 馬場－４ 西磐井郡 平泉町 平泉字馬場 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

24 172B2015 南沢 西磐井郡 平泉町 平泉字南沢 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

25 172B2023 上窟 西磐井郡 平泉町 平泉字上窟 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

26 172B2024 北沢 西磐井郡 平泉町 平泉字北沢 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

27 172B2025 北沢－１ 西磐井郡 平泉町 平泉字北沢 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

28 172B2026 北沢－２ 西磐井郡 平泉町 平泉字北沢 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

29 172B2027 北沢－３ 西磐井郡 平泉町 平泉字北沢 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

30 172B2028 北沢－４ 西磐井郡 平泉町 平泉字北沢 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

31 172B2029 北沢－５ 西磐井郡 平泉町 平泉字北沢 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

32 172B2030 山岸 西磐井郡 平泉町 平泉字山岸 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

33 172B2032 山岸－２ 西磐井郡 平泉町 平泉字山岸 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

34 172B2033 山岸－３ 西磐井郡 平泉町 平泉字山岸 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

35 172B2034 髢石 西磐井郡 平泉町 平泉字髢石 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

36 172B2035 髢石－１ 西磐井郡 平泉町 平泉字髢石 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

37 172B2042 上窟－２ 西磐井郡 平泉町 平泉字上窟 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

38 172B2043 上窟－３ 西磐井郡 平泉町 平泉字上窟 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

39 172B2044 上窟－４ 西磐井郡 平泉町 平泉字上窟 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

40 172B2047 上窟－７ 西磐井郡 平泉町 平泉字上窟 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

41 172B2048 北沢－６ 西磐井郡 平泉町 平泉字北沢 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 
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No. 箇所番号 箇所名 都・市 区・町・村 字 告示番号 告示年月日 

42 172B2049 北沢－７ 西磐井郡 平泉町 平泉字北沢 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

43 172B2050 西風 西磐井郡 平泉町 平泉字西風 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

44 172B2051 上窟－８ 西磐井郡 平泉町 平泉字上窟 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

45 172B2031 山岸－１ 西磐井郡 平泉町 平泉字山岸 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

46 172B2036 髢石－２ 西磐井郡 平泉町 平泉字髢石 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

47 172B2037 髢石－３ 西磐井郡 平泉町 平泉字髢石 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

48 164B2001 滝ノ沢 西磐井郡 平泉町 長島字滝ノ沢 岩手県告示第 443 号 H28.5.2 

49 173B1001 新田 西磐井郡 平泉町 長島字新田 岩手県告示第 443 号 H28.5.2 

50 173B1004 さいかち田 西磐井郡 平泉町 長島字さいか

ち田 

岩手県告示第 443 号 H28.5.2 

51 173B1005 境田－１ 西磐井郡 平泉町 長島字境田 岩手県告示第 443 号 H28.5.2 

52 173B1014 八森 西磐井郡 平泉町 長島字八森 岩手県告示第 443 号 H28.5.2 

53 173B1015 平石沢 西磐井郡 平泉町 長島字平石沢 岩手県告示第 443 号 H28.5.2 

54 173B1016 下西風 西磐井郡 平泉町 長島字下西風 岩手県告示第 443 号 H28.5.2 

55 173B1017 中鈴峰 西磐井郡 平泉町 長島字中鈴峰 岩手県告示第 443 号 H28.5.2 

56 173B1018 中村 西磐井郡 平泉町 長島字中村 岩手県告示第 443 号 H28.5.2 

57 173B1019 中村－１ 西磐井郡 平泉町 長島字中村 岩手県告示第 443 号 H28.5.2 

58 173B1020 中村－２ 西磐井郡 平泉町 長島字中村 岩手県告示第 443 号 H28.5.2 

59 173B1021 東岳 西磐井郡 平泉町 長島字東岳 岩手県告示第 443 号 H28.5.2 

60 173B1022 東岳－１ 西磐井郡 平泉町 長島字東岳 岩手県告示第 443 号 H28.5.2 

61 173B1023 下西風－１ 西磐井郡 平泉町 長島字下西風 岩手県告示第 443 号 H28.5.2 

62 173B1024 西風－１ 西磐井郡 平泉町 長島字西風 岩手県告示第 443 号 H28.5.2 

63 172B2019 花立－２ 西磐井郡 平泉町 平泉字花立 岩手県告示第 282 号 H29.3.31 

64 172B2020 花立－３ 西磐井郡 平泉町 平泉字花立 岩手県告示第 282 号 H29.3.31 

65 172B2021 大沢－２ 西磐井郡 平泉町 平泉字大沢 岩手県告示第 282 号 H29.3.31 

66 172B2022 大沢－３ 西磐井郡 平泉町 平泉字大沢 岩手県告示第 282 号 H29.3.31 

67 172B2016 衣関－１ 西磐井郡 平泉町 平泉字衣関 岩手県告示第 282 号 H29.3.31 

68 172B2017 衣関－２ 西磐井郡 平泉町 平泉字衣関 岩手県告示第 282 号 H29.3.31 

69 172B2018 衣関－３ 西磐井郡 平泉町 平泉字衣関 岩手県告示第 282 号 H29.3.31 

70 172B2038 善阿弥 西磐井郡 平泉町 平泉字善阿弥 岩手県告示第 879 号 H29.12.12 

71 172B2039 毛越 西磐井郡 平泉町 平泉字毛越 岩手県告示第 879 号 H29.12.12 

72 172B2040 小金沢 西磐井郡 平泉町 平泉字小金沢 岩手県告示第 879 号 H29.12.12 

73 172B2061 大平－６ 西磐井郡 平泉町 平泉字大平 岩手県告示第 879 号 H29.12.12 

74 172B2062 大平－７ 西磐井郡 平泉町 平泉字大平 岩手県告示第 879 号 H29.12.12 

75 173B1027 正法 西磐井郡 平泉町 平泉字正法 岩手県告示第 879 号 H29.12.12 

76 173B1028 正法－１ 西磐井郡 平泉町 平泉字正法 岩手県告示第 879 号 H29.12.12 

77 173B1029 大佐 西磐井郡 平泉町 平泉字大佐 岩手県告示第 879 号 H29.12.12 

78 173B1002 境田 西磐井郡 平泉町 長島字境田 岩手県告示第 181 号 H31.3.12 

79 173B1003 杉 西磐井郡 平泉町 長島字杉 岩手県告示第 181 号 H31.3.12 

80 173B1006 杉－１ 西磐井郡 平泉町 長島字杉 岩手県告示第 181 号 H31.3.12 

81 173B1007 杉－２ 西磐井郡 平泉町 長島字杉 岩手県告示第 181 号 H31.3.12 

82 173B1008 杉－３ 西磐井郡 平泉町 長島字杉 岩手県告示第 181 号 H31.3.12 

83 173B1009 杉－４ 西磐井郡 平泉町 長島字杉 岩手県告示第 181 号 H31.3.12 

84 173B1010 杉－５ 西磐井郡 平泉町 長島字杉 岩手県告示第 181 号 H31.3.12 
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No. 箇所番号 箇所名 都・市 区・町・村 字 告示番号 告示年月日 

85 173B1011 杉－６ 西磐井郡 平泉町 長島字杉 岩手県告示第 181 号 H31.3.12 

86 173B1012 杉－７ 西磐井郡 平泉町 長島字杉 岩手県告示第 181 号 H31.3.12 

87 173B1013 舘岡 西磐井郡 平泉町 長島字舘岡 岩手県告示第 181 号 H31.3.12 

88 172B2041 上窟－１ 西磐井郡 平泉町 平泉字上窟 岩手県告示第 181 号 H31.3.12 

岩手県砂防災害課 

 

急傾斜地崩壊危険箇所位置図 
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資料 2-18-2 土石流発生危険箇所 

警戒区域（土石流）                         （令和３年７月現在） 

No. 箇所番号 箇所名 都・市 区・町・村 字 告示番号 告示年月日 

１ A172004 善阿弥の沢

(1) 

西磐井郡 平泉町 平泉字善阿弥 岩手県告示第 137 号 H25.3.5 

２ J172101 北沢の沢 西磐井郡 平泉町 平泉字北沢 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

３ B172102 山岸の沢 西磐井郡 平泉町 平泉字山岸 岩手県告示第 791 号 H27.10.2 

４ B172101 大沢 西磐井郡 平泉町 平泉字大沢 岩手県告示第 879 号 H29.12.12 

５ B172104 日照田の沢 西磐井郡 平泉町 平泉字日照田 岩手県告示第 879 号 H29.12.12 

６ B172105 善阿弥の沢

(2) 

西磐井郡 平泉町 平泉字善阿弥 岩手県告示第 879 号 H29.12.12 

岩手県砂防災害課 

 

土石流発生危険箇所位置図 
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資料 2-18-3 地すべり危険箇所 

警戒区域（地すべり）                        （令和３年７月現在） 

No. 箇所番号 箇所名 都・市 区・町・村 字 告示番号 告示年月日 

１ 91 長島 西磐井郡 平泉町 長島赤羽根・前

林・滝の沢 

岩手県告示第 45 号 R2.1.31 

岩手県砂防災害課 

 

地すべり危険箇所位置図 
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資料 2-18-4 山地災害危険地区 

【崩壊土砂流出危険地区】 

 

 

  

No 箇所番号 
位置 

面積（ha） 
人家 

（戸） 

治山事業 

進捗状況 
備考 

地域 大字 字 

１ 015-029-001 平泉町 長島 深山 4.39 ８ 概成  

２ 015-029-002 平泉町 平泉 衣関 2.94 12 概成  

３ 015-029-003 平泉町 平泉 衣関 0.82 23 概成  

４ 015-029-004 平泉町 平泉 善阿弥 0.19 26 概成  

５ 015-029-005 平泉町 平泉 善阿弥 0.22 14 無  

６ 015-029-006 平泉町 平泉 善阿弥 0.23 ８ 無  

７ 015-029-007 平泉町 平泉 山岸 0.4 ３ 無  

８ 015-029-008 平泉町 平泉 髢石 0.24 16 概成  

９ 015-029-009 平泉町 平泉 西風 1.43 ０ 無  

10 015-029-010 平泉町 平泉 西風 4.0 ２ 概成  

11 015-029-011 平泉町 平泉 上窟 2.1 ５ 概成  

12 015-029-012 平泉町 平泉 東郷 0.12 ０ 一部概成  

13 015-029-013 平泉町 平泉 八日講 0.37 ８ 概成  

14 015-029-014 平泉町 長島 小倉 2.36 ０ 概成  
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資料 2-18-5 土砂災害警戒情報伝達系統図 

  
岩手県県土整備部 

（砂防災害課） 

盛岡地方気象台 

（技術課） 

共同発表 

岩手県警察本部 

（警備課・地域課） 

岩手河川国道事務所 

（調査第一課） 

釜石海上保安部 

（警備救難課） 

東日本旅客鉄道 

株式会社盛岡支社 

（運輸部輸送課） 

岩手県総務部 

（防災課） 

市町村 

消防本部 

広域振興局等 

関係出先機関 

※報道機関 

(注）※報道機関：ＮＨＫ盛岡放送局、IBC岩手放送、テレビ岩手、岩手めんこいテレビ、岩手朝日テレビ、エフエム岩手、岩手日報社 
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資料 2-22-1 指定文化財一覧表 

（1）国指定 

国宝 

建造物 １ 中尊寺金色堂 附 棟札他 

工芸 ４ 金色堂内具・経蔵内具、孔雀文磬、螺鈿八角須弥壇 

書跡・典籍  紺紙金字一切経 2739 巻、箱 275 合 

彫刻  金色堂堂内諸像及天蓋 

絵画 １ 紺紙著色金光明最勝王経金字宝塔曼荼羅図 

重要文化財 

建造物 ５ 金色堂覆堂、経蔵、宝塔、五輪塔、白山神社能舞台 

彫刻 
12 

木造一字金輪坐像 付木造天蓋１面、木造大日如来坐

像、他 

工芸 ６ 金銅千手観音像御正体、金銀装舎利壇、鉄樹、他 

書跡・典籍 １ 紙本墨書中尊寺建立供養願文 付同願文１巻 

古文書 １ 中尊寺文書、陸奥国骨寺村絵図 

考古資料 
 

金色堂須弥壇内納置棺及び副葬品、平泉遺跡群出土品、

平泉遺跡群（柳之御所遺跡出土品） 

史跡名勝・ 

天然記念物 

特別史跡 ３ 毛越寺境内附鎮社跡、無量光院跡、中尊寺境内 

史跡 ３ 柳之御所遺跡、達谷窟、金鶏山 

特別名勝 １ 毛越寺庭園 

名勝 
２ 

旧観自在王院庭園、おくのほそ道の風景地（金鶏山、高

館、さくら山） 

重要無形民俗 

文化財 

民族芸能 
１ 

毛越寺延年の舞 

 

（2）国認定 

重要美術品 工芸 ２ 銅製鍍銀柄香炉、金銅五鈷杵 

 

（3）国選択 

重要無形民俗 

文化財 

芸能 
１ 

中尊寺古実式三番 

 

（4）県指定 

有形文化財 

建造物 ２ 中尊寺本坊表門、法泉院小前沢坊庫裡 

彫刻 
12 

木造訶梨帝母像、木造不動明王坐像、木造薬師如来坐像、

他 

工芸 13 彫透柄の横刀、真鍮戒体箱、梵鐘、他 

書跡・典籍 ５ 紙本墨書大般若波羅密多経 

絵画 １ 刀八毘沙門天画像 

考古資料 １ 鉄塔 

有形民俗文化財  ４ 納骨器、他 
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（5）町指定 

有形文化財 
建造物 １ 伝弁慶の墓 

彫刻 ３ 達谷窟磨崖仏、多聞天像、オダイシサマ 

無形民俗文化財 
民俗芸能 

４ 
田頭讃念仏、行山流長部鹿踊り、達谷窟毘沙門神楽、長

部神楽 

史蹟名勝 

天然記念物 

天然記念物 
９ 

エドヒガン、カヤ、カツラ、モミ 
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資料 3-1-1 平泉町災害警戒本部設置要領 

制定 昭和 38 年 10 月１日 

（設置） 

第１ 暴風雨警報、大雨警報又は洪水警報（以下「警報」という。）が発せられた場合において災

害対策本部が設置されるまでの間必要と認められるときは、当該警報に係る情報の収集及び伝

達を迅速、かつ、円滑に行うため災害警戒本部（以下「警戒本部」という。）を設置するものと

する。 

 

（所掌事項） 

第２ 警戒本部の所掌事項は、次のとおりとする。 

(１) 警報の受領及び関係機関への伝達に関すること。 

(２) 気象情報及び河川の水位情報の収集及び関係機関への伝達に関すること。 

(３) 被害の発生状況の把握に関すること。 

(４) その他情報を収集等に関し必要な事項 

 

（組織） 

第３ 警戒本部は、本部長、副本部長、本部員及び本部職員をもって構成する。 

２ 本部長は、総務課長をもって充て、副本部長は総務課長補佐をもって充て、本部員は総務課職

員を充て、本部職員は本部長が指名する。 

 

（本部長及び副本部長） 

第３ 警戒本部は、本部長、副本部長、本部員及び本部職員をもって構成する。 

２ 本部長は、総務課長をもって充て、副本部長は総務課長補佐をもって充て、本部員は総務課職

員を充て、本部職員は本部長が指名する。 

 

（本部長及び副本部長） 

第４ 本部長は、部務を統括し、会議を主宰する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５ 本部の会議は必要に応じて本部長が招集する。 

 

（補則） 

第６ この要領に定めるもののほか警戒本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。 

 

附 則 

この要領は、昭和 60年９月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、昭和 17年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 21年４月１日から施行する。 
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資料 3-1-2 平泉町災害対策本部条例 

制定 昭和 38 年 10 月１日 条例第 20 号 

改正 平成 12 年３月 17日 条例第６号 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 23条第７項の規定に基づき、

平泉町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（組織） 

第１条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員は指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務

を代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

 

（部） 

第３条 災害対策本部長は必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

 

（現地災害対策本部） 

第４条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災

害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもっ

て充てる。 

２ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

 

（補則） 

第５条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定め

る。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 12年条例第６号） 

この条例は、平成 12年４月１日から施行する。 
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資料 3-1-3 緊急初動特別班の設置に関する要綱 

（目的） 

第１ この要綱は町内各所において、大規模な災害が発生し、災害対策本部の活動体制が整うまで

の間、迅速かつ円滑な要員の初動体制を確立するため、平泉町緊急初動特別班（以下「初動班」

という。）の設置に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（設置及び参集基準） 

第２ 初動班は、大規模な災害等により、災害対策班を設置する要員の参集が困難な場合に災害発

生から 30 分以内を目処に設置するものとする。 

 

（初動班の組織） 

第３ 初動班は、本部長、副本部長及び本部員により組織する。 

２ 本部長は、総務課長をもって充て、本部事務を総括する。 

３ 副本部長は、総務課長補佐をもって充て、本部長を補佐する。 

４ 本部員は別に定める職員とし、本部事務に従事する。 

 

（班の設置） 

第４ 初動班は本庁舎の近在職員をもって構成する。 

 

（所掌事務） 

第５ 初動班の所掌事務は、次のとおりとする。 

班名 分掌事務 

総務班 １ 災害対策本部の設置及び運営 

２ 本部員会議の開催 

３ 本部長の指令の伝達 

４ 県及び防災関係機関との連絡調整 

５ 職員の動員に関する連絡・確保 

６ 町公用車（緊急通行車輌）の確保 

対策班 １ 災害応急対策の実施に係る防災関係機関、各種団体及び町民に対する指示、協

力要請及び連絡 

２ 自衛隊の災害派遣要請及びその受入れ、調整 

３ 町民からの要請の処理 

情報班 １ 町民における被害状況、災害応急対策の実施状況等の情報収集及び県に対する

報告 

２ 気象状況、交通状況、道路情報、住民の動向等の情報収集・伝達 

広報班 １ 災害応急対策に関する広報（町防災行政無線） 

２ 災害の記録に関すること 

３ 報道機関に対する災害情報の発表 
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（設置場所） 

第６ 初動班は、総務課に置く。ただし、本庁舎が倒壊等で設置できない場合は本庁舎前の駐車場

とする。 

 

（初動班の廃止） 

第７ 初動班は、災害対策本部が設置され災害対策本部長が認めたときに廃止する。 

 

（補則） 

第８ この要綱に定めるもののほか、初動班の運営に関し必要な事項は災害対策本部長が別に定め

る。 

 

附 則 

この訓令は、平成 14年４月１日から施行する。 

附 則 

この訓令は、平成 17年４月１日から施行する。 

附 則 

この訓令は、平成 21年４月１日から施行する。 

附 則 

この訓令は、平成 28年４月１日から施行する。 

 

 

平泉町緊急初動特別班組織図 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初 動 本 部 長 

 

 

副 本 部 長  

 

初 動 特 別 班 

総 務 班 対 策 班 情 報 班 広 報 班 



第 1 章 資料編 

 

80 

 

資
料
編 

第 

１ 

章 

資料 3-2-1 気象予報・警報等の種類及び発表基準 

（1）気象業務法（昭和 27 年法律第 165 号）に基づくもの 

1）情報の種類 

種類 内容 

気
象
に
関
す
る
情
報 

早期注意情報 

(警報級の可能性) 

5 日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の 2 段階で発

表する。当日から翌日にかけては時間帯を区切って、内陸、沿岸北

部、沿岸南部単位で、2日先から 5日先にかけては日単位で、内陸、

沿岸単位で発表する。大雨や高潮に関して、[高]又は[中]が予想さ

れている場合は、災害への心構えを高める必要があることを示す警

戒レベル１ 

岩手県気象情報 気象の予報等について、特別警報・警報・注意報の発表に先立っ

て注意を喚起する場合や、特別警報・警報・注意報が発表された後

の経過や予想、防災上の留意点を解説する場合等に発表する。 

記録的短時間大雨

情報 

大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないような猛烈な

雨（１時間降水量）が観測(地上の雨量計による観測)又は解析(気象

レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)され、かつ、キキクル

（危険度分布）の「危険」（紫）が出現している場合に、気象庁が発

表する。この情報が発表されたときは、土砂災害及び、低地の浸水

や中小河川の増水・氾濫による災害発生につながるような猛烈な雨

が降っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高まっている

場所をキキクルで確認する必要がある。 

土砂災害警戒情報

(備考１) 

大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がい

つ発生してもおかしくない状況となったときに、市町村長の避難指

示の発令判断や住民の自主避難の判断を支援するため、対象となる

市町村を特定して警戒を呼びかける情報で、県と盛岡地方気象台が

共同で発表する。市町村内で危険度が高まっている詳細な領域は土

砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）で確認すること

ができる。危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル 4 に相

当。 

竜巻注意情報 積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風

に対して注意を呼びかける情報で、竜巻等の激しい突風の発生しや

すい気象状況になっている時に、内陸、沿岸北部、沿岸南部単位で

気象庁が発表する。なお、実際に危険度が高まっている場所は竜巻

発生確度ナウキャストで確認することができる。また、竜巻の目撃

情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺

で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まって

いる旨を付加した情報を内陸、沿岸北部、沿岸南部単位で発表する。

この情報の有効期間は、発表から概ね 1 時間である。 

備考１ 大きな地震等が発生し、土砂災害などの二次災害が発生しやすいと認められる場合は、基準を暫定的に

引き下げて運用することがある。 
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2）注意報の種類（発表基準 気象警報発表基準等） 

種類 発表基準 

気
象
注
意
報 

風雪注意報 雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表する。「強風による災害」に加えて「雪を伴うことによる

視程障害等による災害」のおそれについても注意を呼びかける。 

強風注意報 強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表する。 

大雨注意報 大雨により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表する。 

ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの

避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２ 

大雪注意報 大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表する。 

濃霧注意報 濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表する。 

雷注意報 落雷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表する。また、発達した雷雲の下で発生することの多い竜巻等の突

風や「ひょう」による災害への注意喚起が付加されることもある。

急な強い雨への注意も雷注意報で呼びかけられる。 

乾燥注意報 空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想されたと

きに発表する。具体的には、火災の危険が大きい気象条件を予想し

たときに発表する。 

霜注意報 霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

する。具体的には、早霜や晩霜により農作物への被害が発生するお

それのあるときに発表する。 

低温注意報 低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表する。具体的には、低温による農作物等への著しい被害や、冬季

の水道管凍結や破裂による著しい被害が発生するおそれがあると

きに発表する。 

着雪注意報 著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたと

きに発表する。具体的には、通信線や送電線、船体等への被害が発

生するおそれのあるときに発表する。 

着氷注意報 著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想されたと

きに発表する。具体的には、通信線や送電線、船体等への被害が発

生するおそれのあるときに発表する。 

なだれ注意報 なだれにより災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表する。 

融雪注意報 融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表する。具体的には、浸水、土砂災害等の災害が発生するおそれが

あるときに発表する。 
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洪水注意報 河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が発生

するおそれがあると予想されたときに発表する。  

ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの

避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２ 

地面現象注意報

（備考１） 

大雨、大雪等による山崩れ、地すべり等により災害が発生するお

それがあると予想される場合 

浸水注意報 

（備考１） 

浸水により災害が発生するおそれがあると予想される場合 

備考１ 地面現象注意報及び浸水注意報は、その注意報事項を気象注意報に含めて行い、この注意報の標題は用

いない。 

  ２ 大きな地震等が発生し、土砂災害などの二次災害が発生しやすいと認められる場合は、大雨注意報など

の基準を暫定的に引き下げて運用することがある。 

 

3）警報の種類（発表基準 気象警報発表基準等） 

種類 発表基準 

気
象
警
報 

暴風警報 暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたと

きに発表する。 

暴風雪警報 雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想

されたときに発表する。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴

うことによる視程障害等による重大な災害」のおそれについても警

戒を呼びかける。 

大雨警報 大雨により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたと

きに発表する。  

大雨警報には、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨

警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記さ

れる。大雨警報（土砂災害）は、高齢者等は危険な場所からの避難

が必要とされる警戒レベル３に相当 

大雪警報 大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたと

きに発表する。 

洪水警報 河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災害

が発生するおそれがあると予想されたときに発表する。  

河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害が対象と

してあげられる。高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる

警戒レベル３に相当 

地面現象警報（備考１） 大雨、大雪等による山崩れ、地すべり等により重大な災害が発生

するおそれがあると予想される場合 

浸水警報（備考１） 浸水により重大な災害が発生するおそれがあると予想される場

合 

備考１ 地面現象警報及び浸水警報は、その警報事項を気象警報に含めて行い、この警報の標題は用いない。 

  ２ 大きな地震等が発生し、土砂災害などの二次災害が発生しやすいと認められる場合は、大雨警報などの

基準を暫定的に引き下げて運用することがある。 

  ３ 警報の危険度分布等の種類と概要は次のとおりである。 
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種類 概要 

土砂キキクル 

(大雨警報（土砂災害）の

危険度分布) 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で

1km 四方の領域ごとに 5段階に色分けして示す情報。２時間先まで

の雨量分布及び土壌雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新

しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表され

たときに、危険度が高まっている場所を面的に確認することができ

る。 

⚫ 「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされ

る警戒レベル 5 に相当 

⚫ 「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル

4 に相当 

⚫ 「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる

警戒レベル 3に相当 

⚫ 「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避

難に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル 2 に

相当 

浸水キキクル 

(大雨警報（浸水害）の 

危険度分布) 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で

1km 四方の領域ごとに 5段階に色分けして示す情報。１時間先まで

の表面雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新しており、大

雨警報（浸水害）等が発表されたときに、危険度が高まっている場

所を面的に確認することができる。 

⚫ 「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされ

る警戒レベル 5 に相当 

洪水キキクル 

(洪水警報の危険度分布) 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及

びその他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で

河川流路を概ね 1km ごとに５段階に色分けして示す情報。３時間先

までの流域雨量指数の予測を用いて常時 10分ごとに更新しており、

洪水警報等が発表されたときに、危険度が高まっている場所を面的

に確認することができる。 

⚫ 「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされ

る警戒レベル５に相当 

⚫ 「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル

４に相当 

⚫ 「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる

警戒レベル３に相当 

⚫ 「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避

難に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に

相当 
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流域雨量指数の予測値 指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及

びその他河川）の、上流域での降雨による、下流の対象地点の洪水

危険度の高まりの予測を、洪水警報等の基準への到達状況に応じて

危険度を色分けした時系列で示す情報。6 時間先までの雨量分布の

予測（降水短時間予報等）を用いて常時 10 分ごとに更新している。  

水防団待機水位（又は氾濫注意水位）を越え、かつ、流域雨量指

数の予測値が警報基準に達する場合は「高齢者等避難」、氾濫注意水

位（又は避難判断水位）を越え、かつ、流域雨量指数の予測値が警

報基準を大きく超過する場合は「避難指示」を発令することが基本

となる。 

 

4）警報・注意報発表基準一覧表 

（令和 5年 6 月 8 日現在） 

平泉町 

府県予報区 岩手 

一次細分区域 内陸 

市町村等をまとめ

た地域 

両磐地域 

警報 

大雨 
浸水害 表面雨量指数基準 14 

土砂災害 土壌雨量指数基準 128 

洪水 

流域雨量指数基準 笹谷川流域=6，荒川流域=7， 

太田川流域=10.1，衣川流域=27.2， 

徳沢川流域=5.9，戸河内川流域=8.5 

複合基準*¹ － 

指定河川洪水予報 

による基準 

北上川上流［大曲橋・狐禅寺・釣山］ 

暴風 平均風速 15m/s 

暴風雪 平均風速 15m/s  雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ 40cm 

波浪 有義波高  

高潮 潮位  

注意報 

大雨 
表面雨量指数基準 6 

土壌雨量指数基準 89 

洪水 

流域雨量指数基準 笹谷川流域=3.2，荒川流域=5.6， 

太田川流域=8，衣川流域=17， 

徳沢川流域=3.6，戸河内川流域=6.8 

複合基準*¹ 北上川流域=（5，61.1）， 

笹谷川流域=（5，2.6），荒川流域=（5，5.6）， 

太田川流域=（5，8），衣川流域=（5，16.6），

徳沢川流域=（5，3.2） 

指定河川洪水予報 

による基準 

北上川上流［大曲橋・狐禅寺］ 

強風 平均風速 10m/s 

風雪 平均風速 10m/s  雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ 15cm 
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注意報 

波浪 有義波高  

高潮 潮位  

雷 落雷等により被害が予想される場合 

融雪 融雪により被害が予想される場合 

濃霧 視程 100m 

乾燥 
① 最小湿度 40%、実効湿度 65%、風速 7m/s以上が２時間継続 

② 最小湿度 35%、実効湿度 60% 

なだれ 
① 山沿いで 24時間降雪の深さが 40cm 以上 

② 積雪が 50cm 以上で、日平均気温 5℃以上の日が継続 

低温 

夏期：最高・最低・平均気温のいずれかが、平年より４～５℃以

上低い日が数日以上続くとき 

冬期：① 最低気温が氷点下６℃以下であって、最低気温が平年

より５℃以上低いとき 

② 最低気温が氷点下６℃以下であって、最低気温が平年

より２℃以上低い日が数日続くとき 

霜 
早霜、晩霜期におおむね最低気温 2℃以下（早霜期は農作物の生

育を考慮し実施する） 

着氷・着雪 大雪注意報の条件下で気温が-2℃より高い場合 

記録的短時間大雨情報 １時間雨量 100mm 

＊1（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。 

 

5）特別警報の種類と発表基準 

種類 発表基準 

気
象
特
別
警
報 

暴風特別警報 暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し

く大きいと予想されたときに発表する。 

⚫ 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が

吹くと予想される場合 

暴風雪特別警報 雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそ

れが著しく大きいと予想されたときに発表する。「暴風による重大

な災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害等による重大な災

害」のおそれについても警戒を呼びかける。 

⚫ 数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴

う暴風が吹くと予想される場合 

大雨特別警報 大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し

く大きいと予想されたときに発表する。大雨特別警報には、大雨特

別警報（土砂災害）、大雨特別警報（浸水害）、大雨特別警報（土砂

災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。災害

が発生又は切迫している状況であり、命の危険が迫っているため直

ちに身の安全を確保する必要があることを示す警戒レベル５に相

当 

⚫ 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想

される場合 

大雪特別警報 大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し

く大きいと予想されたときに発表する。 

⚫ 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 
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地面現象特別警報 

（備考１） 

大雨、大雪等による山崩れ、地すべり等により重大な災害が発生

するおそれが著しく大きいと予想されたときに発表する。 

⚫ 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想

される場合 

備考１ 地面現象特別警報は、「大雨特別警報（土砂災害）」として発表される。 

  ２ 発表の判断に当たっては、降水量、積雪量、台風の中心気圧、最大風速等について過去の災害事例に照ら

して算出した客観的な指標を設け、これらの実況及び予想に基づいて行う。 

 

6）地震動の警報及び地震情報の種類 

① 緊急地震速報（警報） 

⚫ 気象庁は、震度５弱以上の揺れが予想された場合又は長周期地震動階級３以上を予想した場

合に、震度４以上が予想される地域又は長周期地震動階級３以上を予想した地域に対し、緊

急地震速報（警報）を発表する。日本放送協会（ＮＨＫ）は、テレビ、ラジオを通じて住民

に提供する。 

⚫ 震度６弱以上の揺れを予想した緊急地震速報(警報)は、地震動特別警報に位置付けられる。 

 

② 地震情報の種類と内容 

種類 発表基準 内容 

震度速報 震度３以上 地震発生約１分半後に、震度３以上を観

測した地域 

名（全国を 188 地域に区分）と地震の揺

れの検知時 

刻を速報。 

震源に関する情報 震度３以上 

（大津波警報、津波警報又は

注意報を発表した場合は発表

しない。） 

地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）を発表。  

「津波の心配がない」又は「若干の海面

活動があるかもしれないが被害の心配

はない」旨を付加。 

震源・震度に関する

情報 

以下のいずれかを満たした場

合 

⚫ 震度３以上 

⚫ 大津波警報、津波警報又は

津波注意報発表時 

⚫ 若干の海面変動が予想され

る場合 

⚫ 緊急地震速報（警報）を発

表した場合 

地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）、震度３以上の地域名と

市町村毎の観測した震度を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度

を入手していない地点がある場合は、そ

の市町村名を発表。 
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各地の震度に関す

る情報 

震度１以上 震度１以上を観測した地点のほか、地震

の発生場所（震源）やその規模（マグニ

チュード）を発表。震度５弱以上と考え

られる地域で、震度を入手していない地

点がある場合は、その地点名を発表。  

地震が多数発生した場合には、震度３以

上の地震についてのみ発表し、震度２以

下の地震については、その発生回数を

「その他の情報（地震回数に関する情

報）」で発表。 

推計震度分布図 震度５弱以上 観測した各地の震度データをもとに、

250ｍ四方ごとに推計した震度（震度４

以上）を図情報として発表。 

遠地地震に関する

情報 

国外で発生した地震について

以下のいずれかを満たした場

合等 

⚫ マグニチュード 7.0 以上 

⚫ 都市部など著しい被害が発

生する可能性がある地域で

規模の大きな地震を観測し

た場合 

地震の発生時刻、発生場所（震源）やそ

の規模（マグニチュード）を概ね 30 分

以内に発表。  

日本や国外への津波の影響に関しても

記述して発表。 

長周期地震動に関

する観測情報 

震度 3 以上 高層ビル内での被害の発生可能性等に

ついて、地震の発生場所（震源）やその

規模（マグニチュード）、地域ごと及び地

点ごとの長周期地震動階級等を発表（地

震発生から約 10 分後に気象庁ホームペ

ージ上に掲載）。 

その他の情報 顕著な地震の震源要素を更新

した場合や地震が多発した場

合など 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせ

や地震が多発した場合の震度１以上を

観測した地震回数情報等を発表。 

 

③ 地震活動に関する解説情報等 

⚫ 気象庁は、地震活動の状況等の情報を提供するため、地震活動に関する解説情報等を発表す

る。 

種類 内容 

地震解説資料 津波警報等の発表又は震度 4以上の地震の観測時等に緊急地

震速報、津波警報等並びに地震・津波に関する情報や関連資

料を編集した資料 

月間地震概況及び週間地震概況 月毎及び週毎に発表される地震活動状況等に関する資料 
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7）その他 

① 消防法に基づくもの 

種類 通報基準 

火災気象通報 気象の状況が火災の予防上危険であると予想され、次の条

件に該当する場合 

(ア) 最小湿度 40％以下、実効湿度 65％以下で風速 7m／s 以

上が 2 時間以上継続すると予想される場合 

(イ) 最小湿度 35％以下、実効湿度 60％以下と予想される場

合 

(ウ) 平均風速が盛岡・二戸・花北地域は 11ｍ/s 以上、その他

の地域は 10m／s 以上と予想される場合（降雨、降雪中

は通報しないこともある。） 

火災警報 火災気象通報が通知され、市町村の地域の気象状況が火災

の発生又は拡大のおそれがあると認められる場合 

 

② 水防法に基づくもの 

種類 内容 

国管理河川水防警報 洪水によって災害がおこるおそれがある場合において、水

防を行う必要がある旨を警告して行うもの 

県管理河川水防警報 洪水によって災害が起こるおそれがある場合において水

防を行う必要がある旨を警告して行うもの 

県管理河川氾濫危険水位情報 河川の水位が氾濫危険水位（洪水により相当の家屋浸水等

の被害を生じる氾濫の起こるおそれがある水位をいう。）に

達したとき、洪水により川が氾濫し避難等が必要となるおそ

れがあることを発表するもの 

県管理河川避難判断水位情報 河川の水位が避難判断水位（氾濫注意水位を超える水位で

あって洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位をい

う。）に達したとき、洪水により川が氾濫し避難等が必要とな

るおそれがあることを発表するもの 

 

③ 水防法及び気象業務法に基づくもの 

(ア) 水防活動の利用に適合する警報・注意報 

種類 内容 

水防活動用気象注意報 大雨注意報をもって代える。 

水防活動用気象警報 大雨特別警報又は大雨警報をもって代える。 

水防活動用洪水注意報 洪水注意報をもって代える。 

水防活動用洪水警報 洪水警報をもって代える。 
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(イ) 指定河川洪水予報 

標題 

（種類） 
概要 

北
上
川
上
流
洪
水
予
予
報
、
雫
石
川
洪
水
予
報
及
び
猿
ヶ
石
川
洪
水
予
報 

氾濫注意情報  

(洪水注意報) 

氾濫注意水位に到達し更に水位の上昇が見込まれるとき、氾濫注意水

位以上でかつ避難判断水位未満の状態が継続しているとき、避難判断水

位に達したが水位の上昇が見込まれないときに発表する。 

ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避難

行動の確認が必要とされる警戒レベル 2 に相当。 

氾濫警戒情報  

(洪水警報) 

氾濫危険水位に達すると見込まれるとき、避難判断水位に達し更に水

位の上昇が見込まれるとき、氾濫危険情報を発表中に氾濫危険水位を下

回ったとき（避難判断水位を下回った場合を除く）、避難判断水位を超え

る状況が継続している 

とき（水位の上昇の可能性がなくなった場合を除く）に発表する。 

高齢者等避難の発令の判断の参考とする。高齢者等は危険な場所から

の避難が必要とされる警戒レベル 3 に相当。 

氾濫危険情報  

(洪水警報) 

氾濫危険水位に到達したとき、氾濫危険水位以上の状態が継続してい

るとき、または３時間先までに氾濫する可能性のある水位に到達すると

見込まれるときに発表する。 

いつ氾濫が発生してもおかしくない状況、避難等の氾濫発生に対する

対応を求める段階であり、避難指示の発令の判断の参考とする。危険な

場所からの避難が必要とされる警戒レベル 4 に相当。 

氾濫発生情報  

(洪水警報) 

氾濫が発生したとき、氾濫が継続しているときに発表する。 

新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救援活動等が必要となる。

災害がすでに発生している状況であり、命の危険が迫っているため直ち

に身の安全を確保する必要があることを示す警戒レベル 5に相当。 
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資料 3-2-2 気象予報・警報伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(注) 

1 ※は、警報発表及び解除のみ。 

2 気象予報としての注意報については、内容により発表機関及び伝達機関においてこの系統図に示す通報機関のうち必要と認める機関にの

み通報する。 

3 通報伝達の順位は、予測される災害に対する直接の防災機関への伝達系統を優先する。 

4 -----線は、総合防災情報ネットワーク及び防災行政無線 

5   線は、特別警報が発表された際に、通知もしくは周知の措置が義務づけられている伝達系経路。 

 

岩 手 県 知 事 

( 防 災 課 ) 

※東日本電信電話(株) 

盛

岡

地

方

気

象

台 

岩 手 県 警 察 本 部 

( 警備課・通信指令課 ) 

Ｎ Ｈ Ｋ 盛 岡 放 送 局 

( 放 送 部 ) 

Ｉ Ｂ Ｃ 岩 手 放 送 

( 報 道 部 ) 

テ レ ビ 岩 手 

( 報 道 部 ) 

岩 手 め ん こ い テ レ ビ 

( 報 道 部 ) 

岩 手 朝 日 テ レ ビ 

( 報 道 制 作 部 ) 

岩 手 日 報 社 

( 編 集 局 ) 

東 日 本 旅 客 鉄 道 

株 式 会 社 盛 岡 支 社 

( 運 輸 部 輸 送 課 ) 

岩 手 河 川 国 道 事 務 所 

( 調 査 第 一 課 ) 

関 係 課 

平 泉 駐 在 所 、 

長 島 駐 在 所 

広域振興局等・一関総務センター

ー 

関係出先機関 

 

平泉町 

 

平 泉 駅 

関 係 事 務 所 等 

(

発

表

機

関

) 

エ フ エ ム 岩 手 

( 放 送 部 ) 

住 民 

放

送 

岩 手 日 日 新 聞 社 

一 関 市 消 防 本 部 

一 関 警 察 署 

仙 台 管 区 気 象 台 

及 び 気 象 庁 
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火災気象通報・火災警報伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(注) 

1 火災警報は、町長等が知事から伝達された火災気象通報又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めるとき発する。 

2   線は、火災気象通報の伝達系統 

3   線は、火災警報伝達系統 

 

岩 手 県 知 事 

( 消 防 安 全 課 ) 

一 関 市 消 防 本 部 

盛 岡 地 方 気 象 台 

住 民 
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地震に関する伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ -----は、総合防災情報ネットワーク及び町防災行政無線 

   ２ 「各地の震度に関する情報」は盛岡地方気象台から発表される。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（

発

表

機

関

） 

仙
台
管
区
気
象
台 

及
び
気
象
庁 

東 日 本 旅 客 鉄 道 
株 式 会 社 盛 岡 支 社 
（ 運 輸 部 輸 送 課 ） 

一 関 市 消 防 本 部 

岩手河川国道事 務所 

（ 調 査 第 一 課 ） 

Ｎ Ｈ Ｋ 盛 岡 放 送 局 

（ 放 送 部 ） 

Ｉ Ｂ Ｃ 岩 手 放 送 

（ 報 道 部 ） 

テ レ ビ 岩 手 

（ 報 道 部 ） 

岩手めんこいテレビ 

（ 報 道 部 ） 

岩 手 朝 日 テ レ ビ 

（ 報 道 制 作 部 ） 

エ フ エ ム 岩 手 

（ 放 送 部 ） 

岩 手 日 報 社 

（ 編 集 局 ） 

岩 手 県 知 事 

（ 防 災 課 ） 
関 係 課 

一 関 警 察 署 

関 係 事 務 所 等 

各 駅 等 

駐 在 所 

県南広域振興局等・ 

一関総務センター 

関 係 

出 先 機 関 

町 民 

平 泉 町 

盛

岡

地

方

気

象

台 

放

送 

岩 手 日 日 新 聞 社 

（ 編 集 局 ） 

岩 手 県 警 察 本 部 

（警備課・地域課） 
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資料 3-2-3 北上川上流洪水予報伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（注）----------- は、総合防災情報ネットワーク及び防災行政無線 

 

盛

岡

地

方

気

象

台 

技

術

課 

岩 手 県 警 察 本 部 

東 日 本 旅 客 鉄 道 
株 式 会 社 盛 岡 支 社 
（盛岡土木技術ｾﾝ ﾀ ｰ） 

Ｎ Ｈ Ｋ 盛 岡 放 送 局 
（ 放 送 部 ） 

一 関 警 察 署 

関 係 事 務 所 等 

平 泉 駐 在 所 、 長 島 駐 在 所 

県南広域振興局土木部・ 

一 関 土 木 セ ン タ ー 

住 民 

放

送 

岩手県復興防災部防災課 

岩 手 県 農 林 水 産 部 

農 村 建 設 課 

岩 手 県 保 健 福 祉 部 

保 健 福 祉 企 画 室 

東
北
地
方
整
備
局
岩
手
河
川
国
道
事
務
所 

調

査

第

一

課 

堰堤・雨量 

水位観測所 

共
同
発
表 

岩 手 日 日 新 聞 社 

（ 編 集 局 ） 

Ｉ Ｂ Ｃ 
岩 手 放 送 
（ 報 道 部 ） 

テ レ ビ 岩 手 

（ 報 道 部 ） 

岩 手 め ん こ い テ レ ビ 

（ 報 道 部 ） 

岩 手 朝 日 テ レ ビ 

（ 報 道 制 作 部 ） 

エ フ エ ム 岩 手 

（ 放 送 部 ） 

岩 手 日 報 社 

（ 編 集 局 ） 

 

（

水

防

管

理

団

体

） 

平

泉

町 
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資料 3-2-4 北上川上流水防警報伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

岩手県警察本部 

岩手県復興防災部 

防災課 

岩手県農林水産部 

農村建設課 

岩手県保健福祉部 

保健福祉企画室 

陸上自衛隊 

岩手駐とん地 

一関警察署 

※報道機関 

平泉駐在所、長島駐在所 

住 民 

国
土
交
通
省
関
係
機
関 

パ
タ
ー
ン
文
電
送 

・
一
関
土
木
セ
ン
タ
ー 

広
域
振
興
局
等
土
木
部 

堰
堤
・
雨
量
水
位
観
測
所 

放送 

東日本旅客鉄道 

株式会社盛岡支店 

東日本電信電話

(株)岩手支社 

平

泉

町 

（
水
防
管
理
団
体
） 

河
川
課 

岩
手
県
土
整
備
部 

（
調
査
第
一
課
） 

東
北
地
方
整
備
局 

岩
手
河
川
国
道
事
務
所 

（
発
表
機
関
） 

（注）１ ※ 報道機関：ＮＨＫ盛岡放送局、IBC岩手放送、テレビ岩手、岩手めんこいテレビ、岩手朝日テレビ、エフエム岩手 

２ ---------- は、総合防災情報ネットワーク、防災行政無線 
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資料 3-2-5 岩手県知事の行う水防警報及び避難判断水位情報伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）※報道機関：ＮＨＫ盛岡放送局，IBC 岩手放送，テレビ岩手，岩手めんこいテレビ，岩手朝日テレビ，エフエム岩手 

 

  

東 北 地 方 整 備 局 

（ 地 域 河 川 課 ） 

岩 手 県 農 林 水 産 部 

農 村 建 設 課 

東 北 地 方 整 備 局 
岩手河川国道事務所 
（ 調 査 第 一 課 ） 

盛 岡 地 方 気 象 台 

東日本旅客鉄道 (株 ) 

盛 岡 支 社 

陸 上 自 衛 隊 

岩 手 駐 屯 地 

岩 手 県 警 察 本 部 

岩 手 県 保 健 福 祉 部 

保 健 福 祉 企 画 室 

岩 手 県 復 興 防 災 部 

防 災 課 

（ 避 難 判 断 水 位 情 報 ・ 
氾濫危険水位到達情報のみ） 

放 送 

岩
手
県
県
土
整
備
部 

河

川

課 

※ 報 道 機 関 

関 係 警 察 署 関 係 交 番 ・ 駐 在 所 

 住
民 

水
防
団
（
消
防
団
） 

東日本電信電話 (株 ) 

岩 手 支 店 

（

発

表

機

関

） 

盛
岡
地
方
振
興
局 

土

木

部 

日 本 赤 十 字 社 

岩 手 県 支 部 

盛 岡 市 消 防 本 部 

盛 岡 市 消 防 防 災 課 
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資料 3-2-6 気象予報・警報通知計画 

（執務時間内） 

区分 

 

 

 

 

 

通知受領者 

気象、注意報の種類別伝達要否 

気

象

情

報 

気象注意報 気象警報 

風

雪

注

意

報 

着

氷

（

雪

）

注

意

報 

強

風

注

意

報 

異

常

低

温

注

意

報 

風

雨

注

意

報 

霜

注

意

報 

雷

雨

注

意

報 

大

雨

注

意

報 

洪

水

注

意

報 

暴

風

雨

警

報 

暴

風

雪

警

報 
大

雨

警

報 

大

雪

警

報 

洪

水

警

報 

総務課長 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

農林振興課長 ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

観光商工課長           ○ ○ ○ ○ ○ 

建設水道課長 ○ ○  ○  ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

町民福祉課長           ○ ○ ○ ○ ○ 

教育委員会教育次長           ○ ○ ○ ○ ○ 

文化遺産センター館長           ○ ○ ○ ○ ○ 

議会事務局長               ○ 

税務課長               ○ 

保健センター所長               ○ 

子育て支援課長               ○ 

農業委員会事務局長               ○ 

まちづくり推進課長               ○ 
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（執務時間外） 

区分 

 

 

 

 

 

通知受領者 

気象、注意報の種類別伝達要否 

気

象

情

報 

気象注意報 気象警報 

風

雪

注

意

報 

着

氷

（

雪

）

注

意

報 

強

風

注

意

報 

異

常

低

温

注

意

報 

風

雨

注

意

報 

霜

注

意

報 

雷

雨

注

意

報 

大

雨

注

意

報 

洪

水

注

意

報 

暴

風

雨

警

報 

暴

風

雪

警

報 

大

雨

警

報 
大

雪

警

報 

洪

水

警

報 

総務課長 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

農林振興課長 ○          ○ ○ ○ ○ ○ 

観光商工課長             ○  ○ 

建設水道課長           ○ ○ ○ ○ ○ 

町民福祉課長           ○ ○ ○ ○ ○ 

教育委員会教育次長           ○ ○ ○ ○ ○ 

文化遺産センター館長           ○ ○ ○ ○ ○ 

議会事務局長               ○ 

税務課長               ○ 

保健センター所長               ○ 

子育て支援課長               ○ 

農業委員会事務局長               ○ 

まちづくり推進課長               ○ 
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資料 3-2-7 町内所在官公署及び団体 

伝達責任者 
伝達先 

名称 所在地 電話 

総務課長 平泉郵便局 

長島郵便局 

平泉字志羅山 137－５ 

長島字砂子沢１－１ 

46-2150 

46-2793 

教育委員会教育次長 

平泉小学校 

平泉中学校 

長島小学校 

平泉町立幼稚園 

平泉学習交流施設エピカ 

平泉字倉町 155 

平泉字倉町 23 

長島字砂子沢 33 

平泉字倉町 152 

平泉字志羅山 25－3 

46-2202 

46-2205 

46-2203 

46-2575 

34-6656 

平泉文化遺産 

センター館長 

平泉文化遺産センター 

中尊寺 

毛越寺 

達谷西光寺 

平泉字立花 44 

平泉字衣関 202 

平泉字大沢 58 

平泉字北沢 16 

46-4012 

46-2211 

46-2331 

46-4931 

町民福祉課長 

平泉保育所 

長島保育所 

悠久の湯平泉温泉 

平泉字倉町 152 

長島字砂子沢 171－１ 

平泉字大沢１－１ 

46-2767 

46-2007 

34-1300 

農林振興課長 

いわて平泉農業協同組合 

平泉支店 

照井土地改良区 

衣川土地改良区 

北上川東部土地改良区 

 

平泉字志羅山 12－６ 

 

一関市竹山４－55 

奥州市衣川区古戸 424－12 

奥州市前沢区生母字荒谷 17

－５ 

46-2311 

 

23-2135 

0197-52-3333 

0197-56-3648 

 

観光商工課長 
平泉商工会 

(一社)平泉観光協会 

平泉字志羅山 152－２ 

平泉字泉屋 61－７ 

46-3560 

46-2110 

まちづくり推進課長 
道の駅平泉 

浄土の館 

平泉字伽羅楽 112－2 

平泉字毛越 248 

48-4795 

48-3451 
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資料 3-2-8 消防信号 

 
種別 打鐘信号 

余韻防止付、 

サイレン信号 
その他の信号 

火災信号 

近火信号 

消防屯所から約

800m 以内のとき 

○－○－○－ 

○－○－○－ 

連点 

○－ ○－○  

出場信号 ○－○－○   

団出場区域内 ○－○－○ 

三点 

○  ○－○ 警報 

応援信号 

団特命応援出場の

とき 

○－○ ○－ 

○ ○－○ 

二点 

  

報知信号 

出場区域以外の火

災を認知したとき 

○ ○ ○ 

○ ○ ○ 

一点 

  

鎮火信号 ○ ○－○ 

○ ○－○ 

一点、二点との斑打 

  

山林火 災

信号 

出場信号 

団出場区域内 

○－○－○ 

○－○ 

三点、二点との斑打 

○－ ○－  

応援信号 
団特命応援出場のと

き 

同上 同上  

火災警 報

信号 

火災警報発令信号 ○ ○－○－ 

○ ○－○－ 

一点、四点との斑打 

○－ ○－  

火災警報解除信号 ○ ○ ○－○ 

○ ○ ○－○ 

一点二点と二点と

の斑打 

○－ ○－ 口頭伝達、吹き流

し及び旗の降下 

演習招 集

信号 

演習招集信号 ○ ○－○－○ 

一点、三点との斑打 

○－ ○－  

１ 火災警報発令信号及び火災警報解除信号は、それぞれの一種又は二種以上を併用することができる。 

２ 信号、継続時間は適宜とする。 

３ 消防団員の非常招集を行うときは、近火信号を用いることができる。 
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資料 3-2-9 異常現象発見者の通報系統図 

 

  

平 泉 町 

警 察 署 

警察本部 

河 川 課 

盛岡地方気象台 

気象，地象，水象に関す

るもの 

岩 手 河 川 

国道事務所 

水防に関するも

の 

広域振興局

等土木部・ 

一 関 土 木 

セ ン タ ー 

水防に関するも

の 

防 災 課 

水防・地震・気

象・水象・その他

に関するもの 

住 
 

 
 

 
 

 

民 

関 
 

 
 

 
 

 

係 
 

 
 

 
 

 

機 
 

 
 

 
 

 

関 
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資料 3-3-1 非常・緊急通話の内容及び利用できる機関 

種

別 通話の内容 機関等 

非
常
通
話 

１ 気象、水象若しくは地動の観測の報告又

は警報に関する事項 

気象機関相互間 

２ 洪水等が発生し、若しくは発生するおそ

れがあることの通報又はその警報若しく

は予防のために緊急を要する事項 

(１) 水防機関相互間 

(２) 消防機関相互間 

(３) 水防機関と消防機関相互間 

３ 災害の予防又は救援のため緊急を要す

る事項 

(１) 消防機関相互間 

(２) 災害救助機関相互開 

(３) 消防機関と災害救助機関相互間 

４ 鉄道その他の交通機関（道路等を含む｡）

の災害の予防又は復旧、その他輸送の確保

に関し、緊急を要する事項 

輸送の確保に直接関係がある機関相互間 

５ 通信施設の災害の予防又は復旧その他

通信の確保に関し、緊急を要する事項 

通信の確保に直接関係がある機関相互間 

６ 電力設備の災害の予防又は復旧その他

電力の供給の確保に関し、緊急を要する事

項 

電力の供給の確保に直接関係がある機関間 

７ 秩序の維持のため緊急を要する事項 (１) 警察機関相互間 

(２) 防衛機関相互間 

(３) 警察機関と防衛機関相互間 

８ 災害の予防又は救援のため必要な事項 天変、事変その他の非常事態が発生し、又は

発生するおそれがあることを知った者と前

各欄に掲げる機関との間 

緊
急
通
話 

１ 火災、集団的疫病、交通機関の重大な事

故その他人命の安全に係る事態が発生し、

又は発生するおそれがある場合において、

その予防、救援、復旧等に関し、緊急を要

する事項 

(１) 非常扱いの通話を取扱う機関相互間

(非常通話の表中８欄に掲げるものを

除く｡) 

(２) 緊急事態が発生し、又は発生するおそ

れがあることを知った者と⑴ の機関

との間 

２ 治安の維持のため緊急、を要する事項 (１) 警察機関相互間 

(２) 犯罪が発生し、又は発生するおそれが

あることを知った者と警察機関との間 

３ 国会議員又は地方公共団体の長若しく

はその議会の議員の選挙の執行又はその

結果に関し緊急を要する事項 

選挙管理機関相互間 

４ 天災、事変その他の災害に際しての災害

状況の報道を内容とするもの 

新聞社、放送事業者又は通信社の機関相互

間 
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種

別 通話の内容 機関等 

緊
急
通
話 

５ 水道、ガス等の国民の日常生活に必要不

可欠な役務の提供その他生活基盤を維持

するため緊急を要する事項 

(1) 水道の供給の確保に直接関係がある機

関相互間 

(2) ガスの供給の確保に直接関係がある機

関相互間 

(3) 預貯全業務を行う金融機関相互間 

(4) 国又は地方公共団体の機関(非常通話

の表及びこの表の１欄からこの欄⑶ま

でに掲げるものを除く。)相互間 
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資料 3-4-1 被害状況判定の基準 

災害による人及び建物等の被害の判定基準は、おおむね次によるものとする。 

被害区分 判定基準 

人
的
被
害 

死者 
当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体を確認

することができないが死亡したことが確実な者とする。 

行方不明 
当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者とす

る。 

重傷者 
災害のため負傷し、医師の治療を受けまたは受ける必要のあるも

ののうち、１月以上の治療を要する見込みの者とする。 

軽傷者 
災害のため負傷し、医師の治療を受けまたは受ける必要のあるも

ののうち、１月未満で治療できる見込みの者とする。 

住
家
の
被
害 

全壊、全焼、全流失 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、

住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊

が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもの。

具体的には、住家の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積が

その住家の延床面積の 70％以上に達した程度のものまたは住家

の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で

表し、その住家の損害割合が 50％以上に達した程度のものとす

る。 

半壊、半焼 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すな

わち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用でき

る程度のもの。具体的には、住家の損壊、焼失もしくは流失した

部分の床面積がその住家の延床面積の 70％以上に達した程度の

ものまたは住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占

める損害割合で表し、その住家の損害割合が 50％以上に達した

程度のものとする。 

一部破損 

全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とす

る程度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度の小さ

なものは除く。 

床上浸水 

住家の床より上に浸水したもの及び全壊、半壊には該当しないが

土砂､竹木のたい積により一時的に居住することができないもの

とする｡ 

床下浸水 床上浸水にいたらない程度に浸水したものとする。 

非
住
家
の
被
害 

非住家 
住家以外の建物で、他の被害区分に属さないものとする。これら

の施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 

公共建築 
例えば役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用または公共の用に

供する建物とする。 

その他 公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 

非住家被害 全壊または半壊の被害を受けたもののみ記入するものとする。 
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被害区分 判定基準 

田
畑
の
被
害 

田の流失、埋没 
田の耕土が流失し、又は砂利等の堆積のため耕作が不能となった

ものとする。 

田の冠水 稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 

畑の流失、埋没 

畑の冠水 

田の例に準じて取扱うものとする。 

そ
の
他
の
被
害 

文教施設 
小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校

及び幼稚園における教育の用に供する施設とする。 

病院 
医療法第１条に規定する患者 20 人以上の収容施設を有する病院

とする。 

道路 
道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第２条第１項に規定する道路

のうち橋梁を除いたものとする。 

橋梁 道路を連結するために河川、運河等の上に仮設された橋とする。 

河川 

河川法（昭和 39 年法律第 167 号）が適用され、もしくは準用さ

れる河川もしくはその他の河川またはこれらのものの維持管理

上必要な堤防、護岸水利、床止その他の施設もしくは沿岸を保全

するために防衛することを必要とする河岸とする。 

砂防 

砂防法（明治 30年法律第 29 号）第１条に規定する砂防施設、同

法第３条の規定によって同法が準用される砂防のための施設ま

たは同法第３条の２の規定によって同法が準用される天然の河

岸とする。 

清掃施設 ごみ処理及び屎尿処理施設とする。 

崖崩れ 山及び崖崩れのうち、人家、道路等に影響を及ぼすものとする。 

鉄道不通 汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害とする。 

被害船舶 

ろ、かいのみをもって運行する舟以外の舟で、船体が没し、航行

不能となったもの及び流失し、所在が不明になったもの、並びに

修理しなければ航行できない程度の被害を受けたものとする。 

電話 災害により通話不能となった電話の回線数とする。 

水道 
上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち最も多く断水し

た時点における戸数とする。 

電気 
災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における

戸数とする。 

ガス 
一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数の

うち最も多く供給停止となった時点における戸数とする。 

ブロック塀等 倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。 

り災世帯 
災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活を維

持できなくなった生活を一にしている世帯とする。 

り災者 り災世帯の構成員とする。 

火災発生 地震又は火山噴火の場合のみ報告するものとする。 

公立文教施設 公立の文教施設とする。 
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そ
の
他
の
被
害 

農林水産業施設 

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法

律（昭和 25年法律第 169 号）による補助対象となる施設をいい、

具体的には農地農業用施設、林業用施設、漁業施設及び共同利用

施設とする。 

公共土木施設 

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和 26 年法律第 97

号）による国庫負担の対象となる施設をいい、具体的には河川、

海岸、砂防施設、林地荒廃防止施設、道路、港湾及び漁港とする。 

その他公共施設 

公立文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外の公共施設

をいい、例えば、庁官、公民館、児童館、都市施設等の公用また

は公共の用に供する施設とする。 

公共施設被害市町村 
公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその他公共施

設の市町村被害を受けた市町村とする。 

農産被害 
農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウス、

農作物等の被害とする。 

林産被害 
農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等の被

害とする。 

畜産被害 
農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、畜舎等の被

害とする。 

水産被害 
農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えばのり、漁具、漁船

等の被害とする。 

商工被害 
建物以外の商工被害で、例えば工業原材料、商品、生産機械器具

等とする。 

（注）１ 住家被害戸数については「独立して家庭生活を営むことができるように建築された建物又は完全に区

画された建物の一部」を戸の単位として算定するものとする。 

   ２ 損壊とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元

の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。 

   ３ 主要な構成要素とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定さ

れた設備を含む。 
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資料 3-4-2 報告区分別系統図 

様式 報告区分 報告系統 

１ 被害発生等報告  

１－１ 避難指示等の実施

状況報告 

 

２ 

２－１ 

２－２ 

人的及び住家被害

報告 

 

Ａ 

３ 

庁舎等被害報告  

 

 

 

 

 
防災課 

県本部 
 
総務班 

地方支部 

一関警察署 県警察本部 

 
福 祉 班 

地方支部 
地 域 
福祉課 

保健福祉 
企 画 室 

防災課 

県  本  部
災害〕 

一関警察署 県警察本部 

災害対策本部 
 

総務課 

 

（情報提供） 

防災課 

河 川 課 

県本部 

 
総務班 

地方支部 

土木班 

（情報提供） 

地方支部 

 
総務班 

 
各 班 

 

〔町有財産〕 

〔県有財産〕 

管 財 課 

 
各部主管課 

 

県  本  部
災害〕 

災害対策本部 

防災課 

県立各施設 

担当課 

災害対策本部 

災害対策本部 
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様式 報告区分 報告系統 

４ 社会福祉施設、社会

教育施設、文化施

設、体育施設被害報

告 

 

Ｂ 

Ｃ 

５ 

５－１ 

医療施設、上水道施

設及び衛生施設被

害報告 

 

６ 消防施設被害報告  

 

  

生涯学習文化財課 

保健体育課 

［社会福祉施設・ 
社会教育施設・ 

文化施設・ 
体育施設］ 

県 立各施 設 

［社会福祉施設］ 
［社会教育施設］ 

［文化施設］ 

［体育施設］ 

保健福祉 
企 画 室 

教 育 
企 画 室 

防
災
課 

県 本 部 

保健環境班 
（福祉班） 

県立病院班 

地方支部 

［県立病院］ 

防
災
課 

［上水道施設・衛生施設］ 

［県立病院以外の病院等］ 

県 本 部 

国立病院等 

［母子健康センター］ 

教育事務所班 

福 祉 班 

地方支部 

総合防災班 

県本部 

総務班 

地方支部 

健康国保課 

子ども子育て
支援室 

環境生活
企 画 室 

医療政策課 

保健福祉 
企 画 室 

環境保全課 
資源循環推
進課 
 

災害対策本部 

災害対策本部 

災害対策本部 

地域福祉課 
長寿社会課 
障がい保健福祉課 
子ども子育て支援課 
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様式 報告区分 報告系統 

Ｄ 

７ 

観光施設被害報告  

 

Ｅ 

８ 

商工関係被害報告  

 

９ 高圧ガス、火薬類施

設被害報告 

 

 

  

災害対策本部 

総 務 班 

地方支部 

保健環境班 

自然保護課 

商工企画室 

環 境 生 活 
企 画 室 

観 光 課 

防
災
課 

［観光施設］ 

［自然公園 
施設］ 

県 本 部 

県 本 部 

防 災 課 

環境生活企画室 

県 本 部 

〔高圧ガス、火薬類施設〕 

総務班 

地方支部 

防 災 課 商工企画室 経営支援課 

地方支部 

総 務 班 

保健環境班 

〔ガス関係施設〕 

(社)岩手県高圧ガス保安協会 

災害対策本部 

災害対策本部 
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様式 報告区分 報告系統 

Ｆ 

10 

農業施設被害報告  

Ｆ 

11 

11－１ 

農作物等被害報告  

Ｆ 

12 

家畜等関係被害報

告 

 
Ｆ 

16 

農地農業用施設被

害報告 

 

 

  

県 本 部 

農 林 班 

地方支部 〔県管理以外〕 

災害対策本部 

農 林 班 

地方支部 

防 災 課 農林水産企画室 

県 本 部 

災害対策本部 

〔県管理以外〕 

農 林 班 
土 木 班 

地方支部 

農村建設課 

県 本 部 

農 林 水 産 
企 画 室 

河 川 課 

〔海岸保全 
 施設以外〕 

〔海岸保全施設〕 

災害対策本部 

県 本 部 

農 林 班 

地方支部 

災害対策本部 
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様式 報告区分 報告系統 

Ｆ 

13 

林業関係被害報告  

 

  

防 災 課 

農 林 水 産 
企 画 室 

林 業 
振 興 課 

森 林 
整 備 課 

森 林 
保 全 課 

農 林 班 

東北森林管理局 
盛岡森林管理署 〔国有林関係〕 

〔林産・特用林産施設， 
林産物（苗木以外）〕 

〔作業道（県有林以外）、苗畑施設、
林産物（苗木）、森林（国有林・
県有林以外）〕 

〔治山施設、県有林関係、
林地荒廃、林道施設〕 

県 本 部 

地方支部 

(国研)森林研究整
備機構 森林整備
セ ン タ ー 

〔(国研)森林研究整 
備機構  森林整備 
セ ン タ ー 関 係 〕 

災害対策本部 
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様式 報告区分 報告系統 

Ｇ－１ 

Ｇ－２ 

土木施設等被害報

告 

 

 

 

 

  

北上川上流流域下 

水道事務所 

花巻空港事務所 

〔町管理〕 

〔県管理〕 

土 木 班 

地方支部 〔県管理〕 

県土整備企画室 

都市計画課 
下水環境課 

道路環境課 

河 川 課 

砂防災害課 

防 災 課 

［道路］ 

［河川］ 

［砂防、地すべり］ 

［都市施設等］ 

県 本 部 

〔町管理〕 
災害対策本部 
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様式 報告区分 報告系統 

14 土木施設等被害報

告 

 

 

Ｇ－１ 

Ｇ－２ 

15 

公営住宅等被害報

告 

 

 

  

〔町管理〕 
〔県管理〕 

〔町管理〕 

〔町管理〕 

〔県管理〕 

土 木 班 

地方支部 〔県管理〕 

〔国管理〕 

〔東日本高速道路(株)管理〕 

岩手河川国道事務所 
三陸国道事務所 

防 災 課 県土整備企画室 

砂

防

災

害

課 

［道路］ 

［河川、道路、橋梁、 
砂防、地すべり］ 

［河川、道路、橋梁、砂防，地
すべり、都市施設等］ 

県 本 部 

〔町管理〕 

東日本高速道路(株)東北支社（十和田・

盛岡・北上・八戸・秋田管理事務所） 

土 木 班 

地方支部 

災害対策本部 

災害対策本部 
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様式 報告区分 報告系統 

Ｈ 

17 

18 

児童・生徒及び教員

等被害報告 

 

 

学校被害報告 

 

Ｈ 

19 

文化財被害報告  

 

  

教育事務所班 

地方支部 

防 災 課 総 務 室 

学 校 教 育 課 

県立学校 

県 本 部 

〔町立学校〕 

［財産・施設・設備］ 

［児童・生徒，教職員］ 

教育事務所班 

地方支部 

生 涯 学 習 
文 化 財 課 

県 本 部 

災害対策本部 

災害対策本部 

［財産・施設・設備］ 
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資料 3-5-1 航空機、車両等による広報 

 

 

  

自 衛 隊 

ＮＨＫ、ＩＢＣ、ＴＶＩ、ＭＩＴ、ＩＡＴ、

ＦＭＩ、岩手日報社、岩手日日新聞社、朝

日新聞社盛岡総局、毎日新聞社盛岡支局、

読売新聞社盛岡支局、河北新報社盛岡総

局、産業経済新聞社盛岡支局、日本経済新

聞社盛岡支局、岩手日日新聞社、デーリー

東北新聞社盛岡支局、日本農業新聞東北支

所、日刊工業新聞社盛岡総局、共同通信社

盛岡支局、時事通信社盛岡支局 

東 京 連 絡 部 

県広聴広報課 県 各 課 

関 係 省 庁 等 

町 本 部 

地 方 支 部 

一 関 警 察 署 報 道 機 関 

防 災 関 係 機 関 

町 
 

 
 

 

民 
 

 
 

 

・ 
 

 
 

 

被 
 

 
 

 

災 
 

 
 

 

者 

放送要請 

報道要請 

防 災 室 

（
災
害
派
遣
要
請
） 

（

伝

達

） 

（

発

表

） 

（

発

表

） 

（

伝

達

） 

周 知 

写真、ビデオ等 

ヘリコプターによる広報 

同報無線、広報車、

回覧板、掲示板、広

報紙等 

広 報 

航空機、車両等による広報 

「災害時における放送要請に関する協定」

に基づくラジオ、テレビ放送 

「災害時における報道要請に関する協定」

に基づく新聞報道 

（ 伝 達 ） 

広 報 

広 報 車 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 、 掲 示 板 、 広 報 紙 

ヘリコプター、車両等による広報、回覧板、掲示板、広報紙 

報 道 

ラ ジ オ 、 テ レ ビ 、 新 聞 等 

広 報 

広 報 車 等 

（
報
道
協
力
要
請
） 
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資料 3-6-1 ヘリポートの設置基準 

回転翼航空機の場合の進入区域，進入表面，転移表面の略図 

（1）一般 

1）平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）進入表面断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）転移表面断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊離着陸地帯の外側 10 メートルの範囲内に 1／2 勾配の表面上に出る高さの物件がない区域 
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[進入区域，進入表面の特例] 

① 進入経路と出発経路が同一方向に設定できない場合の進入区域，進入表面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② わん曲した進入経路，出発経路の場合の進入区域，進入表面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊進入表面の勾配は，中心線上での勾配とする。 

＊R は 210 メートル以上とする。 
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[転移表面の特例（一方の転移表面の勾配が 1／1 を超えることができる場合）] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）山岳地，農地その他離着陸経路下に人又は物件のない場合（特殊地域） 

1）平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）進入表面断面図 
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3）転移表面断面図 

 

 

 

 

 

 

 

〔進入区域が 1 方向しか確保できない場合の進入表面，転移表面の特例〕 

① 平面図 

 
 

② 進入表面断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 転移表面断面図 
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（3）災害時において緊急輸送等、または訓練においても使用する離着陸場（防災対応 

離着陸場）の場合 

1）平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ア) 接地帯    ：長さ及び幅は使用機の全長以上の長さとする。 

(イ) 離着陸地帯：長さ及び幅は使用機の全長に 20m 以上を加えた長さとする。 

     ＊全長が 20mを越す機材については全長の 2 倍以上の長さとする。 

     ＊離着陸地帯は原則として地上に設定する。但し，周囲環境により地上に設定

できない場合，障害物の程度により「仮想離着陸地帯」として 15m までの高さ

を限度に離着陸地帯の上空に設定することができる。 

 

2）進入表面断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）転移表面断面図（転移表面は設定せず） 
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（4）危険予防の措置 

① 飛行場外離着陸場への立入禁止措置 

ヘリコプターの運航にかかわらない者の立入禁止措置を講ずること。 

② 防塵措置 

ヘリコプターの下降流による砂塵が発生するおそれがあるところでは、散水による防塵措 

置を講ずること。 

③ 飛散防止措置 

飛行場外離着陸場周囲の物品等の飛散防止措置を講ずること。 

 

（5）飛行場外離着陸場 

平泉町におけるヘリポートの現状は以下の通りである。 

離着陸場名 地名・地番 
座標 

世界測地系 WGS84 

長さ×幅 

（ｍ） 

国土交通省 

一関水防ヘリポート 

西磐井郡平泉町 

平泉字塩沢地先 

N   38°57′59″ 

E  141°07′37″ 

23 

20 

 

資料 3-6-2 給油所一覧表 

（令和５年４月１日現在） 

名称 設置場所 
ハイオク 
ガソリン 

レギュラー 
ガソリン 

軽油 電話番号 

株式会社旭東 平泉字高田 68－６ 10,000 20,000 20,000 46-2770 

三盛石油株式会社 平泉字志羅山３－９ 3,000 16,600 9,600 46-2550 

有限会社平泉石油 平泉字宿 53－４ 5,000 20,000 5,000 46-4064 

 

資料 3-6-3 車両燃料等の調達方法 

使用燃料は取扱業者と協定によるものとする。 

（下記災害用給油券を発行する） 

    

災害用給油券                    Ｎｏ． 

1 作 業 別 

2 使用車両の責任者 

3 油 の 種 別 

4 給 油 量 

 

 

年  月  日 

発行者 平泉町長          印 
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資料 3-6-4 緊急通行車両 

（令和 6年 3 月１日現在） 

No. 所属課 車名 種別 登録番号 災害対策応急用務等 

１ 総務課 トヨタ ｱﾙﾌｧｰﾄﾞ 乗用車 平泉 304 は 8888 指示用務 

２ 総務課 トヨタ ｴｽﾃｨﾏ 乗用車 平泉 300 す 8888 警報伝達・指示用務 

３ 総務課 トヨタ ﾌﾟﾘｳｽ 乗用車 平泉 300 さ 667 警報伝達・指示用務 

４ 総務課 日野 ﾘｴｯｾ バス 平泉 200 さ 48 人員輸送 

５ 総務課 日産 ｾﾚﾅ 消防自動車 平泉 800 さ 1288 警報伝達・指示用務 

６ 総務課 日産 ｸﾘｯﾊﾟｰ 消防自動車 平泉 800 あ 87 警報伝達・指示用務 

７ 税務課 日産 ﾘｰﾌ 乗用車 平泉 300 さ 2481 警報伝達・指示用務 

８ 町福 ｽﾊﾞﾙ ｴｸｼｰｶﾞ 乗用車 平泉 300 さ 666 防疫用務 

９ 町福 日産 ｳｲﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ 乗用車 平泉 500 す 1701 交通指導 

10 長島保育所 ﾀﾞｲﾊﾂ ﾀﾝﾄ 軽乗用車 平泉 580 い 4455 警報伝達・指示用務 

11 保健ｾﾝﾀｰ 日産 ｾﾚﾅ 乗用車 平泉 500 さ 1010 警報伝達・指示用務 

12 保健ｾﾝﾀｰ 日産 ｸﾘｯﾊﾟｰ 軽貨物車 平泉 480 い 6450 防疫用務 

13 保健ｾﾝﾀｰ 日産 ｸﾘｯﾊﾟｰ 軽貨物車 平泉 480 う 1271 防疫用務 

14 観光商工課 日産 ｾﾚﾅ 乗用車 平泉 310 た 629 警報伝達・指示用務 

15 農林振興課 トヨタ ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ 乗用車 平泉 500 さ 965 農作物等被害調査 

16 農林振興課 日産 ｸﾘｯﾊﾟｰ 軽貨物車 平泉 480 い 58 農作物等被害調査 

17 建設水道課 ｽﾊﾞﾙ ﾌｫﾚｽﾀｰ 乗用車 平泉 300 さ 731 土木施設巡回 

18 建設水道課 ｽｽﾞｷ ｼﾞﾑﾆｰ 軽乗用車 平泉 580 あ 1745 土木施設巡回 

19 建設水道課 ｽﾊﾞﾙ ｻﾝﾊﾞｰ 軽貨物車 平泉 480 あ 651 土木施設巡回 

20 建設水道課 いすゞ ｴﾙﾌ(給水車) 小型貨物車 平泉 400 さ 183 水道施設巡回 

21 建設水道課 日産 ｸﾘｯﾊﾟｰ 軽貨物車 平泉 480 う 2205 水道施設巡回 

22 建設水道課 ｽﾊﾞﾙ ｻﾝﾊﾞｰﾊﾞﾝ 軽貨物車 平泉 480 あ 639 水道施設巡回 

23 建設水道課 日野 小型 2t 

ﾀﾞﾝﾌﾟ 

小型貨物車 平泉 400 さ 6423 物資輸送 

24 建設水道課 ｽﾊﾞﾙ 軽ﾄﾗｻﾝﾊﾞｰ 軽貨物車 平泉 480 あ 702 施設応急復旧 

25 建設水道課 小松ﾒｯｸ ｼｮﾍﾞﾙ・ 

ﾛｰﾀﾞｰ 

大型特殊車 岩手 00 る 2797 施設応急復旧 

26 建設水道課 小松 ｸﾞﾚｰﾀﾞ 大型特殊車 岩手 00 る 3000 施設応急復旧 

27 教育委員会 ﾄﾖﾀ ｳｨｯｼｭ 乗用車 平泉 500 さ 887 警報伝達・指示用務 

28 教育委員会 ﾄﾖﾀ ｴｽﾃｨﾏ 乗用車 平泉 300 さ 681 警報伝達・指示用務 

29 教育委員会 ﾄﾖﾀ ｺｰｽﾀｰ バス 平泉 200 さ 90 人員輸送 

30 教育委員会 いすゞ ｶﾞｰﾗﾐｵ バス 平泉 200 は 62 人員輸送 

31 平泉中学校 ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄ 軽貨物車 平泉 480 あ 7468 警報伝達・指示用務 

32 平泉小学校 ｽｽﾞｷ ｷｬﾘｲ 軽貨物車 平泉 480 あ 713 警報伝達・指示用務 
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No. 所属課 車名 種別 登録番号 災害対策応急用務等 

33 長島小学校 ｽｽﾞｷ ｷｬﾘｲ 軽貨物車 平泉 480 あ 3489 警報伝達・指示用務 

34 文化遺産ｾﾝﾀｰ ｽﾊﾞﾙ ｻﾝﾊﾞｰﾊﾞﾝ 軽貨物車 平泉 480 あ 640 警報伝達・指示用務 

35 文化遺産ｾﾝﾀｰ 日産 ｸﾘｯﾊﾟｰ 

ﾄﾗｯｸ 

軽貨物車 平泉 480 い 291 警報伝達・指示用務 

36 文化遺産ｾﾝﾀｰ 日産 ｸﾘｯﾊﾟｰ 軽貨物車 平泉 480 あ 9223 警報伝達・指示用務 

37 世界遺産推

進室 

ｽﾊﾞﾙ ｻﾝﾊﾞｰﾊﾞﾝ 軽貨物車 平泉 480 あ 712 警報伝達・指示用務 

 

資料 3-6-5 機械機材所有者 

所有者 電話番号 住所 

朝田建設株式会社 46-2317 平泉町平泉字鈴沢４－１ 

株式会社ゴトウ 46-2266 平泉町平泉字瀬原 87－１ 

有限会社菅原組 46-3871 平泉町平泉字黄金沢 56－５ 

有限会社ユー・アイ 46-3029 平泉町平泉字塩沢 130－５ 
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資料 3-8-1 出火出動計画 

区域及び

消防団名 
区域 第一出場 第二出場 第三出場 

特別

出場 

第一区 

（平泉） 

平泉町平泉の間 1

分団区域 

(太田川橋桜川鉄橋

踏切間及び北上川

以西毛越寺まで) 

平泉町 

1 分団(可)(自) 

平泉町 

2，3，4，5 分団 

(可)(自) 

一関市 2 台(自) 

奥州市衣川 

1 台(自) 

奥州市前沢 

1 台(自) 

 

第二区 

（平泉） 

平泉町平泉の間 

2 分団及び 5、6 分

団区域 

(中尊寺戸河内地区

より奥州市衣川、

前沢境まで) 

平泉町 

2、5、6 分団 

(可)(自) 

平泉町 

1、3、4 分団 

(可)(自) 

奥州市衣川 

2 台(自) 

奥州市前沢 

1 台 

一関市 1 台 

 

第三区 

（平泉） 

平泉町平泉の間 

3、4 分団区域 

(太田川以南一関市

境達谷窟以西厳美

境まで) 

平泉町 

3、4 分団 

(可)(自) 

平泉町 

1、2、5 分団 

(可)(自) 

一関市 3 台(自) 

一関市 3 台(可) 

 

第四区 

（平泉） 

平泉町長島の間 

9 分団及び 7 分団の

一部の区域 

(北は奥州市前沢生

母境まで) 

平泉町 

7、9 分団 

(可)(自) 

平泉町 

1、3、8 分団 

(可)(自) 

一関市 1 台(自) 

奥州市前沢 

1 台(自) 

1 台(可) 

 

第五区 

（平泉） 

平泉町長島の間 

8 分団及び 7 分団の

一部の区域 

(一関市舞川境まで) 

平泉町 

7、8 分団 

(可)(自) 

平泉町 

1、3、9 分団 

(可)(自) 

一関市 1 台(自) 

奥州市前沢 

1 台(自) 

1 台(可) 

 

備考 上表中(自)は自動車ポンプ、(可)可搬式動力ポンプを示す。 
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資料 3-8-2 出火出場要領 

第１条 出場、火煙の認知如何にかかわらず火災であることを覚知した時は直ちに出場するものと

する。 

 

第２条 出場、何れの場合に於いても火煙の立上るを認め、或は警鐘その他の信号等により火災と

認知したるときは直ちに出場するものとする。 

 

第３条 出場、火煙が熾烈で逐次拡大しあるを認知し、又危険大なりと認められる時出場するもの

とする。 

（例）連日の旱天続きで湿度の著しく低下したる時又は風速の激しい時をいう。 

 

第４条 出場災害が相当拡大し、平時編成にては収拾困難と認めた時災害救助法により救助隊が活

動する場合等を言う。 

 

  



第 1 章 資料編 

  

125 

 

第 

１ 

章 

資
料
編 

資料 3-8-3 緊急消防援助隊岩手県大隊 

小隊名 構成消防本部名等 装備等 

都道府県大隊指揮隊 盛岡、一関（２隊） 指揮車 

消火小隊 

盛岡(７)、花巻(４)、北上(２)、奥

州金ケ崎(４)、釜石大槌(３)、一関

(６)、大船渡(２)、陸前高田(１)、

遠野(１)、宮古(４)、久慈(４)、二

戸(４)（42 隊） 

消防ポンプ自動車、水槽付消防ポン

プ車、化学消防ポンプ車 

救助小隊 

盛岡(１)、北上(２)、奥州金ケ崎

(１)、一関(１)、宮古(１)、大船渡

(１)（７隊） 

救助工作車、高度救助用資機材、津 

波・大規模風水害対策車 

救急小隊 

盛岡(４)、花巻(２)、北上(２)、奥

州金ケ崎(３)、釜石大槌(１)、一関

(２)、大船渡(１)、陸前高田(１)、

遠野(１)、宮古(３)、久慈(２)、二

戸(１)（23 隊） 

災害対応型特殊救急自動車、高度救

命用資機材 

後方支援小隊 

盛岡(４)、花巻(２)、北上(１)、奥

州金ケ崎(２)、釜石大槌(２)、一関

(２)、大船渡(１)、宮古(１)、久慈

(２)（17 隊） 

支援車、資機材搬送車、上記の部隊

が 72 時間対応出来るために必要な

物資等 

通信支援小隊 盛岡（１隊） 広報通信車 

特殊災害小隊 

（毒劇） 

盛岡（１隊） 

（救助部隊と重複登録） 

劇毒物、Ｂ災害、Ｃ災害対応資機材 

特殊装備小隊 

盛岡（はしご車、屈折はしご車、重

機及び重機搬送車）、奥州金ケ崎（は

しご車）、釜石大槌（水難救助車）

（５隊） 

 

航空小隊 岩手県防災航空隊（１隊） 防災ヘリコプター 

航空指揮支援隊 
岩手県（１隊） 

（航空後方支援小隊と重複登録） 

航空隊支援車 

航空後方支援小隊 岩手県（１隊） 航空隊支援車 
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資料 3-10-1(1) 大規模災害時における岩手県市町村相互応援に関する協定 

（趣旨） 

第 1条 この協定は，岩手県内において地震，津波等による大規模災害が発生した場合に，災害対

策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 5条の 2及び第 67条第 1項の規定に基づき，岩手県内

の市町村（以下単に「市町村」という。）間の相互応援が迅速かつ円滑に行われるために必要な

事項について定めるものとする。 

 

（応援の種類） 

第 2条 応援の種類は，次に掲げるとおりとする。 

(１) 応急措置を行うに当たって必要となる情報の収集及び提供 

(２) 食料，飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供及びあっせん 

(３) 被災者の救出，医療，防疫，施設の応急復旧等に必要な物資及び資機材の提供及びあっせん 

(４) 災害応急活動に必要な車両等の提供及びあっせん 

(５) 災害応急活動に必要な職員等（以下「応援職員等」という。）の派遣 

(６) 被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん 

(７) 前各号に掲げるもののほか，特に要請のあった事項 

 

（応援調整市町村） 

第 3 条 市町村は，被災した市町村（以下「被災市町村」という。）及び応援を行う市町村（以下

「応援市町村」という。）の間の連絡調整等を行う市町村（以下「応援調整市町村」という。）

を，地域ごとに定めるものとする。 

 

（応援要請等） 

第 4条 被災市町村は，次に掲げる事項を明らかにして，応援調整市町村に対し，応援の要請を行

うものとする。 

(１) 被害の種類及び状況 

(２) 第 2条第 2号及び第 3 号に掲げる物資及び資機材の品名，数量等 

(３) 第 2条第 4号に掲げる車両等の種類，規格及び台数 

(４) 応援職員等の職種別人員 

(５) 応援場所及び応援場所までの経路 

(６) 応援を要する期間 

(７) 前各号に掲げるもののほか，必要な事項 

２ 応援調整市町村は，前項の要請を受けた場合は，他の市町村及び岩手県と十分連絡をとり，各

市町村が実施する応援内容等の調整を図るものとする。 
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（自主応援） 

第 5条 市町村は，甚大な被害が発生したと認められる場合において，被災市町村との連絡がとれ

ないとき又は被災市町村からの応援の要請を待ついとまがないときは，前条第 1 項の要請を待

たずに，必要な応援を行うことができるものとする。この場合において，当該市町村は，同項

の規定により被災市町村から応援の要請を受けたものとみなす。 

 

（応援費用の負担等） 

第 6条 応援市町村が応援に要した費用は，原則として，被災市町村の負担とする。 

２ 被災市町村は，前項の費用を支弁するいとまがない場合は，応援市町村に当該費用の一時繰替

支弁を求めることができるものとする。 

 

（連絡担当課） 

第 7条 市町村は，相互応援に関する連絡担当課を定め，災害が発生したときは，速やかに，相互

に連絡するものとする。 

 

（情報等の交換） 

第 8条 市町村は，この協定に基づく相互応援が円滑に行われるよう，必要に応じて，情報及び資

料を相互に交換するものとする。 

 

（その他） 

第 9条 この協定に定めるもののほか，特に必要がある場合は，その都度，市町村が協議して定め

るものとする。 

２ この協定の実施に関し必要な事項は，第 7 条に規定する連絡担当課が協議して定めるものとす

る。 

第 10 条 この協定は，平成 8年 10月 7 日から効力を生ずるものとする。 

この協定を証するため，本協定書 59通を作成し，市町村がそれぞれ記名押印の上，各 1 通を

保有する。 

平成 8 年 10 月 7 日 

盛 岡 市 

盛 岡 市 長  桑 島   博 

宮 古 市 

宮 古 市 長  菊 池 長右エ門 

大 船 渡 市 

大船渡市長  甘 竹  勝 郎 

水 沢 市 

水 沢 市 長  後 藤   晨 

花 巻 市 

花 巻 市 長  渡 邊   勉 
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北 上 市 

北 上 市 長  高 橋  盛 吉 

久 慈 市 

久 慈 市 長  久 慈  義 昭 

遠 野 市 

遠 野 市 長  菊 池   正 

一 関 市 

一 関 市 長  佐々木  一 朗 

陸前高田市 

陸前高田市長  菅 野  俊 吾 

釜 石 市 

釜 石 市 長  野 田  武 義 

江 刺 市 

江 刺 市 長  及 川   勉 

二 戸 市 

二 戸 市 長  小 原  豊 明 

雫 石 町 

雫 石 町 長  川 口  義 彌 

葛 巻 町 

葛 巻 町 長  遠 藤  治 夫 

岩 手 町 

岩 手 町 長  田 中  幸 平 

西 根 町 

西 根 町 長  工 藤  勝 治 

滝 沢 村 

滝 沢 村 長  柳 村  純 一 

松 尾 村 

松 尾 村 長  佐々木  正四郎 

玉 山 村 

玉 山 村 長  工 藤  久 徳 

紫 波 町 

紫 波 町 長  鷹 木  壯 光 

矢 巾 町 

矢 巾 町 長  高 橋  隆 三 

大 迫 町 

大 迫 町 長   畠    敏 

石 鳥 谷 町 

石鳥谷町長  大 竹  義 文 
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東 和 町 

東 和 町 長  小 原  秀 夫 

湯 田 町 

湯 田 町 長  菅 原  信 夫 

沢 内 村 

沢 内 村 長  内 記  正 志 

金 ヶ 崎 町 

金ヶ崎町長  高 橋  紀 雄 

前 沢 町 

前 沢 町 長  鈴 木  一 司 

胆 沢 町 

胆 沢 町 長  千 田   明 

衣 川 村 

衣 川 村 長  佐々木  秀 康 

花 泉 町 

花 泉 町 長  小野寺  亮 助 

平 泉 町 

平 泉 町 長  穂 積  昭 慈 

大 東 町 

大 東 町 長  小 原  伸 元 

藤 沢 町 

藤 沢 町 長  佐 藤   守 

千 厩 町 

千 厩 町 長  藤 野  光 男 

東 山 町 

東 山 町 長  松 川   誠 

室 根 村 

室 根 村 長  名 取   渉 

川 崎 村 

川 崎 村 長  千 葉   莊 

住 田 町 

住 田 町 長  菅 野   剛 

三 陸 町 

三 陸 町 長  佐々木  菊 夫 

大 槌 町 

大 槌 町 長  黒 澤  友 吉 

宮 守 村 

宮 守 村 長  照 井  春 雄 
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田 老 町 

田 老 町 長  竹 花  達 雄 

山 田 町 

山 田 町 長  黒 澤   孝 

岩 泉 町 

岩 泉 町 長  八重樫  協 二 

田 野 畑 村 

田野畑村長  早 野  仙 平 

普 代 村 

普 代 村 長  岩 澤  義 雄 

新 里 村 

新 里 村 長  山 口  通 男 

川 井 村 

川 井 村 長   原    眞 

軽 米 町 

軽 米 町 長   平   澄 芳 

種 市 町 

種 市 町 長  関 根  重 男 

野 田 村 

野 田 村 長  中 川  正 勝 

山 形 村 

山 形 村 長  小笠原   寛 

大 野 村 

大 野 村 長  柏 木  幸 夫 

九 戸 村 

九 戸 村 長  伊保内  昭 一 

浄 法 寺 町 

浄法寺町長  砂子田  一 男 

安 代 町 

安 代 町 長  北 舘  義 一 

一 戸 町 

一 戸 町 長  稲 葉   暉 
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資料 3-10-1(2) 大規模災害時における岩手県市町村相互応援に関する協定実施細目 

（趣旨） 

第 1条 この実施細目は，大規模災害時における岩手県市町村相互応援に関する協定（以下「協定」

という。）第 9 条第 2 項の規定に基づき，協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（応援調整市町村） 

第 2条 協定第 3条に規定する応援調整市町村は，別表第 1のとおりとする。 

２ 応援調整市町村の役割は，次に掲げるとおりとする。 

(１) 被災市町村の被害状況に関する情報の収集及び提供 

(２) 被災市町村が必要とする応援の種類等の集約及び各市町村との連絡調整等 

(３) 前 2号に掲げるもののほか，必要な事項 

 

（応援要請の方法） 

第 3 条 協定第 4 条第 1 項の親定による応援の要請は，電話，ファクシミリ等により行うものと

し，後日，文書を提出するものとする。 

２ ファクシミリ又は文書による応援要請は，別紙様式によるものとする。 

 

（応援職員等の派遣に要した費用の負担） 

第 4 条 協定第 6 条第 1 項に規定する費用のうち，応援職員等の派遣に要した費用の負担につい

ては，次に掲げるとおりとする。 

(１) 被災市町村が負担する費用は，応援市町村が定める規程により算定した応援職員等の旅費の

額及び諸手当の額の範囲内とする。 

(２) 応援職員等が応援業務により負傷し，疾病にかかり，又は死亡した場合は，地方公務員災害

補償法（昭和 42年法律第 121 号）の規定に基づき，必要な補償を行う。 

(３) 応援職員等が業務上第三者に損害を与えた場合において，その損害が応援業務の従事中に生

じたものについては被災市町村が，被災市町村への往復の途中において生じたものについて

は応援市町村が，それぞれ賠償する。 

(４) 前 3 号に掲げるもののほか，応援職員等の派遣に要した費用については，被災市町村及び応

援市町村が協議して定める。 

 

（応援費用の請求等） 

第 5 条 応援市町村が，協定第 6 条第 2 項の規定により応援に要した費用を繰替支弁した場合は，

次に定めるところにより算出した額を，被災市町村に請求するものとする。 

(１) 応援職員等の派遣については，前条に規定する費用 

(２) 備蓄物資については，提供した当該物資の時価評価額及び輸送費 

(３) 調達物資については，当該物資の購入費及び輸送費 

(４) 車両，資機材等については，借上料，燃料費，輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理

費 

(５) 施設の提供については，借上料 



第 1 章 資料編 

 

132 

 

資
料
編 

第 

１ 

章 

(６) 協定第 2条第 7号に規定するものについては，その実施に要した額 

２ 前項の規定による請求は，応援市町村長による請求書（関係書類を添付）により，連絡担当課

を経由して，被災市町村長に請求するものとする。 

３ 前 2項により難いときは，被災市町村及び応援市町村が協議して定めるものとする。 

 

（費用負担の協議） 

第 6条 協定第 6条第 1 項の規定にかかわらず，被災市町村の被災状況等を勘案し，特別の事情が

あると認めるときは，応援に要した費用の負担について，被災市町村及び応援市町村の間で協

議して定めることができるものとする。 

 

（連絡担当課） 

第 7条 協定第 7条に規定する連絡担当課は，別表第 2のとおりとする。 

 

（訓練の実施） 

第 8条 市町村は，協定に基づく相互応援が円滑に行われるよう，必要な訓練を適宜実施するもの

とする。 

 

（協定等の見直し） 

第 9条 協定及びこの実施細目は，必要に応じて見直すこととし，その事務処理については，応援

調整市町村が持ち回りで担当する。 

 

附 則 

この実施細目は，平成 8年 10月 7日から施行する。 
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資料 3-10-2 平泉町一関市消防相互応援協定 

第１条 この条項において平泉町を甲町と称し、一関市を乙市と称する。 

２ この協定は甲町と乙市の消防の相互応援に関して定めるものとする。 

 

第２条 甲町は乙市の区域内、乙市は甲町（別紙出火出動計画）の区域内の火災防禦のため次に掲

げる方法により応援隊を派遣するものとする。 

(１) 消防機関が何等かの情報により、火災の発生を認知した場合は計画に則り派遣すること。 

(２) 要請があったときはその要請隊数（台数） 

(３) 応援側の消防長（消防団長）が必要と認める場合にはその全隊数を派遣すること。 

 

第３条 水災その他の災害に際しては、要請のあった場合又は応援側の認定により相互に応援する

ものとする。 

 

第４条 応援隊の指揮は次に掲げる方法によるものとする。 

(１) 受援地の消防長（消防団長）が指揮すること。 

(２) 指揮は応援隊の長に対して行うこと。 

 

第５条 応援に要した費用は、次に掲げる方法によって処置するものとする。 

(１) 応援に際し受援地に於いて発生した重大な機械器具の破損に要する修理費又は建物施設に対

する事故により、補修費若しくは隊員及び一般者の死傷による療養扶助費に関しては、協定

当事者の折半支弁すること。 

(２) 応援の間における職員手当及び被服の損料は応援側の負担とすること。 

(３) 応援が長時間に亘り食糧に用する費用は受援者側の負担とすること。 

(４) 動力ポンプによる作業が 1 時間以上に及び、更に長時間作業従事が予測されるその超過部分

については、受援者側の負担とすること。 

(５) 前各号以外の費用に関しては当時者においてその都度決定するものとする。 

 

右消防組織法第 21 条の規定に基づき各条項により別紙出火出動計画に従い、平泉町と一関市と

の間にこれを協定する。 

 

昭和 34年７月 13日 

平泉町長    西 洞 一 郎 
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資料 3-10-3(1) 岩手県防災ヘリコプター応援協定 

（目的） 

第 1 条 この協定は、岩手県内の市町村、消防の一部事務組合（以下「市町村等」という。）が、

災害による被害を最小限に防止するため、岩手県が所有する防災ヘリコプター（以下「防災へ

リ」という。）の応援を求めることについて必要な事項を定めるものとする。 

 

（協定区域） 

第 2条 この協定に基づき市町村等が防災ヘリの応援を求めることができる地域は、当該市町村等

の区域とする。 

 

（災害の範囲） 

第 3条 この協定において、災害とは、消防組織法（昭和 22年法律第 226 号）第 1条に規定する

災害をいう。 

 

（応援要請） 

第 4条 この協定による応援要請は、災害発生の市町村等の長が、防災ヘリの特性を十分に発揮す

ることができると認められる場合で、原則として、次に掲げる要件を満たす場合に岩手県知事

（以下「知事」という。）に対して行うものとする。 

(１) 公共性  災害等から住民の生命及び財産を保護し、被害の軽減を図るものであること。 

(２) 緊急性  差し迫った必要性があること。 

(３) 非代替性 防災ヘリによる活動が最も有効であること。 

 

（応援要請の方法） 

第 5条 応援要請は、岩手県防災航空センターに電話等により、次の事項を明らかにして行うもの

とする。 

(１) 災害の種別 

(２) 災害発生の日時及び場所並びに災害の状況 

(３) 災害発生現場の気象状況 

(４) 災害現場の最高指揮者の職及び氏名並びに連絡方法 

(５) 飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制 

(６) 応援に要する資機材の品目及び数量 

(７) その他必要な事項 

 

（防災航空隊の派遣） 

第 6条 知事は、第 4 条の規定により応援要請を受けたときは、災害発生現場の気象状況等を確認

の上、防災航空隊を派遣するものとする。 

２ 知事は、応援要請に応じることができない場合は、その旨を速やかに、災害発生の市町村等の

長に通報するものとする。 
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（防災航空隊の隊員の指揮） 

第 7 条 前条第 1 項の規定により防災航空隊を派遣する場合において、災害現場における防災航

空隊の隊員の指揮は、災害発生の市町村等の消防長が行うものとする。ただし、緊急の場合は

災害現場の最高指揮者が行うことができるものとする。 

 

（消防活動に従事する場合の特例） 

第 8条 応援要請に基づき防災航空隊の隊員が消防活動に従事する場合においては、災害発生の市

町村等の長から防災航空隊の隊員を派遣している市町村等の長に対し、消防相互応援に関する

協定書（昭和 50年 5 月 13 日締結。以下「相互応援協定」という。）第 4 条の規定に基づく応援

要請があったものとみなす。 

 

（経費負担） 

第 9条 この協定に基づく応援に要する経費の負担は、岩手県が負担するものとする。 

２ 前条に規定する消防活動に従事する場合においても、応援に要する経費は、相互応援協定第 12

条の規定にかかわらず、岩手県が負担するものとする。 

 

（その他） 

第 10 条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施に関し必要な事項は、岩手県及び市町村

等が協議して定めるものとする。 

 

この協定を証するため、正本 70通を作成し、知事及び市町村等の長が記名押印のうえ、各自そ

の 1通を所持する。 

 

附 則 

この協定は、平成８年 10月１日から施工する。 
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資料 3-10-3(2) 岩手県防災ヘリコプター運航管理要綱 

平成８年９月 30日 

総務部長決裁 

目次 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 運航体制（第４条－第 12 条） 

第３章 運航管理（第 13条－第 21 条） 

第４章 安全管理（第 22条・第 23 条） 

第５章 教育訓練（第 24条・第 25 条） 

第６章 事故防止対策等（第 26条－第 28条） 

第７章 雑則（第 29 条・第 30 条） 

附則 

 

第１章 総則 

（日的） 

第１条 この要綱は、岩手県防災ヘリコプター（以下「防災へリ」という。）の運航管理等につい

て必要な事項を定め、防災ヘリの安全かつ有効な運用を図ることを目的とする。 

（他の法令との関係） 

第２条 防災ヘリの運航管理については、航空法（昭和 27年法律第 231 号、以下「法」という。）

に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（用語の定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 防災ヘリ等 防災へリ及び防災へリ用装備品、活動用装備品、付属品、整備用工具類その他

の防災ヘリの整備等に必要な資機材をいう。 

(２) 防災業務 防災ヘリを使用して行う消防防災活動に関する業務をいう。 

(３) 防災航空隊員 防災ヘリに搭乗し、防災業務に従事する消防安全課の職員をいう。 

(４) 自隊訓練 防災航空隊員の基本技術及び応用技術の修得を図るため、独自に行う訓練をいう。 

(５) 運航計画 防災ヘリを効率的に運航するため、防災業務及び自隊訓練等について定める飛行

計画をいう。 

 

第２章 運航体制 

（常駐基地） 

第４条 防災ヘリの常駐基地は、岩手県防災航空センター（以下「航空センター」という。）とす

る。 

（総括管理者） 

第５条 防災ヘリの運航に関する総括管理は、消防安全課総括課長（以下「総括管理者」という。）

が行う。 

（運航管理責任者） 
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第６条 防災ヘリの運航管理に関する事務は、消防安全課防災航空担当課長（以下「運航管理責任

者」という。）が掌理する。 

（防災航空隊） 

第７条 消防安全課防災航空隊に、隊長、副隊長及び隊員を置く。 

２ 副隊長は、運航管理責任者が指名する。 

（隊長等の任務） 

第８条 隊長は、副隊長及び隊員を指揮監督する。 

２ 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代行する。 

（隊員の任務） 

第９条 隊員は、隊長及び副隊長の指揮に従い、防災ヘリの性能と災害等の状況に即応した防災業

務に努めなければならない。 

２ 隊員は、防災業務の遂行に当たっては十分安全を確認するとともに関係法令等を遵守し、隊員

相互の連携を密にして、所期の目的を達成するように努めなければならない。 

（防災ヘリに搭乗する者の指定） 

第 10 条 運航管理責任者は、防災ヘリの運航に際して、あらかじめ搭乗する者を指定するものと

する。 

（運航指揮者の選任） 

第 11 条 運航指揮者は、隊長をもって充てる。ただし、隊長が防災ヘリに搭乗しないときは、運

航管理責任者が前条の規定により指定した搭乗者の中から、隊長が指定するものとする。 

（運航指揮者の責務） 

第 12 条 運航指揮者は、法第 73条の規定により機長が行うこととされる業務を除き、搭乗者を指

揮監督し、運航の目的を適切に遂行するよう努めなければならない。 

２ 運航指揮者は、防災業務の遂行に当たっては、搭乗者の任務及び分担業務が適正に執行され、

防災業務が安全かつ効果的に遂行できるよう努めなければならない。 

 

第３章 運航管理 

（運航基準） 

第 13 条 防災ヘリは、次の各号に掲げる防災業務で、その特性を十分活用することができ、かつ、

その必要性が認められた場合に運航するものとする。 

(１) 災害応急対策活動 

(２) 消火活動 

(３) 救助活動 

(４) 救急活動 

(５) 災害予防活動 

(６) 消防防災訓練活動 

(７) その他運航管理責任者が必要と認めた活動 

２ 前項のほか、県が行う一般行政活動で特に防災ヘリによる活動が有効と認められる場合に運航

するものとする。 

３ 防災ヘリの運航時間は、原則として午前８時 30分から午後５時 15 分までとする。 
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（緊急運航） 

第 14 条 前条第１項第１号から第４号までに規定する運航（以下「緊急運航」という。）は、次条

に規定する運航計画に基づく運航（以下「通常運航」という。）に優先する。 

２ 緊急運航の時間は、前条第３項の規定にかかわらず、運航管理責任者が別に指示するものとす

る。 

３ 運航管理責任者は、防災ヘリの通常運航中に緊急運航を要する事態が生じた場合には、直ちに

緊急運航に移行する旨を指示するものとする。 

４ 運航管理責任者は、緊急運航を行ったときは、速やかに災害状況を総括管理者に報告しなけれ

ばならない。 

５ 緊急運航に関して必要な事項は、別に定めるものとする。 

（運航計画） 

第 15 条 防災ヘリの運航は、あらかじめ運航計画を定めて行うものとする。 

２ 運航計画は、岩手県防災ヘリコプター年間運航計画（様式第１号）及び岩手県防災ヘリコプタ

ー月間運航計画（様式第２号）とし、運航管理責任者が定めるものとする。 

３ 運航管理責任者は、前項の計画を定めた場合、遅滞なく総括管理者に報告しなければならない。 

（防災ヘリの使用） 

第 16 条 防災ヘリの使用（緊急運航に係るものを除く。以下本章において同じ。）を予定する者は、

原則として、前年度の１月末日までに、岩手県防災ヘリコプター年間使用予定表（様式第３号）

を運航管理責任者に提出しなければならない。 

（防災ヘリの使用申請） 

第 17 条 前条の規定により使用予定表を提出した者であって、防災ヘリを使用しようとする者は、

岩手県防災ヘリコプター使用申請書（様式第４号）により使用する１か月前までに、運航管理

責任者に申請しなければならない。 

（防災ヘリの使用承認） 

第 18 条 運航管理責任者は、前条の申請があったときは、その使用目的、使用内容等を審査の上、

適当と認めた場合は、承認するものとする。 

２ 運航管理責任者は、前項の規定により承認したときは、岩手県防災ヘリコプター使用承認書（様

式第５号）を交付するものとする。 

（情報連絡及び報告） 

第 19 条 運航指揮者は、防災ヘリの搭乗中に得た重要な情報等について、運航管理責任者に報告

しなければならない。 

２ 運航指揮者は、防災ヘリに搭乗し業務を終了したときは、運航状況等について飛行報告書（様

式第６号）により、運航管理責任者に報告しなければならない。 

（飛行場外離着陸場等） 

第 20 条 運航管理責任者は、防災業務を円滑に遂行するため、市町村と協議し、法第 79 条ただし

書の規定に基づく飛行場外離着陸場及び法第 81 条の２に基づく緊急離着陸場を確保しなけれ

ばならない。 

２ 隊長は、前項の飛行場外離着陸場等を調査し、常にその実態の把握に努めるものとする。 
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（ヘリコプター保有機関との相互応援） 

第 21 条 運航管理責任者は、防災ヘリの整備点検中又は大規模災害時の防災業務に対処するため、

ヘリコプターを保有する近隣県、消防機関等との航空消防防災に関する相互応援体制の確立に

努めるものとする。 

 

第４章 安全管理 

（運航上の安全管理） 

第 22 条 運航管理責任者は、航空関係法令及び国土交通大臣の定める防災ヘリの運用限界等指定

書に基づき、防災業務の適正な執行体制及び航空事故防止対策を確立し、安全管理の適正を期

さなければならない。 

２ 運航管理責任者は、防災業務の遂行に当たり、防災航空隊員の任務及び分担業務の適正な執行

を確保し、航空事故防止対策を講ずる等、安全管理に万全を期さなければならない。 

３ 運航管理責任者は、防災業務や自隊訓練等の安全確保を図るため、活動の手順や資器材の使用

方法等を明らかにした要領等を整備しなければならない。 

４ 運航管理責任者は、前項の要領等を制定又は改廃するときは、軽微なものを除き、あらかじめ

総括管理者に協議しなければならない。 

５ 総括管理者は、防災業務及び自隊訓練等の実施状況について、自ら又は防災業務等に知見を有

する第三者をもって、定期的に実地調査を行なうものとする。 

（防災ヘリ等の安全管理） 

第 23 条 運航管理責任者は、法第 19条第１項に基づいて、一定の資格を有する技術者が防災ヘリ

の安全性が確保されていることについて確認をしなければ、防災ヘリを航空の用に供してはな

らない。 

２ 運航管理責任者は、防災ヘリ等を適正に管理し、防災ヘリ等の性能を最大限発揮できる状態に

しておかなければならない。 

 

第５章 教育訓練 

（隊員等の教育訓練） 

第 24 条 運航管理責任者は、隊員及び操縦士（以下「隊員等」という。）の教育訓練を実施するた

めに必要な訓練計画等を定めるとともに、施設及び設備の整備を図り、隊員等の資質の向上に

努めなければならない。 

２ 運航管理責任者は、防災業務を効率的に遂行するため、市町村、消防機関及び関係機関と連携

の上、必要な訓練を実施しなければならない。 

（自隊訓練） 

第 25 条 運航管理責任者は、前条第２項のほか計画的に自隊訓練を実施しなければならない。 

２ 自隊訓練は、あらかじめ前年度末までに年間訓練計画を定めて実施するものとする。 

３ 前項の訓練計画は、第 15 条第２項の運航計画に基づき運航管理責任者が定めるものとし、運

航管理責任者は、計画を定めたときは、遅滞なく総括管理者に報告するものとする。 

４ 自隊訓練における安全管理体制等について必要な事項は、別に定める。 
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第６章 事故防止対策等 

（捜索及び避難体制の確立） 

第 26 条 運航管理責任者は、航空事故が発生するおそれ若しくは発生した疑いのある場合又は航

空事故が発生した場合の捜索救難等の初動体制及びその後の処理に関する体制を確立しておか

なければならない。 

（航空事故発生時の措置） 

第 27 条 運航指揮者は、防災へリに搭乗中、防災ヘリの故障、気象の変化等により航空事故が発

生するおそれのある場合又は発生した場合は、人命、財産に対する危難の防止に最善の手段を

尽くすなど、万全の措置を講じ、その状況を運航管理責任者及び最寄りの航空局空港事務所に、

直ちに報告しなければならない。 

２ 運航管理責任者は、前項の報告を受け、又は前項に関する情報を入手した場合は、前条の規定

により、直ちに所要の捜索救難活動を開始するとともに、その旨を総括管理者に報告しなけれ

ばならない。 

（事故報告） 

第 28 条 総括管理者は、法第 76 条第 1 項に規定する事故が発生した場合は、国土交通大臣に報

告しなければならない。 

２ 総括管理者は、前項に規定する事故が発生した場合には、直ちに原因、損害等について調査し、

その結果を知事に報告しなければならない。 

 

第７章 雑則 

（記録及び保存） 

第 29 条 運航管理責任者は、航空関係法令に基づく記録のほか、必要な記録簿を備え、防災業務

に関する記録を整理しなければならない。 

（その他） 

第 30 条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成８年 10月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 12年 10 月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 13年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 16年 10 月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 19年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 21年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 22年４月１日から施行する。 
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附 則 

この要綱は、平成 24年９月 26 日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年３月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年１月１日から施行する。 
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資料 3-10-4(1) 岩手・宮城県際市町災害時相互応援協定書 

（趣旨） 

第１条 この協定は、両磐地区広域市町村圏、気仙地区広域市町村圏、気仙沼・本吉地域広域市町

村圏を構成する市町及び粟原市、登米市（以下「構成市町」という。）において災害が発生し、

被災した市町（以下「被災市町」という。）独自では、十分に応急措置ができない場合において、

災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号）第 67条第１項、消防組織法（昭和 22 年法律第 226

号）第 39 条及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16 年法

律第 112 号。以下「国民保護法」という。）第 17条第１項の規定に基づき、当該応急措置等を

迅速かつ円滑に遂行するため、被災市町が他の市町に対し応援を要請することに関し必要な事

項を定めるものとする。 

 

（連絡市町） 

第２条 各広域市町村圏にあっては連絡市町を定め、広域市町村圏間及び各市並びに当該広域市町

村圏内構成市町との連絡調整等を行うものとする。 

 

（連絡担当課） 

第３条 構成市町は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当課を定め、災害が発生したときは速や

かに相互に連絡するものとする。 

 

（災害の種類） 

第４条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法第２条第１号に規定する災害及び火災、

水害その他の災害で応援活動を必要とするものをいう。 

 

（応援の種類） 

第５条 応援の種類は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 応急措置等を行うに当たって必要となる情報の収集及び提供 

(２) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 

(３) 被災者の救出、医療、防疫及び施設の応急措置等に必要な資機材、物資の提供 

(４) 災害応急活動に必要な職員等（消防団員を含む。）の派遣 

(５) 国民保護法に基づく国民保護のための措置 

(６) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

 

（応援要請） 

第６条 被災市町は、次に掲げる事項を明らかにして、連絡市町又は連絡市町以外の市町（以下「応

援市町」という。）へ応援要請するものとする。 

(１) 被害の種類及び状況 

(２) 前条第２号及び第３号に掲げるものの品名、数量等 

(３) 前条第４号に掲げるものの職種別人員等 

(４) 応援の必要な場所及びその日時 
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(５) 応援を要する期間 

(６) 前各号に定めるもののほか、必要な事項 

 

（自主応援） 

第７条 応援市町は、被害が甚大で被災市町との連絡が取れない場合又は被災市町が応援の要請を

するいとまがないと認められる場合は、自主的に被災市町の情報収集を行い、要請を待たない

で必要な応援を行うことができるものとする。 

この場合においては、当該被災市町から前条の規定に基づく応援要請があったものとみなす。 

 

（応援費用の負担） 

第８条 応援市町が応援に要した費用は、原則として応援を受けた市町（以下「受援市町」という。）

の負担とする。 

 

（応援費用の一時繰替支弁） 

第９条 受援市町は、前条の費用を支弁するいとまがない場合は、応援市町に当該費用の一時繰替

支弁を求めることができるものとする。 

 

（連絡会議） 

第 10 条 この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要に応じて連絡会議を開催する。 

 

（その他の防災協定等の関係） 

第 11 条 この協定のほか、別途協定している応援協定など特別の定めがある場合は、その定める

ところによる。 

 

（実施細目） 

第 12 条 この協定の実施に関して必要な細目は、構成市町が協議の上、定める。 

 

（その他） 

第 13 条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度構成市町が協議し

て決めるものとする。 

第 14 条 この協定は、平成 18 年７月６日から効力を生ずるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書 11通を作成し、それぞれ記名押印の上、各自１通所持す

る。 

 

平成 18年７月６日 

両磐地区広域市町村圏 

一関市長 
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平泉町長職務代理者 

平泉町助役 

気仙地区広域市町村圏 

大船渡市長 

陸前高田市長 

住田町長 

気仙沼・本吉地域広域市町村圏 

気仙沼市長 

南三陸町長 

本吉町長 

栗原市長 

登米市長 
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資料 3-10-4(2) 岩手・宮城県際市町災害時相互応援に関する協定実施細目 

（趣旨） 

第１条 この実施細目は、岩手・宮城県際市町災害時相互応援に関する協定（平成 18 年７月６日

締結。以下「協定」という。）第 12 条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定める

ものとする。 

 

（連絡市町） 

第２条 協定第２条に規定する連絡市町は、別表の区分により当該構成市町が協議し、第２順位ま

で定めるものとする。 

２ 連絡市町の役割は、次のとおりとする。 

(１) 当該圏域内の市町の応援の種類の資料の収集及び提供 

(２) 当該圏域内の受援市町の被害状況の情報の収集及び提供 

(３) 受援市町が必要とする応援の種類等の収集及び提供 

(４) その他広域市町村圏間及び当該圏域内の市町との連絡調整 

(５) 前各号に定めるもののほか、必要な事項 

 

（応援要請の方法） 

第３条 協定第６条の規定による応援要請は、原則として連絡市町を通じて電話又はファクシミリ

等により行うものとし、後に文書を速やかに応援市町に提出するものとする。 

２ ファクシミリ及び文書の様式は、別紙のとおりとする。 

 

（応援職員の服務等） 

第４条 応援市町が派遣した職員（以下「応援職員」という。）は、受援市町の災害対策本部等の

指揮下に入るものとする。 

２ 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食料、携帯電話等を携帯するものとする。 

 

（応援職員に対する便宜の供与） 

第５条 受援市町は、必要に応じ、応援職員に対する宿舎のあっせんその他の便宜を供与するもの

とする。 

 

（応援職員の派遣に要した経費負担等） 

第６条 協定第８条に規定する応援に要した費用のうち、応援職員の派遣に要した経費の負担につ

いては、次に掲げるとおりとする。 

(１) 受援市町が負担する経費の額は、当該応援市町が定める規定により算定した当該応援職員の

旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。 

(２) 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、地方公務員災害補

償法の規定に基づき必要な補償を行う。 
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(３) 応援職員が応援業務上第三者に損害を与えた場合においては、その損害が応援業務の従事中

に生じたものについては受援市町が、受援市町への往復の途中において生じたもについては

応援市町が、賠償するものとする。 

(４) 前３号に定めるもののほか、応援職員の派遣に要した経費については、受援市町と応援市町

が協議して定める。 

 

（費用の支払方法） 

第７条 応援市町が、協定第９条の規定により、応援に要した費用を繰替支弁した場合には、次に

定めるところにより算出した額を受援市町に請求するものとする。 

(１) 応援職員の派遣については、前条に規定する額 

(２) 備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び運送費 

(３) 調達物資については、当該物資の購入費及び運送費 

(４) 車両、機械器具等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修

理費 

(５) 施設の提供については、借上料 

(６) 協定第６条第６号に規定する事項については、その実施に要した額 

２ 前項の規定による請求は、関係書類を添付の上、応援市町長名により受援市町長に対し行うも

のとする。 

３ 前２項により難いときは、受援市町及び応援市町が協議して定める。 

 

（費用負担の協議） 

第８条 協定第８条の規定にかかわらず、受援市町の被災状況等を勘案し、特段の事情があると認

められるときは、応援に要した費用の負担について、受援市町と応援市町との間で協議するこ

とができるものとする。 

 

（連絡会議） 

第９条 協定第 10 条に規定する連絡会議は、構成市町の担当課長で構成し、必要に応じて開催す

るものとする。 

２ 連絡会議の事務については、一関市が行うものとする。 

 

（その他） 

第 10 条 この実施細目に定めるもののほか、災害時相互応援の実施に関し特に必要がある場合は、

その都度連絡会議で協議して定めるものとする。 

 

附 則 

この実施細目は、平成 18年７月６日から施行するものとする。 
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別紙様式 
応 援 要 請 書 

第 号 
年 月 日 

市・町長 様 
                     市・町長 

岩手・宮城県際市町災害時相互応援協定に基づき、下記のとおり応援を要請します。 
記 

１．災害発生の日時及び場所 

日時 年 月 日 時 分 場所  

２．災害の種類及び状況（確認できる範囲で概括的なもので差し支えないこと） 

種類 地震 津波 風水害 火災 その他（               ） 

人的被害 死者 
人 

行方不明者 
人 

重症者 
人 

軽傷者 
人 

住居被害 全壊 
棟 

世帯 

半壊 
棟 

世帯 

一部破損 
棟 

世帯 

その他 
棟 

世帯 

公共施設等被害 （庁舎 学校 病院 道路 鉄道 港湾 ライフライン等） 
 

３．応援の種類 

(1) 品名（種類・規格等） 数量 場所 

物
資
・
資
機

材
等
の
提
供 

   

   

   

   

   

(2) 職員 活動内容 人員 場所 

職
員
等
の
派

遣 

    

    

    

    

    

(3)  
 そ

の
他
の

要
請
事
項 

４．応援の必要な場所及びその日時 

場所  

日時 年 月 日 時 分 

５．応援を要する期間 

年 月 日  ～       年 月 日 

６．経路 

陸路  

空路（ﾍﾘﾎﾟｰﾄ等）  

水路（港湾等）  

７．連絡先 

連絡担当課 連絡責任者 電話番号 FAX 番号 
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県際市町災害時相互応援協定関係フロー図 

1. 災害発生時（情報収集・提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 災害発生時（応援要請） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

被 災 市 町 

圏 域 内 連 絡 市 町 

圏 域 外 連 絡 市 町 

各 圏 域 内 市 町 

① 被害情報収集 

②被害情報提供 
応援情報提供依頼 

 

③被害情報提供 
応援情報提供依頼 

 

⑥応援情報取りまとめ、提供 

⑤応援情報取りまとめ、提供 

④応援情報提供 

被 災 市 町 

圏 域 内 連 絡 市 町 

圏 域 外 連 絡 市 町 

各 圏 域 内 市 町 

①応援要請 
 （第一報） 

⑧応援要請書 
（正式文書） 
⑩応援費用負担 

⑥応援承諾 

②応援要請 
 

③応援要請 
 

⑤応援承諾 

④応援承諾 

⑦応援 
⑨応援費用請求 
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資料 3-10-5 愛知県幸田町との災害時における相互応援に関する協定書 

平泉町と幸田町（以下「両町」という。）は、災害時における相互応援について、次のとおり協

定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害が発生し、被災した町（以下「被災町」という。）が独自では十分に被災

者の救援その他の応急措置が実施できない場合に、災害対策基本法(昭和 36年法律第 223 号)第

67条の規定に基づき、相互に応援を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。 

 

（連絡担当部課） 

第２条 両町は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部課を定め、災害が発生したときは、速や

かに相互に連絡するとともに、必要な情報を提供するものとする。 

 

（応援の内容） 

第３条 応援の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(１) 食糧、飲料及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供 

(２) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧その他に必要な資機材及び物資の提供 

(３) 救急及び救助活動に必要な車両その他の提供 

(４) 救急、救助及び応急復旧に必要な職員の応援 

(５) 被災者、被災児童及び生徒その他の一時受入れ 

(６) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めて要請する事項 

 

（応援要請の手続） 

第４条 応援を受けようとする町は、次の掲げる事項を明らかにして、口頭等により要請を行い、

後日、速やかに文書を提出するものとする。 

(１) 被害の状況 

(２) 前条第１号から第３号までに掲げる品目の名称、規格及び数量等 

(３) 前条第４号に掲げる職員の職種別の人員及び応援の期間 

(４) 一時避難を希望する者の人数及び期間 

(５) 応援場所及び応援場所への経路 

(６) 前各号に掲げるもののほか、応援を必要とする事項 

 

（自主応援） 

第５条 応援する町は、被害が甚大で被災町との連絡が取れない場合又は被災町が応援の要請をす

るいとまがないと認められる場合は、自主的に被災町の情報収集を行い、要請を待たないで必

要な応援を行うことができるものとし、この場合においては、被災町から前条の規定に基づく

応援要請があったものとみなす。 
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（経費の負担） 

第６条 応援に要した費用は、原則として応援を要請した町の負担とする。 

２ 前号の規定により難い場合には、別途協議する。 

 

（災害補償等） 

第７条 第３条第４号の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に係る公務災害補

償については、地方公務員災害補償法(昭和 42 年法律第 121 号)の定めるところによる。 

２ 派遣職員が、公務執行中第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生じた

ものについては応援を受ける町が、応援を受ける町への往復経路の途中に生じたものについて

は応援を行う町が、それぞれ賠償の責めを負うものとする。 

 

（情報の交換） 

第８条 両町は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう必要に応じ、相互に情報交換を行う

ものとする。 

 

（協議） 

第９条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度、

両町が協議して定めるものとする。 

 

（施行期日） 

第 10 条 この協定は、平成 24 年７月 12 日から施行する。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、両町が記名押印のうえ、各 1通を保有する。 

 

平成 24年７月 12 日 

岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山 45 番地２ 

平泉町 

代表者 平泉町長 

 

愛知県額田郡幸田町大字菱池字元林１番地１ 

幸田町 

代表者 幸田町長 
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資料 3-10-6 災害時におけるプロパンガス等の供給に関する協定書 

平泉町（以下「甲」という。）と社団法人岩手県高圧ガス保安協会一関支部（以下「乙」という。）

は、災害時におけるプロパンガス等の供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、平泉町内において災害が発生し、又は発生のおそれがある場合（以下「災害

時」という。）において、甲が乙に対して避難所や仮設住宅等のプロパンガス及びプロパンガス

施設の応急対策用資機材（以下「プロパンガス等」という。）の調達について、協力を要請する

ために必要な事項を定めるものとする。 

 

（供給要請） 

第２条 甲は、災害時において、プロパンガス等の調達の必要があると認めるときは、乙に対し、

その調達の協力を要請できるものとする。 

２ 前項の要請があった場合は、乙は甲に対しプロパンガス等の調達に協力するものとする。 

 

（要請手続） 

第３条 甲が乙に対し要請する場合は、次に掲げる事項を明示した書面をもって行うものとする。

ただし、緊急を要するときは電話又は口頭をもって要請し、事後、書面を提出するものとする。 

(１) プロパンガス等の品名及び数量 

(２) プロパンガス等の供給日時及び場所 

(３) その他必要な事項 

 

（要請への措置） 

第４条 乙は、第２条の要請を受けたときは、速やかに適切な措置をとるとともに、その措置の状

況を甲に連絡するものとする。 

 

（経費の負担） 

第５条 乙が供給したプロパンガス等の調達に要した費用及びその他の必要経費については、甲が

負担するものとする。 

 

（プロパンガス等の価格） 

第６条 乙が甲に供給したプロパンガス等の価格は、災害の発生した直前の価格を基準とし、甲乙

協議して定めるものとする。 

 

（事故報告） 

第７条 乙は、プロパンガス等の輸送中に事故が発生したときは、甲に対し速やかにその状況を報

告しなければならない。 
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（損害賠償責任） 

第８条 乙が、プロパンガス等の輸送中に、乙の責に帰する理由により、第三者に損害を与えたと

きは、乙がその責を負うものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ１通を保有

する。 

 

平成 19年 12月１日 

甲 岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山 45 番地２ 

平泉町 

平泉町長 高 橋 一 男 

 

乙 岩手県一関市滝沢字水口 103 番 312 

（社）岩手県高圧ガス保安協会一関支部 

支部長 三 浦   卓 

 

 

  



第 1 章 資料編 

  

153 

 

第 

１ 

章 

資
料
編 

資料 3-10-7 災害時における応急対策用燃料の調達等に関する協定書 

平泉町（以下「甲」という。）と岩手県石油商業協同組合一関支部（以下「乙」という。）は、災

害時における応急対策用燃料の調達等に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、平泉町内において災害が発生し、又は発生のおそれがある場合（以下「災害

時」という。）において、甲が乙に対して応急対策用燃料及び応急対策用資機材（以下「燃料等」

という。）の調達及び供給並びに応急対策要員の確保について、協力を要請するために必要な事

項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１

号に規定する災害をいう。 

 

（協定事項の発動） 

第３条 この協定に定める事項は、原則として、甲が災害対策基本法第 23 条第１項の規定に基づ

き平泉町災害対策本部を設置し、乙に対し協力を要請したときに発動する。 

 

（協力要請の方法） 

第４条 災害時において、甲が乙に対し燃料等の調達及び供給の協力を要請する場合は、書面によ

り行うものとする。ただし、緊急時においては、電話又は口頭により協力を要請し、事後書面

を提出することができるものとする。 

 

（協力要請時の明示事項） 

第５条 前条の規定により甲が乙に対し要請をする場合は、次に掲げる事項を明示するものとする。 

(１) 調達及び供給を要請する品目 

(２) 調達及び供給を要請する数量 

(３) 納入希望日 

(４) 納入場所 

(５) その他必要な事項 

 

（要請への協力） 

第６条 乙は、第４条の要請があった場合は、燃料等の調達及び供給並びに応急対策要員を確保し、

できる限り甲に協力するものとする。 

 

（費用の負担） 

第７条 この協定に基づき乙が調達及び供給した燃料等の代金及びその他必要な経費は、甲が負担

するものとする。 
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２ 前項に規定する費用は、災害発生前における通常の価格を基準として、甲乙協議のうえ決定す

るものとする。 

 

（数量等の協議） 

第８条 甲及び乙は、この協定に基づく燃料等の供給が円滑におこなわれるよう必要に応じ、燃料

等の供給可能数量等について協議するものとする。 

 

（支援体制の整備） 

第９条 乙は、この協定に基づく調達及び供給の要請が円滑に行われるよう、必要に応じて乙に加

盟する組合員との連携を密にし、甲が必要に応じ支援を受けられるよう体制の整備に努めるも

のとし、甲は、乙に対し必要な協力を行なうものとする。 

 

（協議） 

第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度、甲乙協

議のうえ定めるものとする。 

 

この協定を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ 1通を保有する。 

 

平成 22年７月９日 

 

甲  岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山 45－２ 

平泉町 

平泉町長  高 橋 一 男 

 

乙  岩手県一関市山目字大槻 88－３ 

岩手県石油商業協同組合一関支部 

支部長   熊 谷 信 子 
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資料 3-10-8 災害時の協力に関する協定書 

平泉町（以下「甲」という。）と東北電力ネットワーク株式会社一関電力センター（以下「乙」

という。）は、災害時の協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 甲、乙は、大規模地震及び台風等の災害発生に伴い、大規模な停電等が発生した場合にお

いて、双方が緊密な連携を保ち、住民の生活と安全を確保するために電力設備の迅速かつ円滑

な復旧を図るものとする。 

 

（災害情報の提供） 

第２条 甲、乙は、それぞれ早期の状況把握に努めるとともに、必要な災害情報を共有するものと

する。 

２ 乙は、大規模な停電等が発生した場合、停電地域、停電戸数、停電の原因、停電発生時間等の

情報を甲に提供するものとする。 

３ 第１項について、乙が、ヘリコプターやドローン等の技術を活用する際は、甲は可能な範囲で

それに協力するものとする。 

 

（災害対策本部への社員の派遣） 

第３条 大規模地震及び台風等による大規模な災害により停電等が発生、あるいは発生の恐れがあ

り、甲が災害対策本部を設置した場合、乙は必要に応じ甲が設置した災害対策本部にリエゾン

を派遣するものとする。 

２ 派遣されたリエゾンは、災害情報の収集・伝達等に関する窓口となり、必要に応じ各種調整を

図るものとする。 

 

（電力設備の復旧） 

第４条 災害により大規模な停電が発生した場合、乙は、乙の供給管轄区域内の被害状況を総合的

に判断したうえで、優先順位を見極めながら医療機関、災害復旧対策の中枢となる官公署・避

難場所等、重要施設への電力設備の復旧を可能な限り優先して実施するものとする。 

２ 前項を実施するにあたり、乙はあらかじめ優先復旧が必要な重要施設を明らかにし、重要施設

リスト等により甲と共有するものとする。 

３ 前項の電力設備の復旧にあたり、前項で共有された重要施設等への電源車等の復旧設備の使用

については、甲、乙協議のうえ決定するものとする。 

 

（復旧作業に対する協力） 

第５条 積雪、なだれ、土砂災害、倒木等により甲が管理する道路が通行不能となり、乙の電力復

旧作業に支障をきたした場合、甲は当該区間の迅速な道路復旧作業に努めるものとする。 

 

 

 



第 1 章 資料編 

 

156 

 

資
料
編 

第 

１ 

章 

（電力復旧のための拠点の確保に対する協力） 

第６条 災害時において乙の電力復旧作業に必要な復旧応援隊の集合・待機場所、復旧資材の拠点

基地、駐車場・へリポート及び宿泊場所等の確保にあたっては、甲は乙の要請に協力するよう

努めるものとし、乙はこの使用目的以外に使用しないこととする。 

 

（本協定の有効期間） 

第７条 本協定は、締結の日から効力を生じる。 

２ 甲、乙いずれかの事情により本協定内容の見直し又は解消が必要となった場合は、相手方に申

入れを行い適宜協議するものとする。 

 

（協議） 

第８条 本協定書について疑義を生じたとき、並びにこの協定に定めのない事項については、甲乙

誠意をもって協議のうえ解決するものとする。 

 

この協定を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ１通を保有する。 

 

令和２年７月２９日 

 

甲  岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山 45－２ 

平泉町 

平泉町長  青 木 幸 保 

 

乙  岩手県一関市田村町８－10 

東北電力ネットワーク株式会社 

一関電力センター 

所 長   阿 部 好 典 
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資料 3-10-9 災害に係る情報発信等に関する協定 

平泉町およびヤフー株式会社（以下「ヤフー」という）は、災害に係る情報発信等に関し、次の

とおり協定（以下「本協定」という）を締結する。 

 

第 1条（本協定の目的） 

本協定は、平泉町内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、平泉町が平泉

町民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ平泉町の行政機能の低下を軽減させるため、平

泉町とヤフーが互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。 

 

第 2条（本協定における取組み） 

１ 本協定における取組みの内容は次の中から、平泉町およびヤフーの両者の協議により具体的な

内容および方法について合意が得られたものを実施するものとする。 

(１) ヤフーが、平泉町の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、平

泉町の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲覧

に供すること。 

(２) 平泉町が、平泉町内の避難所等の防災情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報を平

常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

(３) 平泉町が、平泉町内の避難勧告、避難指示等の緊急情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これ

らの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

(４) 平泉町が、災害発生時の平泉町内の被害状況、ライフラインに関する情報および避難所にお

けるボランティア受入れ情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス

上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

(５) 平泉町が、平泉町内の避難所等における必要救援物資に関する情報をヤフーに提供し、ヤフ

ーが、この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く

周知すること。 

(６) 平泉町が、平泉町内の避難所に避難している避難者の名簿を作成する場合、ヤフーが提示す

る所定のフォーマットを用いて名簿を作成すること。 

２ 平泉町およびヤフーは、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先お

よびその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に

連絡するものとする。 

３ 第 1項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、平泉町およびヤフーは、両

者で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。 

 

第 3条（費用） 

前条に基づく平泉町およびヤフーの対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、そ

れぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。 
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第 4条（情報の周知） 

ヤフーは、平泉町から提供を受ける情報について、平泉町が特段の留保を付さない限り、本協

定の目的を達成するため、ヤフーが適切と判断する方法（提携先への提供、ヤフーサービス以

外のサービス上での掲載等を含む）により、一般に広く周知することができる。ただし、ヤフ

ーは、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。 

 

第 5条（本協定の公表） 

本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、平泉町およびヤフーは、その時期、方

法および内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。 

 

第 6条（本協定の期間） 

本協定の有効期間は、本協定締結日から 1 年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から

他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、

本協定はさらに 1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。 

 

第 7条（協議） 

本協定に定めのない事項および本協定に関して疑義が生じた事項については、平泉町およびヤ

フーは、誠実に協議して解決を図る。 

 

以上、本協定締結の証として本書 2 通を作成し、平泉町とヤフー両者記名押印のうえ各 1 通を保

有する。 

 

2021 年７月１日 

平泉町：岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山 45 番地２ 

平泉町 

代表者 平泉町長 青 木 幸 保 

 

ヤフー：東京都千代田区紀尾井町 1 番 3号 

ヤフー株式会社 

代表取締役 川 邊 健 太 郎 

 

  



第 1 章 資料編 

  

159 

 

第 

１ 

章 

資
料
編 

資料 3-10-10 災害時における飲料の確保に関する協定 

平泉町（以下「甲」という。）とみちのくコカ･コーラボトリング株式会社（以下「乙」という。）

は、地震、風水害等の災害発生時又は発生のおそれがある場合（以下「災害時等」という。）にお

ける飲料の供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時等に際して、甲から乙に対して行う支援協力の要請に関し必要な飲料

の供給について必要な事項を定めるものとする。 

 

（飲料水の確保） 

第２条 甲は、災害時等における応急対策のため緊急に飲料を調達する必要があると認めたときは、

乙に対し、飲料の供給を要請することができる。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、保有又は調達可能な飲料の供給について速やかに対応する。 

 

（要請方法） 

第３条 甲は、前条の要請をする場合は、「飲料供給要請書」（様式第１号）により、飲料の種類、

数量、納入日時、納入場所その他必要な事項を明らかにして行うものとする。ただし、緊急を

要するときは口頭で要請し、事後において飲料供給要請書を提出するものとする。 

 

（飲料水の運搬及び納入） 

第４条 飲料の納入場所は、甲が状況に応じて指定するものとし、納入場所までの飲料の運搬は原

則として乙が行うものとする。 

２ 甲は当該場所において、乙の提出する「飲料受領書」（様式第２号）により数量等を確認の上、

納品書とともに飲料を引き取るものとする。 

 

（経費の負担） 

第５条 乙が甲に供給した飲料の代金及び運搬等に要した費用等、甲が必要と認めるその他の経費

（以下「代金等」という。）については、甲が負担するものとする。 

２ 代金等の額は、災害発生時直前における適正な価格を基準として、甲、乙協議のうえ決定する

ものとする。 

 

（経費の請求及び支払） 

第６条 乙は、飲料の納入が完了したときは、前条の価格による代金について、納品書及び別途甲

の定める請求書をもって、甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の規定による乙からの代金の請求があったときは、その内容を確認の上、支払うも

のとする。 
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（情報交換及び提供） 

第７条 甲及び乙は、この協定に基づく協力が円滑に行われるよう、平常時から相互に情報交換を

行うとともに、災害時等における諸活動中に覚知した災害に関する情報についても必要に応じ

相互に提供し合うものとする。 

 

（連絡責任者等） 

第８条 甲及び乙は、支援活動に関する事項の伝達を円滑に行うため、連絡先、連絡責任者及び連

絡担当者を定め、相互に報告するものとする。 

２ 甲及び乙は、前項の内容に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。 

 

（確認書の提出） 

第９条 乙は、この協定締結の後、毎年４月１日現在の緊急連絡先を記した「確認書」（様式第３

号）を甲に提出するものとする。 

 

（有効期間） 

第 10 条 この協定の有効期間は、協定締結日から令和５年３月 31日までとする。 

２ 前項の有効期間満了の日の１箇月前までに甲又は乙からこの協定を更新しない旨の文書によ

る通知がない場合は、当該有効期間は更に１年間更新されるものとし、その後もまた同様とす

る。 

 

（協議） 

第 11 条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈について疑義が生じたときは、その都度、

甲、乙協議して定めるものとする。 

 

この協定の締結の証として本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

令和４年４月 15日 

 

甲  岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山 45‐２ 

平泉町 

平泉町長  青 木 幸 保 

 

乙  岩手県盛岡市中央通一丁目７番 25号 

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 

代表取締役社長  谷 村 広 和 
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資料 3-10-11 災害時における電動車両等の支援に関する協定書 

平泉町（以下「甲」という。）、岩手三菱自動車販売株式会社（以下「乙」という。）及び三菱自

動車工業株式会社（以下「丙」という。）とは、災害時における電動車両等の支援に関し次の条項

により協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、平泉町内において災害（異常かつ激甚な非常災害をいう。以下同じ。）の発

生時に、甲、乙及び丙が相互に連携し、円滑な災害応急対策を実施することを目的として、電

動車両等の貸与について必要な事項を定めるとともに、平時においても電動車両の災害の発生

時における有用性を広く地域住民に周知し、甲、乙及び丙が共に理解醸成に努めるものとする。 

 

（電動車両等の種類） 

第２条 乙が甲に対して貸与する電動車両等は、次に掲げるものとする。 

(１) プラグインハイブリッド EV 

(２) 電気自動車 

(３) 前二号に掲げるもののほか、自動車からの外部給電に必要な機器 

 

（貸与の要請） 

第 3条 甲は、災害の発生時における応急対策のため、乙又は丙が保有する電動車両等（第 2 条に

規定する電動車両等をいう。以下同じ。）の貸与を必要とする場合（行政区内から要請があった

場合を含む。）は、丙に対し電話等により当該貸与に係る要請を行うものとする。この場合にお

いて、当該要請を受けた丙は、乙又は丙が貸与することが可能な電動車両等を確認し、乙と調

整の上、当該要請に係る対応について甲に連絡するものとする。 

（以下、電動車両等の貸与を行う者を「貸与者」という。） 

２ 前項に規定する連絡を受けた後、甲は、貸与者に対し、電動車両等の貸与について要請書（様

式１号）により要請するものとする。 

３ 貸与者は、前項の規定により要請があったときは、危険性を考慮し、業務に支障を来たさない

範囲で、貸与者が保有する電動車両等を甲に優先的に貸与するよう努めるものとする。 

４ 丙は、第 2 項の規定により甲が要請する電動車両等の種類及び数量等に関し、貸与者が保有す

る電動車両等を貸与することが困難な場合は、電動車両等の確保に努めるものとする。 

 

（電動車両等の引渡し等） 

第４条 貸与者は、前条第 2 項の規定による要請を受け、電動車両等を甲に貸与する場合は、甲の

指定する場所に運搬し、電動車両等の種類・数量について確認の上で、甲が指定する者に対し

て引渡しを行うものとする。 

２ 貸与者は、前項の規定により、電動車両等の引渡しを行った場合は、速やかに口頭又は電話等

により甲に連絡し、甲に対して報告書（様式２号）を提出するものとする。 
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（貸与期間） 

第５条 電動車両等の貸与期間は、電動車両等の引渡し日から起算して１週間程度とする。ただし、

貸与期間を変更する必要がある場合は、甲乙丙協議の上、決定するものとする。 

 

（電動車両等の返却） 

第６条 貸与者が甲に貸与した電動車両等の返却時期及び返却場所については、甲乙丙協議の上、

決定するものとする。 

 

（費用負担） 

第７条 貸与期間中の電動車両等に係る費用(電気代、燃料代、その他消耗品等に係る費用をいう。)

については、甲が負担するものとする。 

２ 前項の費用は、発災直前における適正な価格を基礎として、甲乙丙協議の上、決定するものと

する。 

 

（補償） 

第８条 貸与期間中に生じた電動車両等による損害の補償については、次のとおりとする。 

(１) 甲の責めに帰すべき事故により、第三者に与えた物的又は人的損害、もしくは電動車両等に

生じた損害については、甲が補償責任を負うものとする。ただし、当該帰責事由が不明な場

合は、甲乙丙協議の上、その賠償に当たるものとする。 

(２) 自動車保険が適用される場合は、次条の規定により取り扱うものとする。 

 

（保険について） 

第９条 貸与者は、電動車両等の貸与に当たり自らの負担により自賠責保険及び任意保険に加入す

るものとし、甲は、貸与期間中に事故が発生した場合は、速やかに貸与者へその旨を連絡し、

加入している保険の適用を受けるものとする。 

２ 前項に規定する保険の適用に保険会社免責分（保険加入者負担分）が発生した場合は、原則甲

が負担するものとする。 

 

（費用の支払） 

第 10 条 甲、乙及び丙は、この協定に基づく正当な費用について支払の請求があった場合は、速

やかに相手方に対してこれを支払うものとする。 

 

（使用上の留意事項） 

第 11 条 甲は、貸与を受けた電動車両等を次のとおり使用するものとする。 

(１) 貸与者が説明する使用方法を遵守し、できるだけ安全な場所で使用する。 

(２) 原則として、平泉町内で使用する。 

(３) 故障又は何らかの原因により使用できなくなったときは、第 14条第３項の規定により、貸与

者に速やかに連絡する。 

 



第 1 章 資料編 

  

163 

 

第 

１ 

章 

資
料
編 

（電動車両等の管理） 

第 12条 甲は、第 4条に定める引渡しから第 6 条に定める返却時まで、貸与された電動車両等の

使用者、使用場所、使用状況の把握に努めるものとする。 

 

（連絡責任者） 

第 13 条 甲、乙及び丙は、この協定に関する連絡責任者を事前に定め、報告書（様式３号）によ

り相互に報告するものとする。当該連絡責任者に変更が生じた場合も同様とする。 

 

（電動車両等の情報提供） 

第 14 条 乙及び丙は、甲から求められた場合は、災害時に電力供給が可能な電動車両等の情報を

甲に提供するものとする。 

２ 甲は、乙及び丙から求められた場合は、貸与された電動車両等の使用状況に関する情報を、乙

及び丙に提供するものとする。 

３ 甲は貸与期間中、電動車両等に不調が生じた場合等、災害応急対策を進めるに当たり問題が生

じた場合には、速やかに貸与者に連絡し、甲、乙及び丙で対応を協議するものとする。 

 

（平時の取組） 

第 15 条 甲、乙及び丙は、平時においても電動車両の災害時における有用性を広く地域住民に周

知し、理解を醸成していくことに努めるものとする。 

２ 乙及び丙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、必要に応じて、甲が行う防災

訓練等に協力するものとする。 

３ 前項の防災訓練等の協力に要する費用は、原則として乙の負担とする。 

 

（不可抗力免責） 

第 16 条 激甚な天変地異、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労

働争議、輸送機関・通信回線の事故、交通の途絶、施設・設備の被災その他当事者の責めに帰

すことのできない不可抗力による協定の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履

行については、当該当事者は責任を負わないものとする。 

 

（協議） 

第 17 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項は、甲乙丙協議の上、定め

るものとする。 

 

（有効期間） 

第 18 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和 5 年 3 月 31 日までとする。ただし、こ

の協定の有効期間満了の日の２月前までに、甲、乙又は丙のいずれからも書面による異議の申

出がない限り、有効期間満了の日の翌日から起算して更に１年間有効期間を延長することとし、

以後も同様とする。 
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この協定の締結を証するため、本書を 3 通作成し、甲乙丙それぞれ署名の上、各１通を保有す

るものとする。 

 

令和４年 11月 28 日 

 

甲 岩手県西磐井郡平泉町字志羅山 45-2    

平泉町 

代表者 平泉町長 青木 幸保 

 

                                        乙 岩手県盛岡市南仙北一丁目 24番 8号 

岩手三菱自動車販売株式会社 

代表取締役 千田 茂穂 

 

丙 東京都港区芝浦三丁目 1番 21号 

三菱自動車工業株式会社 

代表執行役 加藤 隆雄 
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資料 3-11-1 災害派遣撤収要請依頼書 

 

災 害 派 遣 要 請 依 頼 書 

 

第     号 

岩手県知事         殿                    年  月  日 

 

平泉町長 

自衛隊の災害派遣要請依頼について 

 

災害を防除するため、自衛隊法第 83条に基づく派遣を下記のとおり依頼します。 

 

記 

 

１ 災害の状況及び派遣を要請依頼する事由 

２ 派遣を希望する期間 

３ 派遣を希望する区域及び活動内容 

４ その他参考となるべき事項 

 

 

 

災 害 派 遣 撤 収 要 請 依 頼 書 

 

第     号 

岩手県知事         殿                    年  月  日 

 

平泉町長 

自衛隊の撤収要請依頼について 

 

このことについて、自衛隊法第 83 条の規定により災害派遣を要請依頼しましたが、災害の

復旧もおおむね終了しましたから、下記のとおり撤収を要請します。 

 

記 

 

１ 撤収要請依頼日時 

２ 派遣要請依頼日時 

３ 撤収作業場所 

４ 撤収作業内容 
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資料 3-14-1 救助の種類、程度、期間等 

法による救助の種類、程度、期間等は、次のとおりである。 

（令和４年４月１日現在） 

救助の

種類 
対象 費用の限度額 期間 備考 

避難所

の設置 

(法第 4 条

第 1 項) 

災害により現に被

害を受け、又は受

けるおそれのある

者に供与する。 

(基本額) 

避難所設置費 

1 人 1 日当たり 

330 円以内 

高齢者等の要援護者等を

収容する「福祉避難所」

を設置した場合、当該地

域における通常の実費を

支出でき、上記を超える

額を加算できる。 

災害発生の日から

7 日以内 

1. 費用は、避難所の設置、

維持及び管理のための賃

金職員等雇上費、消耗器

材費、建物等の使用謝

金、借上費又は購入費、

光熱水費 並びに仮設便所

等の設置費を含む。 

2. 避難に当たっての輸送費

は別途計上 

3. 避難所での避難生活が長

期にわたる場合等におい

ては、避難所で避難生活

している者への健康上の

配慮等により、ホテル･旅

館など宿泊施設を借上げ

て実施することが可能。

（ホテル・旅館の利用額

は＠7,000 円（食費込・税

込）／泊・人以内とする

が、これにより難い場合

は内閣府と事前に調整を

行うこと。） 

避難所

の設置 

(法第４条

第 2 項) 

災害が発生するお

それのある場合に

おいて、被害を受

けるおそれがあ

り、現に救助を要

する者に供与す

る。 

(基本額) 

避難所設置費 

1 人 1 日当たり 

330 円以内 

高齢者等の要援護者等を

収容する「福祉避難所」

を設置した場合、当該地

域における通常の実費を

支出でき、上記を超える

額を加算できる。 

法第２条第２項に

よる救助を開始し

た日から、災害が

発生しなかったと

判明し、現に救助

の必要がなくなっ

た日までの期間

（災害が発生し、

継続して避難所の

供与を行う必要が

生じた場合は、法

第２条第２項に定

める救助を終了す

る旨を公示した日

までの期間） 

1. 費用は、災害が発生する

おそれがある場合におい

て必要となる建物の使用

謝金や光熱水費とする。

なお、夏期のエアコンや

冬期のストーブ、避難者

が多数の場合の仮設トイ

レの設置費や、避難所の

警備等のための賃金職員

等雇上費など、やむを得

ずその他の費用が必要と

なる場合は、内閣府と協

議すること。 

2. 避難に当たっての輸送費

は別途計上 
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救助の

種類 
対象 費用の限度額 期間 備考 

応急仮

設住宅 

の供与 

住家が全壊、全焼

又は流失し、居住

する住家 

がない者であっ

て、自らの資力で

は住宅を得ること

ができない者 

⚫ 建設型応急住宅 

1. 規模 

応急救助の趣旨を踏

まえ、実施主体が地域

の実情、世帯構成等に

応じて設定 

2. 基本額 1 戸当たり 

6,285,000 円以内 

3. 建設型応急住宅の供

与終了に伴う解体撤

去及び土地の原状回

復のために支出でき

る費用は、当該地域

における実費。 

災害発生の日か 

ら 20 日以内着工 

1. 費用は設置にかかる原材

料費、労務費、付帯設備

工事費、輸送費及び建築

事務費等の一切の経費と

して 6,285,000 円以内であ

ればよい。 

2. 同一敷地内等に概ね 50 戸

以上設置した場合は、集

会等に利用するための施

設を設置できる。(50 戸未

満であっても小規模な施

設を設置できる) 

3. 高齢者等の要援護者等を

数人以上収容する「福祉

仮設住宅」を設置でき

る。 

4. 供与期間は 2 年以内 

⚫ 賃貸型応急住宅 

1. 規模 建設型仮設住宅

に準じる 

2. 基本額 

地域の実情に応じた

額 

災害発生の日から

速やかに借上げ、

提供 

1. 費用は、家賃、共益費、

敷金、礼金、仲介手数

料、火災保険等、民間賃

貸住宅の貸主、仲介業者

との契約に不可欠なもの

として、地域の実情に応

じた額とすること。 

2. 供与期間は建設型仮設住

宅と同様。 

炊き出

しその 

他によ

る食品 

の給与 

1. 避難所に収容

された者 

2. 住家に被害を

受け、若しく

は災害により

現に炊事ので

きない者 

1 人 1 日当たり 

1,180 円以内 

災害発生の日から

7 日以内 

食品給与のための総経費を延

給食日数で除した金額が限度 

額以内であればよい。 

（1 食は 1/3 日） 

飲料水

の供給 

現に飲料水を得る

ことができない者 

(飲料水及び炊事

のための水である

こと。） 

当該地域における通常の

実費 

災害発生の日から

7 日以内 

輸送費、人件費は別途計上 
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救助の

種類 
対象 費用の限度額 期間 備考 

被服、

寝具そ

の他生

活必需

品の給

与又は

貸与 

 

全半壊（焼）、流

失、床上浸水等に

より、生活上必要

な被服、寝具、そ

の他生活必需品を

喪失、若しくは毀

損等により使用す

ることができず、

直ちに日常生活を

営むことが困難な

者 

1. 夏季（4 月～9 月）

冬季（10 月～3 月）

の季別は災害発生の

日をもって決定す

る。 

2. 下記金額の範囲内※ 

災害発生の日から

10 日以内 

1. 備蓄物資の価格は年度当

初の評価額 

2. 現物給付に限ること 

 

※被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与に関する金額の範囲 

区分 1 人世帯 2 人世帯 3 人世帯 4 人世帯 5 人世帯 
6 人以上 

1人増すごとに加算 

全壊 

全焼 

流失 

夏 18,700 24,000 35,600 42,500 53,900 7,800 

冬 31,000 40,100 55,800 65,300 82,200 11,300 

半壊 

半焼 

床上浸水 

夏 6,100 8,200 12,300 15,000 18,900 2,600 

冬 9,900 12,900 18,300 21,800 27,400 3,600 

 

救助の

種類 
対象 費用の限度額 期間 備考 

医療 医療の途を失った

者 

（応急的処置） 

1. 救護班 

使用した薬剤、治療

材料、医療器具破損

等の実費 

2. 病院又は診療所 

国民健康保険診療報

酬の額以内 

3. 施術者 

協定料金の額以内 

災害発生の日から

14 日以内 

患者等の移送費は、別途計上 

助産 災害発生の日以前

又は以後 7 日以内

に分べんした者で

あって災害のため

助産の途を失った

者（出産のみなら

ず、死産及び流産

を含み現に助産を

要する状態にある

者） 

1. 救護班等による場合

は、使用した衛生材

料等の実費 

2. 助産師による場合

は、慣行料金の 100

分の 80 以内の額 

分べんした日から

7 日以内 

妊婦等の移送費は、別途計上 
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種類 
対象 費用の限度額 期間 備考 

被災者

の救出 

1. 現に生命、身

体が危険な状

態にある者 

2. 生死不明な状

態にある者 

当該地域における通常の

実費 

災害発生の日から

3 日以内 

1. 期間内に生死が明らかに

ならない場合は、以後

「死体の捜索」として取

り扱う。 

2. 輸送費、人件費は、別途

計上 

被災し

た住宅 

の応急

修理 

1. 住家が半壊

(焼)若しくは

これらに準ず

る程度の損傷

を受け、自ら

の資力により

応急修理をす

ることができ

ない者 

2. 大規模な補修

を行わなけれ

ば居住するこ

とが困難であ

る程度に住家

が半壊(焼)し

た者 

居室、炊事場及び便所等

日常生活に必要最小限度

の部分 1 世帯当り 

 

① 大規模半壊、中規模

半壊又は半壊若しく

は半焼の被害を受け

た世帯 

655,000 円以内 

② 半壊又は半焼に準ず

る程度の損傷により

被害を受けた世帯 

318,000 円以内 

災害発生の日から

３ヵ月以内 

(災害対策基本法

第 23 条の 3 第 1

項に規定する特定

災害対策本部、同

法第 24 条第 1 項

に規定する非常災

害対策本部又は同

法第 28 条の 2 第

1 項に規定する緊

急災害対策本部が

設置された災害に

あっては、６ヵ月

以内) 

 

学用品

の給与 

住家の全壊(焼)流

失半壊(焼)又は床

上浸水により学用

品を喪失又は毀損

等により使用する

ことができず、就

学上支障のある小

学校児童、中学校

生徒、義務教育学

校生徒及び高等学

校等生徒。 

1. 教科書及び教科書以

外の教材で教育委員

会に届出又はその承

認を受けて使用して

いる教材、又は正規

の授業で使用してい

る教材実費 

2. 文房具及び通学用品

は、1 人当たり次の

金額以内 

小学生児童   4,700 円 

中学生生徒   5,000 円 

高等学校等生徒 5,500 円 

災害発生の日か 

ら 

(教科書) 

1 ヵ月以内 

(文房具及び通学

用品) 

15 日以内 

1. 備蓄物資は評価額 

2. 入進学時の場合は個々の

実情に応じて支給する。 

埋葬 災害の際死亡した

者を対象にして実

際に埋葬を実施す

る者に支給 

1 体当たり 

大人(12 歳以上) 

213,800 円以内 

小人(12 歳未満) 

170,900 円以内 

災害発生の日から

10 日以内 

災害発生の日以前に死亡した

者であっても対象となる。 

死体の

捜索 

行方不明の状態に

あり、かつ、四囲

の事情によりすで

に死亡していると

推定される者 

当該地域における通常の

実費 

災害発生の日から

10 日以内 

1. 輸送費、人件費は、別途

計上 

2. 災害発生後 3 日を経過し

たものは一応死亡した者

と推定している。 
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救助の

種類 
対象 費用の限度額 期間 備考 

死体の

処理 

災害の際死亡した

者について、死体

に関する処理(埋

葬を除く。)をす

る。 

(洗浄、消毒等) 

１体当たり、3,500 円以

内 

 

一時保存： 

⚫ 既存建物借上費 

通常の実費 

⚫ 既存建物以外 

１体当たり、5,400

円以内 

 

検案、救護班以外は慣行

料金 

災害発生の日か 

ら 10 日以内 

1. 検案は原則として救護班 

2. 輸送費、人件費は、別途

計上 

3. 死体の一時保存にドライ

アイス の購入費等が必要

な場合は当該地域におけ

る通常の実費を加算でき

る。 

障害物

の除去 

居室、炊事場、玄

関等に障害物が運

びこまれているた

め生活に支障をき

たしている場合で

自力では除去する

ことのできない者 

市町村内において障害物

の除去を行った一世帯当

たりの平均 

138,300 円以内 

災害発生の日から

10 日以内 

 

輸送費

及び賃

金 

職員等

雇上費 

(法第４条

第 1 項) 

1. 被災者の避難

に係る支援 

2. 医療及び助産 

3. 被災者の救出 

4. 飲料水の供給 

5. 死体の捜索 

6. 死体の処理 

7. 救済用物資の

整理配分 

当該地域における通常の

実費 

救助の実施が認め

られる期間以内 

 

輸送費

及び賃 

金 

職員等

雇上費 

(法第４条

第 2 項) 

避難者の避難に係

る支援 

当該地域における通常の

実費 

救助の実施が認め

られる期間以内 

災害が発生するおそれ段階の

救助は、高齢者・障害者等で

避難行動が困難な要配慮者の

方の輸送であり、以下の費用

を対象とする。 

・避難所へ輸送するためのバ

ス借上げ等に係る費用 

・避難者がバス等に乗降する

ための補助員など、避難支

援のために必要となる賃金

職員等雇上費 
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救助の

種類 
対象 費用の限度額 期間 備考 

実費弁

償 

災害救助法施行令

第 4 条第 1 号から

第 4 号までに規定

する者 

災害救助法第 7 条第 1

項の規定により救助に関

する業務に従事させた都

道府県知事等(法第 3 条

に規定する都道府県知事

等をいう。)の総括する

都道府県等（法第 17 条

第 1 号に規定する都道府

県等をいう。）の常勤の

職員で当該業務に従事し

た者に相当するものの給

与を考慮して定める 

救助の実施が認め

られる期間以内 

時間外勤務手当及び旅費は別

途に定める額 

救助の

事務を

行うの

に必要

な費用 

1. 時間外勤務手

当 

2. 賃金職員等雇

上費 

3. 旅費 

4. 需用費(消耗品

費、燃料費、

食糧費、印刷

製本費、光熱

水費、修繕料) 

5. 使用料及び賃

借料 

6. 通信運搬費 

7. 委託費 

救助事務費に支出できる

費用は、法第 21 条に定

める国庫負担を行う年度

(以下「国庫負担対象年

度」という。)における

各災害に係る左記 1 から

7 までに掲げる費用につ

いて、地方自治法施行令

(昭和 22 年政令第 16 号)

第 143 条に定める会計

年度所属区分により当該

年度の歳出に区分される

額を合算し、各災害の当

該合算した額の合計額

が、国庫負担対象年度に

支出した救助事務費以外

の費用の額の合算額に、

次のイからトまでに掲げ

る区分に応じ、それぞれ

イからトまでに定める割

合を乗じて得た額の合計

額以内とすること。 

救助の実施が認め

られる期間及び災

害救助費の精算す

る事務を行う期間

以内 

災害救助費の精算事務を行う

のに要した経費も含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

イ 3 千万円以下の部分の金額については 100 分の 10 

ロ 3 千万円を超え 6 千万円以下の部分の金額については 100 分の 9 

ハ 6 千万円を超え 1 億円以下の部分の金額については 100 分の 8 

ニ 1 億円を超え 2 億円以下の部分の金額については 100 分の 7 

ホ 2 億円を超え 3 億円以下の部分の金額については 100 分の 6 

ヘ 3 億円を超え 5 億円以下の部分の金額については 100 分の 5 

ト 5 億円を超える部分の金額については 100 分の 4 
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（1）避難所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（令和５年４月１日現在） 

N
o

.
避
難
所

施
設
名
称

所
在
地

建
築

年
次

延
床
面
積

(㎡
)

対
象
災
害

(一
般
o
r地
震
)

管
理
者

電
話
番
号

構
造

階
数

収
容
有

効
面
積

(㎡
)

収
容
可

能
人
員

ト
イ
レ

シ
ャ
ワ
ー

調
理
場
冷
暖
房
設
備
バ
リ
ア

フ
リ
ー

対
象
地
区

1
平
泉
中
学
校

平
泉
字
倉
町
2
3

2
0

1
2

5
,5

8
7

地
震

平
泉
中
学
校
長

4
6

-2
2

0
5

F
A

X
 3

4
-1

0
4

3
非
木
造

2
不
明

3
0

0
有

有
有

エ
ア
コ
ン

ヒ
ー
タ
ー

有

2
平
泉
小
学
校

平
泉
字
倉
町
1
5
5

2
0

0
4

5
,3

2
4

地
震

平
泉
小
学
校
長

4
6

-2
2

0
2

F
A

X
  3

4
-1

0
4

9
非
木
造

2
不
明

3
0

0
有

無
有

エ
ア
コ
ン

ヒ
ー
タ
ー

有

3
平
泉
幼
稚
園

平
泉
字
倉
町
1
5
2

2
0

0
2

5
1

2
地
震

平
泉
幼
稚
園
長

4
6

-2
5

7
5

F
A

X
 4

6
-2

5
7

5
非
木
造

1
不
明

1
0

0
有

無
有

エ
ア
コ
ン

ス
ト
ー
ブ

有

4
平
泉
保
育
所

平
泉
字
倉
町
1
5
2

2
0

0
7

7
3

6
地
震

平
泉
保
育
所
長

4
6

-2
7

6
7

木
造

平
屋

1
不
明

1
0

0
有

有
有

エ
ア
コ
ン

ヒ
ー
タ
ー

有

5
平
泉
町
学
習
交

流
施
設

平
泉
字
志
羅
山
2
5
-3

2
0

2
2

1
,7

4
9

一
般

平
泉
町
学
習
交
流

施
設
館
長

3
4

-6
6

5
6

F
A

X
 3

4
-6

6
5

7
鉄
骨
造

2
2

8
0

7
0

有
無

有
エ
ア
コ
ン

有

6
平
泉
文
化
遺
産

セ
ン
タ
ー

平
泉
字
花
立
4
4

1
9

8
6

1
,7

3
5

地
震

平
泉
文
化
遺
産

セ
ン
タ
ー
館
長

4
6

-4
0

1
2

F
A

X
 4

6
-4

0
1

9
非
木
造

2
不
明

2
0

0
有

無
有

エ
ア
コ
ン

ス
ト
ー
ブ

有

7
悠
久
の
湯

平
泉
温
泉

平
泉
字
大
沢
1
-1

2
0

0
1

8
9

2
地
震

健
康
福
祉
交
流
館
長

3
4

-1
3

0
0

鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造

1
1

4
5

7
5

有
有

有
エ
ア
コ
ン

ス
ト
ー
ブ

有

8
長
島
小
学
校

長
島
字
砂
子
沢
3
3

1
9

9
4

3
,8

1
1

地
震

長
島
小
学
校
長

4
6

-2
2

0
3

F
A

X
 3

4
-1

0
4

5
非
木
造

2
不
明

3
0

0
有

無
有

エ
ア
コ
ン

ス
ト
ー
ブ

有

9
長
島
体
育
館

長
島
字
砂
子
沢
1
6
7
-2

1
9

8
8

8
9

4
地
震

平
泉
町
教
育
委
員
会

教
育
長

4
6

-2
5

7
4

F
A

X
 4

6
-2

5
7

4
非
木
造

1
不
明

3
0

0
有

無
無

ス
ト
ー
ブ

有

1
0

平
泉
町
公
民
館

長
島
分
館

長
島
字
砂
子
沢
1
6
7
-2

2
0

1
0

1
,4

0
2

地
震

平
泉
町
教
育
委
員
会

教
育
長

木
造

平
屋

1
1

5
0

有
無

有
エ
ア
コ
ン

ス
ト
ー
ブ

有
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（2）指定緊急避難場所 

 

 

  

N
o

.
避
難
所

施
設
名
称

所
在
地

建
築

年
次

延
床
面
積

(㎡
)

対
象
災
害

(一
般
o
r地

震
)

管
理
者

電
話
番
号

構
造

階
数

収
容
有
効

面
積

(㎡
)

収
容
可

能
人
員

ト
イ
レ

シ
ャ
ワ
ー

調
理
場

冷
暖
房
設
備

バ
リ
ア

フ
リ
ー

対
象
地
区

1
瀬
原
公
民
館

平
泉
字
瀬
原
1
5

1
9

7
0

8
5

一
般

瀬
原
公
民
館
長

4
6

-4
0

7
1

木
造

平
屋

1
6

8
4

0
有

無
有

ス
ト
ー
ブ

無
第
１
区

2
２
区
公
民
館

平
泉
字
坂
下
2
7
-2

1
9

8
8

1
1

6
一
般

２
区
公
民
館
長

4
6

-4
0

7
7

木
造

平
屋

1
7

2
4

0
有

無
有

ヒ
ー
タ
ー

無
第
２
区

3
戸
河
内
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

平
泉
字
広
滝
4
0

1
9

9
4

1
4

2
一
般

戸
河
内
公
民
館
長

4
6

-3
6

3
9

木
造

平
屋

1
9

6
5

0
有

無
有

ス
ト
ー
ブ

無
第
３
区

4
４
区
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

平
泉
字
上
窟
4
4
-2

1
9

9
5

1
0

6
一
般

４
区
公
民
館
長

4
6

-4
9

5
5

木
造

平
屋

1
4

9
3

0
有

無
有

エ
ア
コ
ン

ス
ト
ー
ブ

無
第
４
区

5
下
達
谷
公
民
館

平
泉
字
北
沖
3
-1

1
9

6
2

1
0

9
一
般

下
達
谷
公
民
館
長

4
6

-2
9

4
6

木
造

平
屋

1
8

1
4

0
有

無
有

暖
房

ス
ト
ー
ブ

無
第
５
区

6
上
平
泉
公
民
館

平
泉
字
善
阿
弥
2
0
-1

1
9

7
0

7
5

一
般

上
平
泉
公
民
館
長

4
6

-4
0

5
3

木
造

平
屋

1
4

1
2

0
有

無
有

ス
ト
ー
ブ

無
第
６
区

7
７
区
公
民
館

平
泉
字
毛
越
9
7
-1

1
9

3
9

1
0

2
一
般

７
区
公
民
館
長

4
6

-4
9

6
1

木
造

平
屋

1
6

8
4

0
有

無
有

ス
ト
ー
ブ

無
第
７
区

8
大
佐
公
民
館

平
泉
字
宿
1
0
6

1
9

5
3

9
7

一
般

大
佐
公
民
館
長

4
6

-3
5

9
5

木
造

平
屋

1
8

7
5

0
有

無
有

ス
ト
ー
ブ

無
第
８
区

9
佐
野
公
民
館

平
泉
字
高
田
8
0
-4

1
9

6
3

1
3

9
一
般

佐
野
公
民
館
長

4
6

-4
9

5
8

木
造

平
屋

1
1

2
3

7
0

有
無

有
ス
ト
ー
ブ

無
第
９
区

1
0

1
0
区
祗
園
公
民
館

平
泉
字
上
野
台
2
8
3
-7

1
9

9
6

1
5

9
一
般

祗
園
公
民
館
長

4
6

-4
8

1
0

木
造

平
屋

1
1

1
6

7
0

有
無

有
ス
ト
ー
ブ

無
第
1
0
区

1
1

平
泉
中
学
校

平
泉
字
倉
町
2
3

2
0

1
2

5
,5

8
7

地
震

平
泉
中
学
校
長

4
6

-2
2

0
5

F
A

X
 3

4
-1

0
4

3
非
木
造

2
不
明

3
0

0
有

有
有

エ
ア
コ
ン

ヒ
ー
タ
ー

有
第
1
1
区

1
2

平
泉
小
学
校

平
泉
字
倉
町
1
5
5

2
0

0
4

5
,3

2
4

地
震

平
泉
小
学
校
長

4
6

-2
2

0
2

F
A

X
 3

4
-1

0
4

9
非
木
造

2
不
明

3
0

0
有

無
有

エ
ア
コ
ン

ヒ
ー
タ
ー

有
第
1
1
区

1
3

平
泉
幼
稚
園

平
泉
字
倉
町
1
5
2

2
0

0
2

5
1

2
地
震

平
泉
幼
稚
園
長

4
6

-2
5

7
5

F
A

X
 4

6
-2

5
7

5
非
木
造

1
不
明

1
0

0
有

無
有

エ
ア
コ
ン

ス
ト
ー
ブ

有
第
1
1
区

1
4

平
泉
保
育
所

平
泉
字
倉
町
1
5
2

2
0

0
7

7
3

6
地
震

平
泉
保
育
所
長

4
6

-2
7

6
7

木
造

平
屋

1
不
明

1
0

0
有

有
有

エ
ア
コ
ン

ヒ
ー
タ
ー

有
第
1
1
区

1
5

1
2
区
公
民
館

平
泉
字
泉
屋
9
5

1
9

5
9

7
6

一
般

1
2
区
公
民
館
長

4
6

-4
0

8
4

木
造

平
屋

1
7

2
4

0
有

無
有

ス
ト
ー
ブ

無
第
1
2
区
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N
o

.
避
難
所

施
設
名
称

所
在
地

建
築

年
次

延
床
面
積

(㎡
)

対
象
災
害

(一
般
o
r地

震
)

管
理
者

電
話
番
号

構
造

階
数

収
容
有
効

面
積

(㎡
)

収
容
可

能
人
員

ト
イ
レ

シ
ャ
ワ
ー

調
理
場

冷
暖
房
設
備

バ
リ
ア
フ

リ
ー

対
象
地
区

1
6

1
3
区
公
民
館

平
泉
字
柳
御
所
4
7

1
9

8
7

7
6

一
般

1
3
区
公
民
館
長

木
造

平
屋

1
6

3
3

0
有

無
有

ス
ト
ー
ブ

無
第
1
3
区

1
7

平
泉
文
化
遺
産
セ
ン
タ
ー

平
泉
字
花
立
4
4

1
9

8
6

1
,7

3
5

地
震

平
泉
文
化
遺
産

セ
ン
タ
ー
館
長

4
6

-4
0

1
2

F
A

X
 4

6
-4

0
1

9
非
木
造

2
不
明

2
0

0
有

無
有

エ
ア
コ
ン

ス
ト
ー
ブ

有
第
1
1
,1
2
,1
3
区

1
8

1
4
区
公
民
館

長
島
字
二
反
田
8
1

1
9

7
9

1
1

4
一
般

1
4
区
公
民
館
長

4
6

-4
9

6
0

木
造

平
屋

1
7

3
4

0
有

無
有

ス
ト
ー
ブ

無
第
1
4
区

1
9

長
部
地
区
交
流
セ
ン
タ
ー

長
島
字
竜
ヶ
坂
4
2

2
0

0
8

1
9

0
地
震

1
5
区
公
民
館
長

4
6

-4
8

0
1

木
造

平
屋

1
1

0
0

5
0

有
無

有
エ
ア
コ
ン

ス
ト
ー
ブ

有
第
1
5
区

2
0

1
6
区
公
民
館

長
島
字
新
田
3
2
-1

1
9

9
8

1
8

1
一
般

1
6
区
公
民
館
長

4
6

-4
0

6
7

木
造

平
屋

1
1

1
2

6
0

有
無

有
ス
ト
ー
ブ

有
第
1
6
区

2
1

長
島
保
育
所

長
島
字
砂
子
沢
1
7
1
-1

1
9

7
5

5
3

4
一
般

長
島
保
育
所
長

4
6

-2
0

0
7

F
A

X
 4

6
-2

0
0

7
非
木
造

1
不
明

1
0

0
有

無
有

エ
ア
コ
ン

ス
ト
ー
ブ

第
1
6
区

2
2

俄
坂
公
民
館

長
島
字
俄
坂
3

1
9

7
8

8
2

一
般

俄
坂
公
民
館
長

4
6

-4
0

5
4

木
造

平
屋

1
5

2
3

0
有

無
有

ス
ト
ー
ブ

無
第
1
7
区

2
3

大
平
公
民
館

長
島
字
束
稲
3
9

1
9

6
3

4
1

一
般

大
平
公
民
館
長

木
造

平
屋

1
3

2
2

0
有

無
有

ス
ト
ー
ブ

無
第
1
7
区

2
4

1
8
区
公
民
館

長
島
字
西
風
2
8

1
9

8
6

1
5

5
一
般

1
8
区
公
民
館
長

4
6

-4
0

6
8

木
造

平
屋

1
8

4
5

0
有

無
有

ス
ト
ー
ブ

無
第
1
8
区

2
5

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

潤
い
の
郷
「
悠
悠
」

長
島
字
山
谷
6
2
-3

2
0

0
3

1
7

2
一
般

1
9
区
公
民
館
長

4
6

-4
0

7
5

木
造

平
屋

1
9

4
5

0
有

無
有

ス
ト
ー
ブ

有
第
1
9
区

2
6

2
0
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

長
島
字
赤
伏
前
4
4

1
9

9
5

1
3

2
一
般

2
0
区
公
民
館
長

4
6

-4
0

5
7

木
造

平
屋

1
7

0
4

0
有

無
有

ス
ト
ー
ブ

無
第
2
0
区

2
7

2
1
区
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

長
島
字
杉
1
-5

1
9

9
5

1
6

2
一
般

2
1
区
公
民
館
長

4
6

-4
0

9
0

木
造

平
屋

1
8

4
5

0
有

無
有

ス
ト
ー
ブ

無
第
2
1
区

2
8

長
島
小
学
校

長
島
字
砂
子
沢
3
3

1
9

9
4

3
,8

1
1

地
震

長
島
小
学
校
長

4
6

-2
2

0
3

F
A

X
 3

4
-1

0
4

5
非
木
造

2
不
明

3
0

0
有

無
有

エ
ア
コ
ン

ス
ト
ー
ブ

有
第
1
6
,1
7
,2
1
区

2
9

道
の
駅
平
泉

平
泉
字
伽
羅
楽

2
0

1
6

1
,5

6
7

一
般

道
の
駅
駅
長

4
8

-4
7

9
5

木
造

平
屋

1
5

0
有

無
有

エ
ア
コ
ン

ヒ
ー
タ
ー

有
第
1
1
,1
2
,1
3
区

3
0

平
泉
町
学
習
交
流
施
設

平
泉
字
志
羅
山
2
5
-3

2
0

2
2

1
,7

4
9

一
般

平
泉
町
学
習
交
流

施
設
館
長

3
4

-6
6

5
6

F
A

X
 3

4
-6

6
5

7
鉄
骨
造

2
2

8
0

7
0

有
無

有
エ
ア
コ
ン

有
第
1
1
,1
2
,1
3
区
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資料 3-15-2 広域一時滞在に関する報告又は通知義務 

県内広域一時滞在〔法令に基づく報告又は通知義務〕 

報告又は 
通知義務者 

報告又は通知の時期 報告又は通知先 根拠法令 

協議元 

市町村本部長 

県内広域一時滞在の協

時滞在の協議をしよう

とするとき 

県本部長 災害対策基本法第 86

条の２第２項 

受入施設を決定した旨

の通知を受けたとき 

1. 公示 

2. 協議元市町村本部長が受入施

設を決定した旨の通知を受け

た時に現に避難者を受け入れ

ている公共施設その他の施設

を管理する者及び協議元市町

村本部長が必要と認める関係

指定地方行政機関の長その他

の防災関係機関等の長 

3. 県本部長 

災害対策基本法第 86

条の２第６項、災害

対策基本法施行規則

第８条の２第２項 

県内広域一時滞在の必

要がなくなったと認め

るとき 

1. 協議先市町村長 

2. 協議元市町村本部長が受入施

設を決定した旨の通知を受け

た時に現に避難者を受け入れ

ている公共施設その他の施設

を管理する者及び協議元市町

村本部長が必要と認める関係

指定地方行政機関の長その他

の防災関係機関等の長 

3. 公示 

4. 県本部長 

災害対策基本法第 86

条の２第７項、災害

対策基本法施行規則

第８条の２第２項 

協議先 

市町村長 

受入施設を決定したと

き 

受入施設を管理する者及び協議

先市町村本部長が必要と認める

関係指定地方行政機関の長その

他の防災関係機関等の長 

災害対策基本法第 86

条の２第４項、災害

対策基本法施行規則

第８条の２第１項 

協議元市町村本部長 災害対策基本法第 86

条の２第５項 

県内広域一時滞在の必

要がなくなった旨の通

知を受けたとき 

受入施設を管理する者及び協議

先市町村本部長が必要と認める

関係指定地方行政機関の長その

他の防災関係機関等の長 

災害対策基本法第 86

条の２第８項、災害

対策基本法施行規則

第８条の２第１項 
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県外広域一時滞在〔法令に基づく報告又は通知義務〕 

報告又は 
通知義務者 

報告又は通知の時期 報告又は通知先 根拠法令 

県本部長 

県外広域一時滞在の協

議をしようとするとき 

内閣総理大臣 災害対策基本法第 86

条の３第３項 

受入施設を決定した旨

の通知を受けたとき 

1. 協議元市町村本部長 

2. 内閣総理大臣 

災害対策基本法第 86

条の３第９項 

県内広域一時滞在の必

要がなくなった旨の報

告を受けたとき 

1. 協議先都道府県知事 

2. 内閣総理大臣 

災害対策基本法第 86

条の３第 12 項 

協議元市町村

本部長 

受入施設を決定した旨

の通知を受けたとき 

1. 公示 

2. 協議元市町村長が受入施設を

決定した旨の通知を受けた時

に現に避難者を受け入れてい

る公共施設その他の施設を管

理する者及び協議元市町村本

部長が必要と認める関係指定

地方行政機関の長その他の防

災関係機関等の長 

災害対策基本法第 86

条の３第 10 項、災

害対策基本法施行規

則第８条の２第４項 

県外広域一時滞在の必

要がなくなったと認め

るとき 

1. 県本部長 

2. 公示 

3. 協議元市町村長が受入施設を

決定した旨の通知を受けた時

に現に避難者を受け入れてい

る公共施設その他の施設を管

理する者及び協議元市町村本

部長が必要と認める関係指定

地方行政機関の長その他の防

災関係機関等の長 

災害対策基本法第 86

条の３第 11 項、災

害対策基本法施行規

則第８条の２第４項 
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他都道府県広域一時滞在〔法令に基づく報告又は通知義務〕 

報告又は 
通知義務者 

報告又は通知の時期 報告又は通知先 根拠法令 

県本部長 

受入施設を決定した旨

の通知を受けたとき 

協議元都道府県知事 災害対策基本法第 86

条の３第８項 

他の都道府県からの広

域一時滞在の必要がな

くなった旨の通知を受

けたとき 

協議先市町村長 協議先市町村長 

協議元市町村

本部長 

受入施設を決定したと

き 

受入施設を管理する者及び協議

先市町村本部長が必要と認める

関係指定地方行政機関の長その

他の防災関係機関等の長 

災害対策基本法第 86

条の３第６項、災害

対策基本法施行規則

第８条の２第４項の

規定により準用する

同条第１項 

県本部長 災害対策基本法第 86

条の３第７項 

他の都道府県からの広

域一時滞在の必要がな

くなった旨の通知を受

けたとき 

受入施設を管理する者及び協議

先市町村本部長が必要と認める

関係指定地方行政機関の長その

他の防災関係機関等の長 

災害対策基本法第 86

条の３第 14 項、災

害対策基本法施行規

則第８条の２第４項

の規定により準用す

る同条第１項 
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資料 3-15-3 避難行動要支援者施設一覧表 

（令和５年４月１日現在） 

No. 施設名 住所 電話番号 

１ 
特別養護老人ホーム 

 ふくしの里 慶泉荘 
平泉町平泉字片岡 69－７ 46-3228 

２ 障がい者支援施設 黄金荘 平泉町平泉字片岡 69－１ 46-5421 

３ 介護老人保健施設 さわなり苑 平泉町長島字砂子沢６－１ 46-3010 

４ グループホーム 「けーせん」 平泉町平泉字片岡 72－３ 46-5516 

５ 
共同生活援助（介護サービス包括型） 

南郷荘 
平泉町平泉字毛越 185－３ 48-3654 

６ グループホーム 平泉 平泉町平泉字日照田 133－２ 46-5662 

７ 
就労継続支援Ｂ型事業所 

 たけとんぼ 
平泉町平泉字樋渡 49－２ 34-1220 

８ いこいデイサービスセンター・平泉 平泉町平泉字鈴沢 64－１ 34-1512 

９ 
高齢者グループホーム 

 いこいの杜 
平泉町平泉字樋の沢 25－１ 48-4812 

10 慶泉荘デイサービスセンター 平泉町平泉字片岡 69－７ 46-3881 

11 
特別養護老人ホーム 

 いこいの結 
平泉町長島字竜ヶ坂 42 48-5673 

12 
ミニデイサービス 

しづか亭 
平泉町平泉字長倉 10－５ 34-2211 

13 
就労継続支援Ｂ型事業所 

 たけとんぼ分室 
平泉町平泉字鈴沢 43－10 46-5656 

14 
共同生活援助事業所 

 こもれびハウス 
平泉町平泉字鈴沢 43－10 46-4891 

15 
共同生活援助事業所 

 ひだまり 
平泉町平泉字田面 54－35 48-3112 
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避難行動要支援者施設位置図 
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資料 3-16-1 医療機関一覧表 

（令和５年４月１日現在） 

No. 病・医院名 所在地 電話番号 
医
師
数 

看
護
師
数 

一般
病棟
数棟 

診療科等 

１ 
ひらいずみ内科

クリニック 

平泉町平泉志羅山 

３－６ 
34-1133 １   

内科・循環器科 

消化器科・呼吸器科 

 

資料 3-16-2 助産機関一覧 

（令和５年４月１日現在） 

No. 病・医院名 所在地 電話番号 
医
師
数 

助
産
師
数 

一般
病棟
数棟 

診療科等 

 平泉町なし       

 

資料 3-16-3 歯科医療機関一覧 

（令和５年４月１日現在） 

No. 病・医院名 所在地 電話番号 医師数 診療科等 

１ 平泉歯科診療所 平泉町平泉字志羅山 11－４ 46-2130 １  

２ ささき歯科 平泉町平泉字志羅山 136－４ 34-1876 １  

 

資料 3-16-4 医療品販売店一覧 

【薬局】 

（令和５年４月１日現在） 

No. 地域 名称 所在地 電話番号 

１ 平泉 あすか薬局 平泉町平泉字志羅山７－10 34-1150 

 

【一般販売業】 

（令和５年４月１日現在） 

No. 地域 名称 所在地 電話番号 

１ 平泉 
ダルマ薬局ジョイフルタウン

平泉店 

平泉町平泉字高田 45 

ジョイフルタウン平泉店内 
34-1878 

２ 平泉 薬王堂(株)岩手平泉店 平泉町平泉字上野台 278－８ 34-5211 
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資料 3-16-5 医療・健康管理活動の情報連絡系統図 

 
※ 地区医師会班と重複  

 

医療救護班 

 

応援 

要請 

県災害対策本部 

県内の後方医療施

設で対応しきれな

い場合 

 

岩手ＤＭＡＴ 

陸
・
海
・
空
自
衛
隊 

保
健
所 

消
防
本
部 

応
援
協
議 

《被災地内》 

患者搬送 

保健福祉部  

他
の
都
道
府
県 

健康 

国保課 

地域 

福祉課 

日
赤
岩
手
県
支
部 

(
一
社)

岩
手
県
医
師
会 

国
立
病
院
機
構
本
部 

岩
手
県
済
生
会 

県
立
病
院 

日
赤
救
護
班
（
２
班
） 

県
医
師
会
班
（
88

班
）
※ 

済
生
会
班
（
２
班
） 

国
立
病
院
班
（
４
班
） 

県
立
病
院
班
（
21

班
） 

 

平泉町災害 

対策本部 

派
遣
要
請 

派
遣
命
令 

地
区
医
師
会
班 

市
町
村
営
病
院
班
（
８
班
） 

県地方支部 

（保健環境

班） 

応援要請 

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
指
定
病
院 

（
岩
手
医
大
） 

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
指
定
病
院 

（
県
立
病
院
） 

岩
手
医
大
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ 

（
５
チ
ー
ム
） 

県
立
病
院
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ 

（
27

チ
ー
ム
） 

総務部 

連
絡
調
整 

警
察
署 

公
安
部 

医
療
部 

防災課 

派遣要請 

代
表
消
防
機
関 

第２次救急医療機関等 現 場 医 療 救 護 所 

基 幹 災 害 拠 点 病 院 
（被災地内にある場合） 

地 域 災 害 拠 点 病 院 

《県内の後方医療施設（被災地外）》 

相互 

連携 

地域災害拠点病院 地域災害拠点病院 基幹災害拠点病院 

《県外の後方医療施設》 

県外災害拠点病院 県外広域搬送拠点 県外災害拠点病院 

要
支
援
・
受
入
可
能
情
報 

広
域
災
害
・
救
急
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム 

要
支
援
・
受
入
可
能
情
報 

患者搬送 

広
域
搬
送
拠
点 

（
Ｓ
Ｃ
Ｕ
） 

派遣 
派遣 派遣 

派遣要請 派遣要請 

派遣命令 

患者 

搬送 

派遣指令 

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
指
定
病
院 

(

盛
岡
赤
十
字
病
院) 

 

盛
岡
赤
十
字
病
院
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ 

(

３
チ
ー
ム) 
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資料 3-16-6 業務分担表 

 大規模な火災の

場合 

大規模な交通事故の場合 大規模な工場 

災害の場合 有軌道の場合 無軌道の場合 

通報者 災害の発見者 事故の発見者  事故発生責任機関 

関係機関

への連絡 

第１順位 町長(消防機関) 事故発生責任機関 警察官 町長(消防機関) 

第２順位 警察官 警察官 町長(消防機関) 警察官 

第３順位  町長(消防機関) 事故発生責任機関  

県に対する連絡 

(県保健環境班) 

町長 同左 同左 

傷病者の救出・搬送 町長(消防機関) 

警察官 

町長(消防機関) 

警察官 

事故発生責任機関 

町長(消防機関) 

警察官 

事故発生責任機関 

医療機関

に対する

出動要請 

県医師会、

ＤＭＡＴ等 

知事 同左 同左 

地方医師会 町長 同左 同左 

医療機関 知事、町長、事

故発生責任者 

同左 同左 

現場及び搬送中の救

急措置 

医療関係者及び

救急隊員 

同左 同左 

救急医薬品の確保 町長 事故発生責任機関 同左 

傷病者の収容 救急指定病院 

公的医療機関 

その他の医療機関 

公民館、学校等

の公共的施設 

救急指定病院 

公的医療機関 

その他の医療機関 

公民館、学校等の公共的施設 

事故発生責任機関 

同左 

遺体の収容 町長 事故発生責任機関 同左 

関係機関

に対する

応援要請 

県 町長 同左 同左 

町  事故発生責任機関 同左 

他の市町村 町長 同左 同左 

警察官 町長 事故発生責任機関 同左 

自衛隊 知事 知事、空港事務所長 知事 
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資料 3-17-1 世帯構成員別 被害状況 

世帯構成員別被害状況 

 年 月 日 時現在 平泉町 

世帯構 
成員別 

 

 

被害別 

１

人

世

帯 

２

人

世

帯 

３

人

世

帯 

４

人

世

帯 

５

人

世

帯 

６

人

世

帯 

７

人

世

帯 

８

人

世

帯 

９

人

世

帯 

10

人
以
上
世
帯 

計 
小

学

生 

中

学

生 

全壊（焼） 
             

流 失 
             

半壊（焼） 
             

床 上 浸 水 
             

 

 

資料 3-17-2 物資購入（配分）計画表 

 

平泉町全壊流失世帯分 平泉町 

世帯区分  １人世帯 

（基準額）円 

２人世帯 

（基準額）円 

３人世帯 

(基準額)円 
 計 

備
考 数

量 
世
帯
数 

所
要
数 

金
額 

数
量 

世
帯
数 

所
要
数 

金
額 

数
量 

世
帯
数 

所
要
数 

金
額 

 数
量 

世
帯
数 

所
要
数 

金
額 

毛布 
    円    円    円     円  

布団 
                   

肌衣 
(上下) 

                   

                    

計 
                   

（注）１ 本表は，全壊（焼），流失世帯分と半壊（焼），床上浸水世帯に分けて作成すること。 

２ 「品目」欄は，寝具，被服，生活必需品の順に記入すること。 

 

 

 

  

単 

価 

品 
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資料 3-17-3 米穀取扱業者等一覧表 

（令和５年４月１日現在） 

名称 氏名 住所 電話番号 備考 

卓地米雑穀店 卓地 茂 平泉字志羅山 14－３ 46-2537  

丸市米穀店 千葉 和 平泉字伽羅楽３ 46-2451  

ジョイフルタウン平泉  平泉高田 45 46-3553  

 

 

資料 3-17-4 災害救助用物資引渡書 

災害救助用物資引渡書 

引継者機関名             職氏名 

引受者機関名             職氏名 

 救助用物資を次のとおり引継ぎました。 

 

記 

 

１ 引継日時 

２ 引継場所 

３ 引継物資  次表のとおり            （車両番号        ） 

 

物資名 単位 輸送数量 引継数量 
差 引

不足数 
不足を生じた理由 その他 

 

       

（注） 本書は、２部作成し、授受両機関とも保管する。 
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資料 3-18-1 水道施設の区域 

（令和２年４月１日現在） 

項目 上水道事業 
長島簡易 
水道事業 

戸河内 
簡易水道事業 

合計 

給水人口 

（人） 
6,200 4,200 280 10,680 

１日最大 

給水量 

（ｍ3） 

3,800 1,161 118 5,079 

給水区域 

平泉町 

平泉字瀬原、森

下、下徳沢、上徳

沢、衣関、坂下、

髢石、北沖、山岸、

南沖、東沖、熊野

前、西風、善阿弥、

要害、日照田、更

の上、八日講、竹

汀、小金沢、金堀

沢、黄金沢、大佐、

正法、宿、塩沢、

樋の沢、大平、高

田前、佐野、高田、

佐野原、片岡、高

玉、三日町、祇園、

田面、新井田、上

野台、樋渡、泉屋、

志羅山、倉町、大

沢、毛越、伽羅楽、

花立、鈴沢、柳御

所、滝の上、上窟、

窟、北沢 

一関市 

厳美町字田代 

奥州市衣川 

池田の一部、大石

ヶ沢の一部、押切

の一部 

平泉町 

長島字月舘、前林、二反

田、滝の沢、竜ヶ坂、生

江田、新田、矢崎、石合、

砂子沢、桜木、伊勢堂、

俄坂、大平、半行、深山

の一部、中村、遠代田、

八森、下田、峠、東岳、

下西風、大槻田、三草

作、古館、山王、山谷、

平石沢、中鈴峯、佐野、

赤伏、赤伏前、小戸、白

山、須崎、田頭、下平、

下長根、杉、舘岡、境田、

要害、野田、下構、皀田、

西風、赤羽根、山田の一

部、束稲、小倉、三反田 

左違 

一関市 

舞川字木戸の一部、梅

木の一部、境の一部、榎

木、林の一部、細田、和

田、竜ヶ沢の一部、蓬田

の一部、大平の一部、水

無沢の一部、一本松の

一部、深入の一部、堀

切、谷地、平、山根の一

部、舘ノ越、西平、河岸、

清水、湯坪、河賀慶の一

部、小和巻、不動塚の一

部 

平泉町 

平泉字長倉の一

部、馬場の一部、

南沢の一部、南郷

の一部、広滝の一

部、東郷の一部、

西郷の一部、衣関

の一部、泉ヶ城の

一部 
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資料 3-18-2 平泉町指定給水装置工事事業者 

（令和 6年 2 月 29日現在） 

工事事業者名 住所 電話番号 

(有)ナンデモヤ商会 平泉町平泉字泉屋 82 0191-46-4111 

(有)花立空調 平泉町平泉字花立 124 0191-46-4061 

菅原水道 平泉町平泉字三日町 167 0191-46-3014 

みのる工業 平泉町平泉字志羅山 132-4 0191-46-4360 

(有)小野寺設備 一関市山目字寺前 35-2 0191-26-3811 

県南設備工業(株) 奥州市前沢字本杉 158-6 0197-56-4319 

(株)中島設備 一関市舞川字中島 14-1 0191-28-3900 

(有)伸誠設備工業 一関市萩荘字下モ下釜 69-3 0191-24-2710 

(株)森燃 一関市真柴字中田 87 0191-23-2044 

大宝商事(株) 一関市赤荻字月町 63-3 0191-25-3344 

及川設備工業(株) 奥州市水沢佐倉河字前田 56-4 0197-25-7020 

(株)永沢水道工業 一関市三関字神田 171-1 0191-23-2445 

(株)丸政 奥州市水沢真城字幅下 11-1 0197-24-1307 

(有)石川設備 一関市滝沢字一ノ沢 93 番地 4 0191-21-4770 

(株)スズキ設備 一関市東地主町 27 0191-23-6220 

清水管工業(株) 一関市赤荻字桜町 109-2 0191-25-3663 

サカイ工業(株) 一関市山目字舘 67-21 0191-25-6110 

(株)初貝住設店 奥州市前沢字三日町 9 0197-56-5715 

(株)今野商店 奥州市前沢字三日町 7 0197-56-5230 

(株)ホソカワ 奥州市水沢姉体町字林前 9-8 0197-26-5159 

(有)宮本燃料 一関市山目町３丁目 5-10 0191-23-2836 

菅原設備 一関市関が丘 108-11 0191-21-0796 

(有)イワサ工業 一関市真柴字宇南田 25 0191-21-4389 

よろず設備 一関市花泉町涌津字道下 56-7 0191-82-4222 

(株)アズマ住設 一関市中里字南白幡 68-1 0191-21-1515 

(有)ワールド設備機器 奥州市胆沢小山字峠 27-1 0197-47-1572 

佐々木木工所 一関市赤荻字清水 255 0191-25-3536 

(有)千葉水道 一関市東山町長坂字西本町 37-7 0191-47-2573 

(有)三友設備 一関市東山町長坂字町 116 0191-47-3295 

(株)フジテック岩手 一関市藤沢町藤沢字大母 216-9 0191-63-3194 

花泉電気商会 一関市花泉町花泉字袋 10 0191-82-2311 

鈴木住設 平泉町長島字竜ケ坂 148-2 0191-46-4618 

(株)佐安商店 一関市字相去 33-1 0191-23-4352 

(有)丸巳建設 一関市東山町長坂字西本町 107-3 0191-47-2480 
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工事事業者名 住所 電話番号 

(有)武田水道 一関市花泉町油島字日向平 75-11 0191-82-4586 

アクアシステム 奥州市水沢真城字西館 110-12 0197-51-6667 

(有)近藤設備工業 一関市花泉町涌津字道下 15-31 0191-82-3498 

(株)県南設備 奥州市水沢工業団地二丁目 10 0197-24-1788 

(有)三浦屋本店 平泉町平泉字佐野 16 0191-46-5047 

(株)丸清工務店 宮城県栗原市金成津久毛形蔵本沢 63 0228-42-2031 

千葉設備 一関市北豊隆 44-2 0191-23-4467 

(株)岩渕建設 一関市藤沢町黄海字箕ノ輪 46 0191-63-5566 

(株)奈良屋 一関市山目字前田 11 0191-23-5221 

(株)クラシアン盛岡支社 盛岡市前九年 2-6-10 サンライズ SASAKI 1 階 019-645-8711 

(株)水沢工事センター 奥州市水沢佐倉河字前田 20 0197-24-4331 

オノデラ管工 一関市川崎町門崎字所萱 376-4 0191-36-5165 

アクアサービス 奥州市水沢佐倉河字松堂 82-1 0197-23-5808 

(有)北斗建工 一関市花泉町永井字杉山 30-12 0191-34-5959 

(有)東北クリート 奥州市水沢佐倉河字竃神 12-6 0197-22-4442 

(有)胆沢住宅設備 奥州市胆沢小山字舘 189-3 0197-47-2175 

(有)鈴木工業 宮城県栗原市一迫字川口日影 37-3 0228-54-2740 

奥洲屋燃料 一関市山目字前田 1-3 0191-23-2716 

北桜設備(株) 北上市村崎野 24 地割 20-17 0197-62-5222 

カワセツ 一関市川崎町門崎字石蔵 46-1 0191-43-3912 

(株)オイラー 奥州市水沢東大通り 3-7-15 0197-25-7315 

斉藤水道 奥州市水沢字堀ノ内 7-5 0197-22-7372 

(有)菊地水道 奥州市江刺愛宕字落合 375-3 0197-35-6745 

(有)高橋設備 奥州市胆沢小山字小林 17 0197-47-2370 

電熱機器 奥州市水沢太日通り 2-6-10 0197-23-8019 

(有)両磐管工設備 一関市花泉町花泉字上野沢 82 0191-82-1258 

エールクリエイト東北(株) 平泉町平泉字塩沢 129-1 0191-48-5933 

アストモスリテイング(株) 一関市赤荻字堺 13 0191-25-2525 

(株)平間燃料 一関市八幡町 1-27 0191-23-4849 

内田工事(株) 北上市孫屋敷 13-11 0197-64-7213 

(株)草富設備 宮城県大崎市古川新田字旭 57-1 0299-36-1810 

(株)サンライフ 奥州市水沢字田小路 16-4 0197-51-2288 

(株)近藤設備 北上市流通センター6-3 0197-62-5090 

(有)タカラ住建 一関市千厩町奥玉字萱刈場 63-4 0191- 56-2202 

(株)ユアホーム 胆沢郡金ケ崎町西根谷来浦 53-1 0197-42-3845 

(株)日本水道センター 千葉県船橋市夏見 1-6-1 0120-506-123 
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工事事業者名 住所 電話番号 

南部鉄工建設(有) 一関市東山町田河津字高金 95-1 0191-47-4007 

(有)クレンリネスサンライズ 奥州市水沢字極楽 14-2 0197-24-9117 

(株)佐藤工務店 一関市狐禅寺字舞台 135-3 0191-21-4412 

(有)小田沢水道 一関市東山町長坂字柴宿 16-20 0191-47-3289 

(有)小野寺建設 奥州市前沢古城字川原前 40-1 0197-56-5311 

(株)千総建 一関市石畑 5 番 19-105 0191-34-6886 
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資料 3-19-1 災害応急仮設住宅建築工事設計書 

プレハブ住宅５戸建１棟分内訳（工期 45日） 

種 目 材 料 寸 法 呼称 数量 摘 要 

１ 仮設工事  式 1.0  

２ プレハブ組立工事  〃 1.0  

３ 内装工事  〃 1.0  

４ 建具工事  〃 1.0  

５ 雑工事  〃 1.0  

６ 電気設備工事  〃 1.0  

７ 給排水設備工事  〃 1.0  

８ 運搬費  〃 1.0  

９ 諸経費  〃 1.0  

各内訳 

種 目 材 料 寸 法 呼称 数量 摘 要 

１） 仮設工事     

遣方墨出損料  式 1.0 材工共 

小 計     

２） プレハブ組立工事     

プレハブ組立  式 1.0 材工共、屋根、外壁、ｻｯｼ共 

小 計     

３） 内装工事     

木材 杉・松 ㎡ 3.0 材工共 

ベニヤ ①2.7T2 ㎡ 215.0 材工共、間仕切 

ベニヤ ①5.5T2 ㎡ 19.5  〃 中棚 

石膏ボード ①9.0 ㎡ 66.0  〃 板タタミ 

大工  人 21.0 材工共、カベ、天井 

金物  ㎏ 97.0 材工共 

小 計     

４） 建具工事     

便所片開ドア ベニヤフラッシュ 箇所 5.0 材工共、金具取付共 

玄関ドア  〃 5.0  〃    〃 

小 計     

５） 雑工事     

台所流し・コンロ台 KJ２型 台 5.0 材工共 

畳  帖 40.0  〃 

無臭トイレ 両用便器、臭突便槽

300 ﾘｯﾄﾙ 
箇所 5.0 

 〃 

玄関・便槽叩き コンクリート 〃 5.0  〃 

カーテンレール  〃 5.0  〃 

メガネ石  〃 5.0  〃 
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種 目 材 料 寸 法 呼称 数量 摘 要 

５） 急排気孔 #5311P 

固定ｶﾞﾗﾘ共和同等品

300×350 

〃 10.0 

 

小 計     

６） 電気設備工事     

電線 VVF1.6×２C m 63.0  

〃 〃 2.0×２C m 60.0  

〃 〃 2.0×２C m 45.0  

ジョイントボックス（中）  箇所 5.0  

配線器具 露出ｺﾝｾｯﾄ三連用 〃 10.0  

〃 コードペンダント 本 15.0  

白熱電球 100W 箇所 5.0  

〃 60W 〃 5.0  

〃 40W 〃 5.0  

同上付属品  式 1.0  

開閉器具 ブレーカー15A 箇所 5.0  

消耗品・雑材料  式 1.0  

電工  人 3.0  

小 計     

７） 給排水設備工事     

（イ） 給水設備工事     

硬質ビニール管 25㎜ m 17.0  

〃 20㎜ m 20.0  

継手類  式 1.0  

水栓 T-30 ARW13 箇所 5.0  

止水栓 25-GV10K 〃 1.0  

消耗品・雑材料  式 1.0  

工賃  人 2.0  

手元  〃 1.0  

小 計     

（ロ） 排水設備工事     

硬質ビニール管 100 ㎜ m 17.0  

〃 50㎜ m 15.0  

継手類  式 1.0  

消耗品・雑材料  〃 1.0  

工賃  人 2.0  

手元  〃 1.0  

根伐埋戻し  ㎡ 8.0  

小 計     
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資料 3-19-2 応急仮設住宅入居者選定調査書 

応急仮設住宅入居者選定調査書 

被災前住所              世帯主 

世

帯

員

の

状

況 

氏   名 年 齢 続 柄 職 業 所 得 額 固 定 資 産 税 摘 要 

本   人       

       

       

       

       

       

被
災
前
の
資
産
の
内
容 

種  別 面   積 資 産 額 種  別 面   積 金  額 摘   要 

宅 地 

田 

畑 

山 林 

㎡ 

ha 

ha 

ha 

円 

円 

円 

円 

住 宅 

非住家 

その他 

計 

㎡ 

㎡ 

円 

円 

円 

円 

建物を損壊し

た部分は朱書

すること。 

被災後の収入

の見通し 
（具体的に） 

被災後の住宅

確保見通し 
（具体的に） 

町長の意見及び順位 

                 年 月  日 

                  平泉町長 

一関総合支局保健福祉環境部長の意見及び順位 

 年 月  日 

       一関総合支局保健福祉環境部長名 
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資料 4-2-1 災害復興住宅融資 

災害復興住宅資金                      （令和元年 12月 1 日現在） 

貸付対象 根拠法令 融資限度額 貸付条件 

火災，地震，暴風雨等の災害

によって住宅が滅失又は損

壊した者に対し，住宅の建設

補修及び宅地の整備等を行

うのに必要な資金を「住宅金

融支援機構」から融資を受け

る。 

独立行政法人住宅

金融支援機構法

(平成 17 年 7 月 6

日法律第 82 号) 

  

1. 建設資金 

(１) 建設資金 

住宅が全壊，大規模半壊

又は半壊した旨のり災証

明書の発行を受けた場合 

(２) 整地資金 

建物と同時に宅地につ

いても被害をうけて整地

を行う場合 

(３) 土地取得資金 

宅地が流出したなどで

新たに宅地を取得する場

合 

1. 建設資金 

 1,680 万円 

2. 整地資金 

  450 万円 

3. 土地取得資金 

 970 万円 

1. 据置期間 

3 年以内(この期間返済

期間を延長する。) 

2. 返済期間 

耐火構造，準耐火構造，

木造（耐久性） 35 年以内 

木造（一般） 25 年以内 

3. 利子   固定金利 

4. 返済方法 

元金均等返済又は元利

均等返済 

2. 購入資金 

(１) 購入資金 

住宅が全壊，大規模半壊

又は半壊した旨のり災証

明書の発行を受けた場合 

(２) 土地取得資金 

敷地の所有権又は賃借

権を取得する場合 

1. 新築購入資金 

 2,650 万円 

2. 中古住宅購入資金 

(１) ﾘ･ﾕｰｽﾌﾟﾗｽ住宅、ﾘ･ﾕ

ｰｽﾌﾟﾗｽﾏﾝｼｮﾝ 

2,650 万円 

(２) ﾘ･ﾕｰｽ住宅、ﾘ･ﾕｰｽﾏﾝ

ｼｮﾝ  2,320 万円 

※購入資金のうち、土地

取得資金は 970 万円が

限度 

1. 据置期間 

3 年以内（この期間返済

期間を延長する。） 

2. 返済期間 

(１) 新築購入 

耐火構造，準耐火構造，

木造(耐久性)  35 年以内 

木造(一般)  25 年以内 

(２) 中古住宅購入 

ﾘ･ﾕｰｽﾌﾟﾗｽ住宅、ﾘ･ﾕｰｽﾌﾟ

ﾗｽﾏﾝｼｮﾝ 35 年以内 

ﾘ･ﾕｰｽ住宅、ﾘ･ﾕｰｽﾏﾝｼｮﾝ

25 年以内 

3. 利子   固定金利 

4. 返済方法 

元金均等返済又は元利

均等返済 
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貸付対象 根拠法令 融資限度額 貸付条件 

3. 補修等資金 

(１) 補修資金 

住宅に被害が生じた旨

のり災証明書の交付受け

た場合 

(２) 引方移転資金 

補修する家屋を引方移

転する場合 

(３) 整地資金 

宅地に被害を受けて整

地する場合 

1. 補修資金 

  740 万円 

2. 引方移転資金 

   450 万円 

3. 整地資金 

   450 万円 

※2 と 3 をあわせて利用

する場合は、合計で 450

万円が限度 

1. 据置期間 

1 年以内（返済期間は延

長しない。） 

2. 返済期間 20 年以内 

3. 利子   固定金利 

4. 返済方法 

元金均等返済又は元利

均等返済 

 

  



第 1 章 資料編 

  

195 

 

第 

１ 

章 

資
料
編 

資料 4-2-2 生活福祉資金 

貸付対象 根拠法令 資金種類 
貸付上限額の

目安 
貸付条件 

低所得世帯、障がい者世

帯及び高齢者世帯のう

ち、他からの融資を受け

ることのできない世帯

(資金の貸付にあわせて

必要な支援を受けること

により独立自活できると

認められる世帯) 

生活福祉

資金貸付

制度要綱

(平成21年

7 月 28 日

厚生労働

省発社援

0728 第 9

号) 

福祉資金福祉費 

(災害を受けたこと

により臨時に必要

となる経費) 

 

 

 

 

 

 

1 世帯 

150 万円以内 

1. 据置期間 

６か月以内 

2. 償還期間 

据置期間経過後７年以内

(目安) 

3. 連帯保証人 

連帯保証人原則必要（た

だし連帯保証人を立てられ

ない場合でも利用可能。） 

4. 貸付利子 

連帯保証人有り：無利子 

連帯保証人無し：年 1.5％ 

5. 申込方法 

借入申込書等の必要書類

に、官公署が発行する罹災

証明書、被災証明書等を添

付し、市町村社会福祉協議

会を経由して県社会福祉協

議会へ申し込む。 

福祉資金福祉費 

(住宅の補修等に必

要な経費) 

1 世帯 

250 万円以内 

・低所得世帯 

(資金の貸付けにあわせ

て必要な支援を受けるこ

とにより独立自活できる

と認められる世帯であっ

て、独立自活に必要な資

金の融通を他から受ける

ことが困難であると認め

られるもの。) 

・障がい者世帯  

・高齢者世帯 

(日常生活上療 養又は介

護を要する高齢者が 属

する世帯に限る。) 

福祉資金福祉費 

(災害を受けたこと

により臨時に必要

となる経費) 

 

 

 

 

 

1 世帯 

150 万円以内 

1. 据置期間 

貸付けの日(分割による交

付の場合には最終貸付日)か

ら６月以内 

2. 償還期間 

据置期間経過後７年以内 

3. 連帯保証人 

原則必要(ただし、連帯保

証人なしでも貸付可) 

4. 貸付利子 

連帯保証人有り：無利子 

連帯保証人無し：年 1.5％ 

5. 申込方法 

借入申込書等の必要書類

に、官公署が発行する罹災

証明書、被災証明書等を添

付し、市町村社会福祉協議

会を経由して県社会福祉協

議会へ申し込む。 

福祉資金福祉費(住

宅の補修等に必要

な経費) 

1 世帯 

250 万円以内 
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資料 4-2-3 災害援護資金貸付制度 

（令和４年４月 1日現在） 

貸付対象 根拠法令 貸付金額 貸付条件 

台風，地震等の自然災害によ

り，家屋等に被害を受けた世

帯で世帯の前年の年間所得

が 

1 人世帯 220 万円以内 

2 人世帯 430 万円以内 

3 人世帯 620 万円以内 

4 人世帯 730 万円以内 

5 人以上の世帯については，

1人増すごとに 730万円に 30

万円を加えた額以内ただし，

その世帯の住居が滅失した

場合にあっては，1,270 万円

以内 

平成 14 年 8 月 1 日現在 

災害弔慰金の支給

等に関する法律

(昭和 48年 9月 18

日法律第 82 号) 

対象被害及び貸付限度額 

1. 世帯主の1ヵ月以上の

負傷    150万円 

2. 住居の全壊 250万円 

3. 住居の半壊 170万円 

4. 家財の 3分の 1以上の

損害    150万円 

5. 重複被害 

(１) ＝1＋2 350 万円 

(２) ＝1＋3 270 万円 

(３) ＝1＋4 250 万円 

6. 住居全体の滅失若し

くは流失  350万円 

1. 据置期間 

3 年(特別の事情がある

場合 5 年) 

2. 償還期間 

据置期間経過後 7 年(特

別の事情がある場合 5 年) 

3. 貸付 

利率年 3％以内（据置期

間中は無利子） 

4. 償還方法 

年賦償還、半年賦償還又

は月賦償還 

1. 延滞利率   年５％ 
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資料 4-2-4 平泉町災害復興住宅新築等補助金交付要綱 

平成 25年６月 11日 

告示第 12 号 

（趣旨） 

第１ 東日本大震災により被災した住宅の早期復興に資するため、被災者が町内に住宅の新築又は

住宅の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付す ることについて、平泉町補助

金等交付規則（昭和 35 年平泉町規則第１号。以下「規則」という。）に定めのあるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２ この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

東日本大震災 平成 23 年３月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波並びにその余震に

よる災害をいう。 

(１) 被災者 東日本大震災により自ら居住していた住宅に被害を受けた者 

(２) 災害危険区域等からの避難者 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 38条に規定する災

害危険区域、原子力災害対策特別措置法（平成 11年法律第 156 号）第 20 条第３項に基づき

指示された区域（警戒区域、計画的避難区域）及び原子力災害対策本部が定めた特定避難勧

奨地点がある区域に住宅を所有し、東日本大震災による原子力発電所の事故に伴い本町に避

難した者 

(３) 災害復興住宅新築工事等 東日本大震災において住宅を滅失（住宅をやむを得ず解体したも

の及び住宅が居住不能になったものを含む。）した被災者が、自ら居住するために行う住宅

の新築工事又は住宅の購入をいう。 

 

（補助金の対象者） 

第３ この要綱による補助金を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各

号のいずれにも該当するものとする。 

(１) 東日本大震災により自ら居住していた住宅が被災し、り災証明書（り災の程度が、全壊、大

規模半壊及び半壊以上）の交付を受けた者（法人を除く。）又はその家族。ただし、警戒区

域等からの避難者にあっては、この限りでない。 

(２) 町内に自ら居住するために住宅を新築又は住宅を購入する者 

 

（補助金の交付対象） 

第４ この要綱による補助金の交付対象は、被災者が行う災害復興住宅新築工事等により取得する

住宅で、次のいずれかに該当するもの（被災者が当該住宅に入居するものに限る。）とする。 

(１) バリアフリー対応工事 住宅の品質確保の促進に関する法律（平成 11 年法律第 81号）第３

条の２第１項の規定に基づく評価方法基準（平成 13年国土交通省告示第 1347 号）第５の９

の９－１（３）ハの等級３の基準（既存住宅の購入にあっては、同基準第５の９の９―１（４）

ハの等級３の基準）を満たすもの 

(２) 県産材使用工事 10 立方メートル以上の県産材（岩手県産材認証推進協議会が実施する県産
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材の産地証明制度により、県産材として証明されたもの又は町長が認めたもの。）を使用し

ているもの 

 

（補助金の額） 

第５ 補助金の額は、次に掲げる工事に係る補助金額の合計額とし、130 万円を限度とする。 

(１) バリアフリー対応工事費 補助金の額は、住宅の床面積ごとに、それぞれ次に掲げる額のい

ずれかとする。 

ア 75平方メートル未満の場合 40万円 

イ 75平方メートル以上 120 平方メートル未満の場合 60 万円 

ウ 120 平方メートル以上の場合 90 万円 

(２) 県産材使用工事費 補助金の額は、県産材の使用量ごとに、それぞれ次に掲げる額のいずれ

かとする。 

ア 10立方メートル以上 20立方メートル未満の場合 20万円 

イ 20立方メートル以上 30立方メートル未満の場合 30万円 

ウ 30立方メートル以上の場合 40万円 

２ 補助金の交付は、前項各号に掲げる工事ごとに１被災者につき１回とする。 

 

（補助金の交付の申請） 

第６ 補助金の交付を受けようとする者は、平泉町災害復興住宅新築等補助金交付申請書（様式第

１号）に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。ただし、被災住宅が東日本大震

災により被災したものと町長が判断できる書類がある場合は、り災証明書の添付を要しないも

のとする。 

(１) り災証明書 

(２) その他町長が必要と認める書類 

 

（補助金の交付決定の通知） 

第７ 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る関係書類等の審査及び必要に

応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと決定したときは、速やかに平泉町災害復興

住宅新築等補助金交付決定通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第８ 補助金の交付の申請をした者（以下「申請者」という。）は、第７の規定による通知の受領

後に、申請を取り下げようとするときは、平泉町災害復興住宅新築等補助金交付申請取下げ書

（様式第３号）を町長に提出するものとする。 

 

（補助金の変更申請） 

第９ 申請者は、第７の規定による交付の決定を受けた後において、当該決定を受けた内容に変更

が生じた場合には、平泉町災害復興住宅新築等補助金交付変更申請書（様式第４号）を町長に

提出するものとする。 
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（変更の決定通知） 

第 10 町長は、第９の規定による書類を受理した場合において、変更申請に係る補助事業の内容

が適正であると認めたときは、平泉町災害復興住宅新築等補助金交付変更決定通知書（様式第

５号）により、申請者に通知するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第 11 申請者は、第７の規定により決定された補助金の交付を受けようとするときは、平泉町災

害復興住宅新築等補助金交付請求書（様式第６号）に、災害復興住宅新築工事等完了報告書（様

式第７号）を添えて町長に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付） 

第 12 町長は、第 11の規定による請求書を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応

じ現地調査を行い、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認

めたときは、補助金を交付するものとする。 

 

（補助金の交付の決定等の取消し） 

第 13 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと判断した場合は、

当該交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 

（補助金の返還） 

第 14 町長は、第 13 の規定により補助金の交付の決定等を取り消したときは、期限を定めて返還

を命ずるものとする。 

 

（報告、調査及び指示） 

第 15 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し

報告を求め、当該住宅に係る帳簿、書類その他必要な物件を調査し、又は必要な事項を指示す

ることができる。 

 

（補則） 

第 16 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

制定文 抄 

平成 23年３月 11日以降に行われた又は行われる災害復興住宅新築工事等について適用する。 
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様式 1 被害発生等報告 
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様式 1-1 避難の指示・勧告等の状況報告 
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様式 2 人的及び住家被害報告 
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様式 2-1 人的被害内訳 
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様式 2-2 住家被害内訳 
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様式 3 庁舎等被害報告 

 

  



第 2 章 様式集 

  

207 

 

様
式
集 

第 

２ 

章 

様式 4 社会福祉施設・社会教育施設・文化施設・体育施設被害報告 
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様式 5 医療衛生施設被害報告 
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様式 5-1 医療衛生施設被害内訳 
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様式 6 消防施設被害報告 
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様式 7 観光施設被害報告 
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様式 8 商工関係被害報告 
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様式 9 高圧ガス・火薬類施設関係被害報告 
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様式 12 農業施設被害報告 
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様式 12-1 農業施設被害報告 
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様式 13 農作物等被害報告 
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様式 13-1 農作物被害内訳 
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様式 13-2 樹体被害内訳 
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様式 14 家畜等関係被害報告 
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様式 15 農地農業用施設被害報告 
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様式 16 林業関係被害報告 
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様式 17 土木施設等被害報告 
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様式 18 公営住宅等被害報告 
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様式 19 児童、生徒及び教員等被害報告 
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様式 20 学校被害報告 

  



第 2 章 様式集 

 

226 

 

様
式
集 

第
2
章 

第 

２ 

章 

様式 21 文化財被害報告 
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様式 ① 災害応急用米穀供給台帳 

災害応急用米穀供給台帳 

供給月日 供給数量 供給価格 住 所 氏 名 印 
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様式 ② 食料購入（配分）計画表 

食料購入（配分）計画表 

平泉町 

世帯区分 

 

 

 

 

 

品名 単価 

１人世帯 

（基準額）   円 

２人世帯 

（基準額）   円 

３人世帯 

（基準額）   円 
 計 

備

考 数
量 

世
帯
数 

所
要
数 

金
額 

数
量 

世
帯
数 

所
要
数 

金
額 

数
量 

世
帯
数 

所
要
数 

金
額 

 数
量 

世
帯
数 

所
要
数 

金
額 

米穀     

円 

 

 

   

円 

 

 

   

円 

 

 

    

円 

 

 

 

弁当                    

パン                    

                    

計                    
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様式 ③ 学用品割当台帳 

学用品割当台帳 

 

被災区分（       ）            被災学校名           学校 

番号 学年 児童生徒名 保護者氏名 割当物資名 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

  



第 2 章 様式集 

 

230 

 

様
式
集 

第
2
章 

第 

２ 

章 

様式 ④ 学校別教科書及び文房具等配給計画書 

学校別教科書及び文房具等配給計画書 

 

学校名                            令和  年  月  日 

学

年 
組 

児
童
生
徒
名 

教科書 文房具 通学用品 

国
語 

社
会 

算
数
数
学 

理
科 

そ
の
他 

ノ
ー
ト 

鉛
筆 

消
ゴ
ム 

ク
レ
ヨ
ン 

絵
具 

画
筆 

画
用
紙 

下
敷 

定
規 

そ
の
他 

運
動
靴 

傘 

カ
バ
ン 

ゴ
ム
長
靴 

そ
の
他 
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